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繍

日
時
昭
和
三
八
・
二
・
七
（
木
）
午
前
力
時
半

場
所
日
本
学
術
会
議
控
室

出
席
者
会
長
、
両
副
会
長
、
各
理
事
、
各
監
事
、
各
常
置
委
員
会
委

員
長

茅
会
長
主
宰
の
下
に
開
会

一
、
議
事
日
程
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
第
三
十
回
総
会
の
議
事
日
程
に
つ
い
て
説
明
が
あ
り
、
承
認
さ
れ

た
。

二
、
理
事
会
開
催
に
つ
い
て

本
田
副
会
長
か
ら
、
茅
会
長
お
よ
び
平
沢
副
会
長
が
任
期
満
了
の
た
め
近
く
ご

退
任
に
な
る
予
定
で
あ
る
と
伺
っ
て
い
る
が
、
丁
度
国
会
が
開
か
れ
る
折
で
も
あ

り
、
至
急
後
任
者
を
選
出
の
う
え
協
会
の
態
勢
を
整
え
て
置
く
必
要
が
あ
る
と
思

う
。
し
た
が
っ
て
そ
の
た
め
の
理
事
会
を
開
催
さ
れ
た
い
旨
の
提
案
が
あ
り
、
協

議
の
結
果
、
十
二
月
十
八
日
（
水
）
午
前
十
時
か
ら
東
京
大
学
で
開
催
す
る
こ
と

に
了
承
さ
れ
た
。

三
、
教
育
会
館
内
に
本
協
会
の
事
務
室
を
設
け
る
こ
と
に
つ
い
て

右
に
つ
き
杉
野
目
理
事
か
ら
提
案
が
あ
り
、
特
に
所
要
経
費
の
問
題
が
論
議
の

対
象
と
な
っ
た
が
、
経
費
に
つ
い
て
は
後
刻
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
一
応
申
し

込
み
の
手
続
だ
け
は
す
る
こ
と
に
了
承
さ
れ
た
。
な
お
鶴
田
事
務
局
長
か
ら
、
協

会
の
事
務
室
を
教
育
会
館
内
に
移
す
と
し
て
も
、
独
立
し
た
事
務
局
と
す
る
こ
と

は
種
々
の
制
約
か
ら
無
理
と
思
わ
れ
、
総
会
等
の
際
に
は
各
大
学
の
理
解
と
応
援

を
求
め
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
の
見
解
が
述
べ
ら
れ
た
。

四
大
学
設
置
審
議
会
委
員
候
補
者
の
推
薦
に
つ
い
て

右
に
つ
き
会
長
か
ら
、
十
月
十
四
日
を
も
っ
て
任
期
満
了
と
な
っ
た
静
岡
、
横

１
役
員
会
議
事
要
録
（
第
三
十
回
総
会
）

'■￣

鬮一
、
事
業

報

告

●

七

關
－

／=、

木
、_ノ

蕊午
前
九
時
半

浜
国
立
両
大
学
長
の
後
任
と
し
て
、
静
岡
、
横
浜
国
立
、
群
馬
、
東
京
芸
術
の
四

大
学
長
を
推
薦
し
た
の
で
事
後
承
認
と
し
て
了
承
を
得
た
い
旨
を
述
べ
、
了
承
さ

れ
た
。

五
、
新
設
大
学
拡
充
特
別
委
員
会
に
つ
い
て

右
に
つ
き
会
長
か
ら
、
藤
岡
埼
玉
大
学
長
に
幹
事
役
を
お
願
い
し
、
次
回
の
総

会
ま
で
に
一
応
の
報
告
が
で
き
る
よ
う
に
進
め
た
い
旨
を
述
べ
、
了
承
さ
れ
た
。

日
時
昭
和
一
一
一
八
・
二
・
七
（
木
）
午
前
十
時

場
所
日
本
学
術
会
議
講
堂

出
席
者
各
国
立
大
学
長

茅
会
長
議
長
席
に
つ
き
開
会
を
宣
す
。

｜
、
議
事
日
程
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
本
総
会
の
議
事
日
程
に
つ
い
て
説
明
が
あ
り
、
原
案
ど
お
り
承
認

さ
れ
た
。

二
、
会
長
か
ら
、
琉
球
大
学
長
の
与
那
嶺
松
助
氏
が
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
出
席
さ

れ
た
旨
の
紹
介
が
あ
っ
た
。

三
、
会
員
の
交
替
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
前
総
会
以
後
に
お
け
る
会
員
の
交
替
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
紹
介

さ
れ
た
。

（
大
学
名
）

（
新
学
長
）

（
旧
学
長
）

東
北
大
学

石
津
照
璽

黒
川
利
雄

名
古
屋
大
学

篠
原
卯
吉

松
坂
佐
一

宮
崎
大
学

岩
村

曇
甲
斐
三
郎

北
渡
道
学
芸
大
学
城
戸
幡
太
郎

三
井

透

電
気
通
信
大
学

松
平
正
寿

山
本

勇

四
、
第
二
常
置
委
員
会
委
員
長
の
交
替
に
つ
い
て

右
に
会
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
紹
介
さ
れ
た
。

新
委
員
長

横
浜
国
立
大
学
長

黒
沢

清

２
第
一
一
一
十
回
総
会
議
事
要
録
（
第
一
旦
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鶴

旧
委
員
長

東
北
大
学
長

黒
川
利
雄

五
、
大
学
設
置
審
議
会
委
員
候
補
者
の
推
薦
に
つ
い
て

右
に
つ
き
会
長
か
ら
、
任
期
満
了
に
伴
う
次
期
委
員
の
候
補
者
と
し
て
次
の
四

氏
を
推
薦
し
た
旨
を
述
べ
承
認
さ
れ
た
。

静
岡
大
学
長

渡
辺

寧

横
浜
国
立
大
学
長

黒
沢

清

群
馬
大
学
長

長
谷
川
秀
治

東
京
芸
術
大
学
長

小
塚
新
一
郎

六
、
要
望
書
の
提
出
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
第
二
十
九
回
総
会
の
決
議
に
基
づ
き
次
の
要
望
書
を
作
成
、
Ｈ
に

つ
い
て
は
会
報
第
二
十
四
号
一
一
一
十
ペ
ー
ジ
に
掲
載
の
と
お
り
既
に
関
係
方
面
に
提

出
済
み
で
あ
る
が
、
口
に
つ
い
て
は
来
年
度
予
算
折
衝
の
時
期
等
を
考
慮
し
て
適

当
な
機
会
に
提
出
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
。

Ｈ
大
学
保
健
管
理
の
制
度
化
に
つ
い
て

口
大
学
院
課
程
増
設
に
つ
い
て

七
、
会
報
第
二
十
四
号
の
発
行
に
つ
い
て

右
に
つ
き
会
長
か
ら
、
第
二
十
九
回
総
会
以
後
の
記
事
を
と
り
ま
と
め
て
、
今

回
第
二
十
四
号
と
し
て
発
行
し
た
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
。

八
、
会
務
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
第
二
十
九
回
総
会
以
降
の
諸
会
議
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
報
告
さ

れ
た
。

Ｈ
九
月
十
四
日
（
士
）
開
催
の
役
員
会
に
つ
い
て

九
月
一
一
十
八
日
（
士
）
に
開
催
を
予
定
し
て
い
た
が
、
都
合
に
よ
り
繰
り
上

げ
て
九
月
十
四
日
（
士
）
午
前
中
に
役
員
会
を
開
催
し
て
第
一
一
一
十
回
総
会
の
開

催
日
時
等
を
決
定
し
、
各
委
員
長
の
報
告
な
ら
び
に
協
議
を
行
な
っ
た
。
同
日

午
後
は
文
部
大
臣
主
催
の
懇
談
会
が
神
田
の
学
士
会
館
で
催
さ
れ
、
大
学
の
当

面
す
る
重
要
諸
問
題
特
に
認
証
官
問
題
に
つ
い
て
懇
談
し
た
。
こ
れ
は
大
臣
が

大
学
と
の
間
の
意
思
の
疏
通
を
は
か
り
た
い
と
の
要
望
か
ら
開
か
れ
た
も
の
で

あ
る
が
、
認
証
官
問
題
に
つ
い
て
は
大
臣
か
ら
、
責
任
の
重
い
大
学
の
学
長
を

任
命
す
る
際
の
手
続
き
を
荘
重
に
す
る
こ
と
と
地
位
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
お
よ

霞

Ｌ

塚
鰯
一

ぴ
給
与
改
善
の
た
め
か
ら
で
あ
る
と
の
詳
し
い
説
明
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し

て
種
々
意
見
の
交
換
が
行
な
わ
れ
た
が
、
結
論
は
勿
論
出
て
い
な
い
。

な
お
、
当
日
の
出
席
者
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

文
部
省
ｌ
大
臣
、
政
務
次
官
、
事
務
次
官
大
学
学
術
局
長
官
房
長

人
事
課
長

国
立
大
学
協
会
Ｉ
会
長
両
副
会
長
北
海
道
東
北
、
秋
田
新
潟

東
京
教
育
、
東
京
学
芸
、
金
沢
、
岐
阜
、
名
古
屋
、
大
阪
、
滋

賀
、
九
州
、
一
橋
、
神
戸
、
茨
城
各
大
学
長

ロ
講
座
、
学
科
目
に
関
す
る
省
令
に
つ
い
て
の
第
一
、
第
五
両
常
置
合
同
委
員

会
に
つ
い
て

第
二
十
九
回
総
会
の
決
定
に
基
づ
き
、
去
る
八
月
二
十
六
日
（
月
）
第
一
、

第
五
常
置
合
同
委
員
会
を
本
田
副
会
長
出
席
の
も
と
に
開
催
し
、
文
部
省
か
ら

村
山
審
議
官
、
井
内
大
学
課
長
、
安
養
寺
教
職
員
養
成
課
長
の
出
席
を
煩
わ

し
、
文
部
省
が
こ
の
省
令
を
制
定
す
る
に
あ
た
っ
て
の
方
針
を
聞
い
た
。
そ
の

際
の
記
録
は
、
九
月
十
七
日
付
国
大
協
庶
第
一
一
三
一
号
を
も
っ
て
会
長
か
ら
各

大
学
長
あ
て
に
資
料
と
し
て
お
送
り
し
た
の
で
ご
覧
い
た
だ
け
た
も
の
と
思

一
フ
。

な
お
、
こ
の
ほ
か
、

口
第
一
回
一
般
教
育
特
別
委
員
会

七
月
一
一
十
日
（
士
）

回
第
二
回

〃
九
月
一
一
十
七
日
（
金
）

田
第
四
常
置
委
員
会
同
専
門
委
員
会

八
月
十
一
一
日
（
月
）

㈹
第
三
常
置
委
員
会
専
門
委
員
会

十
月
二
十
六
日
（
士
）

㈹
第
三
、
第
四
常
置
合
同
委
員
会

十
一
月
六
日
（
水
）

Ⅶ
第
五
常
置
委
員
会

十
一
月
六
日
（
水
）

Ⅲ
第
六
常
置
委
員
会
同
専
門
委
員
会

十
一
月
六
日
（
水
）

の
諸
委
員
会
が
そ
れ
ぞ
れ
開
催
さ
れ
た
。

以
上
の
報
告
に
対
し
て
、
認
証
官
問
題
に
つ
い
て
の
大
臣
の
説
明
中
、
責
任
が

重
い
、
軽
い
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
格
差
問
題
が
論
議
さ
れ
て
い
る
折

で
も
あ
り
納
得
の
ゆ
く
説
明
が
伺
い
た
い
旨
の
発
言
が
あ
り
、
会
長
か
ら
、
規
模

の
大
き
い
と
こ
ろ
は
責
任
が
重
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
納
得
し
た
わ
け
で
は
な

鰯

綴
戸

莚

露

轤
一
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鍋
く
意
見
の
交
換
を
し
た
だ
け
で
あ
る
。
東
京
大
学
の
立
場
か
ら
は
認
証
官
と
す

る
こ
と
が
学
長
の
地
位
を
向
上
さ
せ
る
も
の
と
は
思
わ
な
い
と
の
意
見
を
述
べ
た

が
、
他
の
学
長
か
ら
も
種
々
の
発
言
が
あ
っ
た
。
な
お
、
こ
の
件
は
本
総
会
中
時

間
に
余
裕
が
あ
れ
ば
あ
ら
た
め
て
論
議
し
た
い
と
の
回
答
が
あ
っ
た
。

九
、
大
学
運
営
協
議
会
委
員
長
報
告

右
に
つ
い
て
茅
委
員
長
か
ら
次
の
と
お
り
報
告
さ
れ
た
。

Ｈ
大
学
運
営
協
議
会
規
程
実
施
細
則
制
定
施
行
に
つ
い
て

さ
き
の
第
二
十
九
回
総
会
に
報
告
の
と
お
り
、
大
学
運
営
協
議
会
の
発
足
に

伴
う
同
規
程
実
施
細
則
の
制
定
に
つ
い
て
は
、
去
る
六
月
十
二
日
に
実
施
細
則

案
を
各
大
学
長
あ
て
に
送
付
し
、
こ
れ
を
各
大
学
に
お
い
て
十
分
に
検
討
願
っ

た
う
え
、
そ
れ
ら
の
ご
意
見
に
つ
い
て
慎
重
に
審
議
を
重
ね
た
結
果
、
去
る
九

月
二
十
七
日
の
大
学
運
営
協
議
会
に
お
い
て
、
決
定
即
日
施
行
の
運
び
と
な
っ

た
。
審
議
経
過
の
詳
細
に
つ
い
て
は
会
報
第
二
十
四
号
十
一
一
ペ
ー
ジ
以
下
に
記

載
さ
れ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

ロ
問
題
点
検
討
小
委
員
会
に
つ
い
て

さ
き
の
第
二
十
九
回
総
会
に
お
い
て
報
告
後
、
選
定
さ
れ
た
問
題
点
を
検
討

す
る
た
め
七
月
十
七
日
（
水
）
に
検
討
小
委
員
会
（
臨
時
委
員
田
中
、
加
藤
両

氏
も
出
席
）
を
開
催
し
、
問
題
点
の
検
討
を
始
め
る
と
共
に
さ
ら
に
臨
時
委
員

と
し
て
、

東
京
大
学
教
授

大
河
内
一
男

京
都
大
学
教
授

桑
原
武
夫

の
両
氏
に
参
加
を
お
願
い
す
る
こ
と
と
し
た
。

つ
い
で
八
月
十
七
日
（
士
）
に
四
人
の
臨
時
委
員
を
加
え
た
問
題
点
検
討
小

委
員
会
を
開
催
し
て
協
議
し
た
が
、
問
題
の
内
容
が
非
常
に
重
大
で
あ
り
、
ま

た
、
結
論
を
早
急
に
求
め
る
こ
と
も
困
難
な
た
め
、
学
問
の
自
由
、
大
学
の
自

治
、
大
学
の
管
理
運
営
等
に
つ
い
て
今
日
に
至
る
ま
で
の
与
論
調
査
、
論
説
等

資
料
の
収
集
を
行
な
い
、
総
合
的
に
審
議
を
重
ね
て
ゆ
く
こ
と
と
し
た
。

な
お
、
前
総
会
以
後
に
開
催
し
た
大
学
運
営
協
議
会
関
係
の
会
議
は
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

川
第
四
回
大
学
運
営
協
議
会

九
月
二
十
七
日
（
金
）

へ

f51、

緑

鶴

回
第
三
回
実
施
細
則
案
起
草
専
門
委
員
会

九
月
一
一
十
日
（
金
）

㈹
第
三
回
実
施
細
則
案
起
草
小
委
員
会

九
月
一
一
十
七
日
（
金
）

目
第
一
回
問
題
点
検
討
小
委
員
会

七
月
十
七
日
（
水
）

㈹
第
二
回

〃
八
月
十
七
日
（
士
）

十
、
各
常
置
委
員
会
所
管
事
項
報
告

右
に
つ
き
各
委
員
長
か
ら
次
の
と
お
り
報
告
が
あ
っ
た
。

第
一
、
第
二
常
置
委
員
会
（
格
別
に
報
告
す
る
事
項
な
し
）

第
三
常
置
委
員
会
都
崎
委
員
長

十
月
二
十
六
日
に
専
門
委
員
会
を
、
昨
日
は
第
三
、
第
四
両
常
置
合
同
委
員
会

を
開
き
、
文
部
省
か
ら
笠
木
学
生
課
長
に
出
席
を
願
っ
て
昭
和
三
十
九
年
度
予
算

要
求
事
項
等
に
つ
い
て
説
明
を
伺
い
協
議
を
行
な
っ
た
。

Ｈ
昭
和
三
十
九
年
度
予
算
要
求
に
つ
い
て

予
算
要
求
の
柱
と
し
て
、
保
健
、
補
導
、
施
設
の
三
つ
を
立
て
、
保
健
関
係

で
は
医
師
手
当
の
増
、
補
導
関
係
で
は
学
生
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
ト
レ
イ
ー
ニ
グ

費
の
増
と
学
生
会
館
運
営
費
の
獲
得
、
施
設
関
係
は
運
動
場
そ
の
他
各
種
施
設

を
要
求
さ
れ
て
い
る
。
補
導
関
係
で
は
補
導
教
官
の
整
備
が
新
規
に
要
求
さ

れ
、
教
養
部
を
認
め
ら
れ
て
い
る
大
学
に
は
一
学
科
程
度
（
教
授
『
助
教
授

一
、
助
手
一
）
、
な
い
大
学
に
は
ク
ラ
ス
担
任
の
教
官
に
七
％
の
調
整
額
支
給

を
要
求
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
種
々
議
論
が
あ
っ
た
。
つ
ぎ
に
寮

に
つ
い
て
は
一
一
十
一
億
と
本
年
の
七
倍
を
要
求
さ
れ
て
い
る
が
、
全
体
で
三
百

億
を
必
要
と
す
る
た
め
、
こ
れ
を
十
年
計
画
で
実
施
す
る
と
し
て
も
年
間
三
十

億
が
必
要
と
な
り
、
ま
だ
不
足
で
あ
る
と
の
説
明
で
あ
っ
た
。
学
生
会
館
は
入

校
分
四
億
、
ま
た
、
ア
イ
ソ
ト
ー
プ
防
護
費
を
学
生
に
も
適
用
す
る
よ
う
要
求

し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

ロ
学
生
部
職
員
に
対
す
る
講
習
会
に
つ
い
て

ご
承
知
の
と
お
り
、
｜
昨
年
以
来
、
九
州
大
学
に
お
い
て
実
施
さ
れ
て
い
る

が
、
受
講
定
員
二
十
名
に
対
し
、
本
年
の
受
講
者
は
十
一
名
（
国
立
七
、
私
立

四
）
で
、
国
立
大
学
も
五
大
学
に
偏
し
て
い
る
情
況
で
あ
る
。
期
間
が
三
ヵ
月

と
長
期
に
わ
た
る
た
め
参
加
さ
せ
に
く
い
点
も
あ
る
が
、
各
大
学
の
協
力
を
得

た
い
と
い
う
こ
と
で
話
し
合
っ
た
。

－
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織
曰
大
学
院
学
生
に
対
す
る
奨
学
金
に
つ
い
て

単
価
お
よ
び
被
貸
与
者
数
を
増
加
さ
せ
る
件
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
。
本
年

は
九
十
億
で
あ
っ
た
が
来
年
度
は
百
五
十
億
と
増
額
を
要
求
し
、
重
点
を
大
学

院
に
向
け
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
現
状
と
し
て
例
え
ば
富
山
大
学
で
は
一
一
十

人
に
一
人
の
貸
与
率
で
、
学
部
時
代
に
貸
与
を
受
け
た
者
が
大
学
院
に
進
ん
で

か
ら
受
け
ら
れ
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
古
い
大
学
の
実
績
等
が
基
準

に
な
っ
て
配
当
さ
れ
て
い
る
た
め
も
あ
る
が
、
全
体
の
額
を
増
加
さ
せ
る
こ
と

が
ま
ず
必
要
な
の
で
、
研
究
者
養
成
上
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
し
て
、
そ
の

趣
旨
の
要
望
書
を
提
出
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
総
会
に
提
案
し
た
い
。

第
四
常
置
委
員
会
遠
城
寺
委
員
長

八
月
十
二
日
に
専
門
委
員
会
、
昨
日
第
三
常
置
委
員
会
と
の
合
同
委
員
会
を
開

催
し
た
。

こ
の
委
員
会
と
し
て
は
先
般
要
望
書
を
提
出
し
て
そ
の
実
現
方
を
要
求
し
た
よ

う
に
保
健
管
理
セ
ン
タ
ー
の
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
三
十
九
年
度
概
算

と
し
て
、
大
規
模
の
も
の
一
一
一
大
学
、
中
規
模
の
も
の
二
大
学
、
小
規
模
の
も
の
二

大
学
と
計
七
大
学
を
目
標
に
モ
デ
ル
を
作
り
、
そ
の
成
績
い
か
ん
に
よ
っ
て
さ
ら

に
各
大
学
へ
拡
げ
て
ゆ
く
構
想
の
も
と
に
要
求
が
な
さ
れ
て
お
り
、
実
現
す
れ
ば

学
生
の
健
康
管
理
上
有
益
で
適
切
な
処
置
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
な
が

ら
そ
の
実
現
は
必
ず
し
も
楽
観
で
き
な
い
の
で
、
こ
の
際
重
ね
て
要
望
書
を
提
出

し
実
現
を
推
進
し
た
い
。
な
お
セ
ン
タ
ー
の
運
営
に
つ
い
て
は
学
生
部
だ
け
で
十

分
で
あ
る
か
、
学
長
の
直
属
と
す
る
こ
と
が
よ
い
か
等
種
々
意
見
の
交
換
を
行
な

っ
た
。

こ
の
ほ
か
、
各
大
学
の
実
情
に
則
し
て
実
現
し
や
す
い
面
を
要
求
し
て
ゆ
き
た

い
考
え
で
あ
る
。

第
五
常
置
委
員
会
渡
辺
委
員
長
代
理

八
月
二
十
六
日
と
昨
日
の
二
回
に
わ
た
っ
て
委
員
会
を
開
催
し
た
が
、
前
回
の

総
会
で
ご
承
認
を
い
た
だ
い
た
大
学
院
課
程
増
設
に
つ
い
て
別
掲
の
と
お
り
要
望

書
案
を
作
成
し
た
の
で
ご
審
議
願
い
た
い
。

こ
の
案
に
対
し
て
人
文
社
会
科
学
関
係
に
つ
い
て
の
配
慮
が
十
分
で
な
い
と
の

発
言
が
あ
り
、
意
見
の
交
換
が
行
な
わ
れ
た
結
果
。
第
三
常
置
委
員
会
か
ら
提
案

鰯

、

歸
織
》

さ
れ
て
い
る
奨
学
生
関
係
の
要
望
事
項
を
も
含
め
、
委
員
会
で
再
検
討
す
る
こ
と

に
了
承
さ
れ
た
。

第
六
常
置
委
員
会
杉
野
目
委
員
長

本
委
員
会
と
し
て
は
、
前
回
の
総
会
で
報
告
の
と
お
り
教
官
の
待
遇
改
善
と
明

年
度
の
概
算
要
求
に
際
し
て
の
要
望
書
の
問
題
に
つ
き
、
昨
日
文
部
省
か
ら
、
会

計
、
人
事
、
施
設
部
の
各
課
長
に
ご
出
席
願
い
資
料
を
持
ち
寄
っ
て
協
議
を
行
な

っ
た
。
そ
の
結
果
、
要
望
書
と
し
て
別
掲
の
と
お
り

Ｈ
教
官
研
究
費
の
増
額
に
つ
い
て

ロ
国
立
文
教
施
設
整
備
費
の
増
額
に
つ
い
て

国
学
生
経
費
の
増
額
に
つ
い
て

の
三
案
を
作
成
し
た
の
で
ご
審
議
願
い
た
い
。
ま
た
、
関
係
各
方
面
へ
の
Ｐ
Ｒ
用

と
し
て
昨
年
と
同
様
「
国
立
大
学
等
の
施
設
整
備
に
つ
い
て
」
と
し
て
資
料
を
作

成
し
た
の
で
、
こ
れ
を
十
分
利
用
し
て
関
係
の
各
方
面
へ
働
き
か
け
て
い
た
だ
き

た
い
。

次
に
、
教
官
の
待
遇
改
善
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
第
六
常
置
委
員
会
の
中
に
特

別
委
員
会
を
設
け
抜
本
的
な
対
策
を
た
て
る
こ
と
に
な
っ
た
。

目
下
、
東
京
大
学
等
に
依
頼
し
た
資
料
が
届
く
の
を
待
っ
て
い
る
段
階
で
あ
る

が
、
そ
の
間
と
り
あ
え
ず
現
給
与
体
系
の
下
で
改
善
す
べ
き
点
を
検
討
し
よ
う
で

は
な
い
か
、
ま
た
、
大
学
院
を
お
く
大
学
と
然
ら
ざ
る
大
学
の
教
官
の
級
号
扱
い

の
差
別
の
解
消
、
専
任
講
師
が
弱
体
な
の
で
助
教
授
に
準
じ
た
取
扱
い
と
し
よ
う

で
は
な
い
か
、
住
宅
も
公
務
員
住
宅
の
割
当
て
を
特
に
配
慮
さ
れ
る
よ
う
大
蔵
省

へ
要
望
し
よ
う
、
生
活
費
は
財
団
（
特
殊
法
人
）
を
作
っ
て
そ
こ
か
ら
援
助
す
る

よ
う
な
方
法
は
ど
う
か
等
の
こ
と
に
つ
い
て
意
見
を
交
換
し
た
。

以
上
の
報
告
に
続
い
て
種
々
質
疑
応
答
が
あ
り
意
見
の
交
換
が
あ
っ
た
。

組
織
整
備
特
別
委
員
会
黒
沢
委
員
長

前
回
の
総
会
後
格
別
の
進
展
を
し
て
い
な
い
が
、
当
時
は
各
大
学
で
問
題
点
を

検
討
願
っ
た
う
え
、
本
総
会
で
そ
れ
を
整
理
し
、
さ
ら
に
各
大
学
の
ご
意
見
を
伺

う
こ
と
を
考
え
て
い
た
。
し
か
し
あ
ま
り
性
急
に
結
論
を
求
め
る
の
で
な
く
、
慎

重
に
進
め
て
ほ
し
い
と
の
意
見
が
強
い
よ
う
で
も
あ
り
、
静
観
し
て
い
る
情
況
で

あ
る
。
整
理
し
た
問
題
点
の
主
要
な
も
の
は
、
Ｈ
国
大
協
会
の
組
織
（
学
長
と
会

錘

鰯
一一一

嚥
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日
時
昭
和
一
一
一
八
・
二
・
八
（
金
）
午
前
十
時

場
所
日
本
学
術
会
議
講
堂

出
席
者
各
国
立
大
学
長
、
文
部
省
井
内
大
学
課
長

茅
会
長
議
長
席
に
つ
き
開
会
を
宣
す
。

｜
、
各
常
置
委
員
会
所
管
事
項
報
告

第
一
常
置
委
員
会
石
橋
委
員
長

委
員
会
の
担
当
す
べ
き
仕
事
の
分
野
等
将
来
の
こ
と
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
が

特
に
報
告
す
る
こ
と
は
な
い
。

第
二
常
置
委
員
会
黒
沢
委
員
長

３
第
三
十
回
総
会
議
事
要
録
（
第
二
屋
）

員
）
、
ロ
公
開
非
公
開
、
同
学
部
長
会
議
等
と
の
連
絡
、
回
常
置
委
員
会
の
組
織

構
成
、
田
協
会
の
機
能
の
向
上
等
で
あ
り
、
な
お
、
こ
れ
ら
問
題
点
に
つ
い
て
は

再
確
認
を
お
願
い
す
る
と
共
に
、
今
後
は
こ
れ
ら
の
諸
点
を
も
っ
と
具
体
的
に
細

か
く
記
述
し
、
さ
き
に
述
べ
た
手
続
き
に
よ
り
慎
重
に
ま
と
め
あ
げ
て
ゆ
き
た
い

と
考
え
て
い
る
。

｜
般
教
育
特
別
委
員
会
本
田
委
員
長

本
委
員
会
設
置
の
趣
旨
が
、
去
る
三
十
六
年
に
出
さ
れ
た
当
協
会
の
報
告
に
つ

い
て
そ
の
拡
充
と
実
現
を
図
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
一
般
教
育
に

つ
い
て
は
文
部
省
も
そ
の
改
善
に
力
を
尽
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
委
員
会
と
し

て
は
前
記
報
告
の
各
項
目
に
つ
い
て
再
検
討
を
加
え
る
た
め
、
文
部
省
の
担
当
官

に
も
出
席
願
っ
て
二
回
に
わ
た
り
自
由
討
議
を
行
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
現
在
の

と
こ
ろ
特
に
結
論
的
な
も
の
は
な
い
が
、
委
員
会
と
し
て
こ
れ
か
ら
固
め
て
ゆ
き

た
い
こ
と
は
、
責
任
態
勢
の
確
立
強
化
の
問
題
、
基
礎
科
目
と
一
般
科
目
の
分
析

配
置
、
現
行
単
位
数
の
適
否
、
総
合
コ
ー
ス
の
具
体
化
の
問
題
、
医
学
進
学
課
程

の
問
題
、
一
般
教
育
担
当
教
官
（
老
練
教
官
）
と
特
別
手
当
、
図
書
館
実
験
室
等

環
境
の
問
題
等
を
考
え
て
い
る
。
な
お
、
｜
般
教
育
の
問
題
に
つ
い
て
は
基
準
等

研
究
協
議
会
に
お
い
て
も
そ
の
審
議
が
進
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
と
も
連
絡

を
と
り
つ
つ
今
後
検
討
を
続
け
て
ゆ
き
た
い
。

￣
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一
、
二
期
校
の
問
題
、
一
般
教
育
の
学
科
課
程
に
つ
い
て
一
般
教
育
特
別
委
員

会
と
連
絡
協
議
の
件
、
ベ
ピ
ー
ブ
ー
ム
対
策
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の
こ
と
、
能
力
開
発

研
究
所
の
問
題
等
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
が
、
｜
股
教
育
の
問
題
に
つ
い
て
は
き

た
る
十
二
月
五
日
（
木
）
に
一
般
教
育
特
別
委
員
会
と
合
同
の
委
員
会
で
対
策
を

協
議
す
る
こ
と
と
し
た
。
ま
た
、
能
力
開
発
研
究
所
の
問
題
に
つ
い
て
は
そ
の
成

果
を
見
守
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
現
情
で
あ
る
。

以
上
の
報
告
に
対
し
、
能
力
開
発
研
究
所
の
問
題
に
対
す
る
本
協
会
の
態
度
に

つ
い
て
意
見
の
交
換
が
行
な
わ
れ
た
ほ
か
、
教
員
養
成
関
係
学
部
の
学
科
課
程
に

つ
い
て
検
討
願
い
た
い
旨
の
発
言
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
黒
沢
委
員
長
か
ら
、

第
七
常
置
委
員
会
委
員
長
と
協
議
し
た
い
旨
の
回
答
が
あ
っ
た
。

第
三
常
置
委
員
長
都
崎
委
員
長

昨
日
の
報
告
中
、
大
学
院
学
生
に
対
す
る
奨
学
生
割
当
数
お
よ
び
金
額
の
増
を

要
望
す
る
件
に
つ
い
て
は
、
第
五
常
置
委
員
会
か
ら
提
出
さ
れ
る
大
学
院
増
設
の

問
題
に
つ
い
て
の
要
望
書
に
含
め
て
は
ど
う
か
と
の
会
長
の
示
唆
を
検
討
し
た
結

果
、
両
者
は
問
題
の
性
質
が
異
な
る
と
と
こ
ろ
か
ら
別
箇
に
要
望
書
を
作
成
す
る

の
が
よ
い
と
の
結
論
に
達
し
た
の
で
ご
審
議
願
い
た
い
。

次
に
、
第
四
回
の
全
国
厚
生
補
導
研
究
集
会
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
全

国
を
四
ブ
ロ
ッ
ク
に
分
け
国
公
私
立
大
学
関
係
者
の
個
人
加
入
に
よ
っ
て
組
織
さ

れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
活
動
の
形
態
等
は
各
地
区
で
異
な
っ
て
い
る
が
こ
の
他

に
も
自
然
発
生
的
な
集
り
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
研
究
結
果
が
前
記
の
研
究
集
会
で

発
表
さ
れ
、
文
部
省
も
こ
れ
を
後
援
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
国
立

大
学
協
会
と
し
て
は
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
る
べ
き
で
あ
る
か
に
つ
い
て
種
々
懇

談
し
た
。
な
お
、
文
部
省
は
こ
の
研
究
集
会
の
将
来
に
対
し
て
静
観
を
し
つ
つ
そ

の
伸
展
を
見
守
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

以
上
の
報
告
中
前
段
の
要
望
書
に
関
連
し
て
、
そ
の
趣
旨
は
結
構
で
あ
る
が
、

こ
の
よ
う
に
各
常
置
委
員
会
か
ら
各
種
の
要
望
書
が
提
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と

ど
れ
に
重
点
が
あ
る
の
か
、
結
果
と
し
て
は
そ
の
目
的
に
そ
わ
ぬ
こ
と
に
も
な
り

か
ね
な
い
の
で
考
慮
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
要
望
書
中
「
定
員
に
満
た
な
い
」
と
の

語
句
は
大
学
院
増
設
を
要
望
し
て
い
る
立
場
上
表
現
と
し
て
好
ま
し
く
な
い
等
の

発
言
が
あ
り
、
種
々
意
見
の
交
換
が
行
な
わ
れ
た
結
果
、
要
望
書
は
採
択
の
う
え

一
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点
云
々
の
件
は
》
予
算
折
衝
等
の
際
に
そ
の
折
衝
に
当
た
る
関
係
者
に
一
任
す

る
こ
と
と
し
、
文
章
の
点
は
、
「
定
員
に
満
た
な
い
」
を
削
る
ほ
か
細
部
の
検
討

修
正
を
事
務
局
に
一
任
す
る
こ
と
に
了
承
さ
れ
た
。

菊蕊燕賄薫耐篝服保健管理の問題に書いて意見を交”
し
た
。
現
状
と
し
て
は
保
健
セ
ン
タ
ー
の
設
置
が
急
務
で
あ
り
、
こ
れ
が
実
現
す

れ
ば
保
健
管
理
の
問
題
も
漸
次
改
善
さ
れ
て
ゆ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が

っ
て
セ
ン
タ
ー
の
設
立
を
実
現
す
る
た
め
重
ね
て
要
望
書
を
関
係
方
面
に
提
出
し

て
強
力
に
働
き
か
け
る
こ
と
と
し
た
。

右の要望書の内容については委員長に一任さ川胱」
第
五
常
置
委
員
会
渡
辺
委
員
長
代
理

昨
日
の
総
会
の
席
上
、
第
三
常
置
委
員
会
か
ら
提
案
さ
れ
た
大
学
院
学
生
に
対

す
る
奨
学
金
に
つ
い
て
の
要
望
の
趣
旨
を
、
本
委
員
会
か
ら
提
案
し
た
大
学
院
課

程
増
設
に
関
す
る
要
望
書
に
含
め
て
は
と
の
会
長
の
示
唆
に
つ
い
て
は
、
両
者
の

提
出
先
（
文
部
省
と
育
英
会
）
に
多
少
の
相
違
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
初
の
方
針

ど
お
り
別
個
に
作
成
す
る
こ
と
と
し
た
。
な
お
、
要
望
書
の
内
容
に
つ
い
て
は
、

一
部
修
正
し
た
の
で
、
ご
審
議
願
い
た
い
。

右
の
要
望
書
に
つ
い
て
は
、
第
三
常
置
委
員
会
提
案
の
要
望
書
と
も
関
連
が
あ

る
の
で
、
文
章
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
事
務
的
に
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
承
認
さ

れ
た
。ま
た
、
関
連
事
項
と
し
て
第
一
常
置
委
員
会
委
員
長
か
ら
、
審
議
領
域
の
問
題

に
つ
い
て
発
言
が
あ
り
、
会
長
か
ら
、
そ
れ
ら
の
点
は
組
織
整
備
特
別
委
員
会
で

検
討
さ
れ
よ
う
と
の
回
答
が
あ
っ
た
。

第
六
常
置
委
員
会
杉
野
目
委
員
長

要
望
書
の
修
正
に
つ
い
て
意
見
を
交
換
し
、
案
を
作
成
し
た
。
ま
た
、
教
官
の

給
与
改
善
問
題
に
つ
い
て
こ
の
進
展
を
は
か
る
こ
と
を
再
確
認
し
た
。
人
事
院
で

は
明
年
の
給
与
改
訂
資
料
を
準
備
中
で
あ
る
と
の
こ
と
で
、
こ
れ
に
問
に
合
う
よ

う
資
料
を
作
成
し
人
事
院
に
働
き
か
け
た
い
。
な
お
内
容
と
し
て
は
、
学
長
の
管

理
職
手
当
を
一
本
化
し
す
べ
て
二
十
五
％
と
す
る
こ
と
、
大
学
院
の
有
無
に
よ
り

適
用
し
て
い
る
俸
給
表
の
差
を
撤
廃
す
る
こ
と
等
を
考
え
て
い
る
。
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以
上
の
報
告
に
対
し
て
、
人
文
社
会
科
学
系
と
自
然
科
学
系
と
の
学
生
経
費
に

差
が
あ
り
す
ぎ
る
の
で
、
こ
の
解
消
に
努
力
さ
れ
た
い
旨
の
発
言
が
あ
り
、
委
員

長
か
ら
、
当
面
は
全
般
的
な
増
額
に
重
点
を
置
く
が
、
将
来
は
そ
の
点
も
考
え
る

こ
と
に
な
ろ
う
と
の
回
答
が
あ
っ
た
。

第
七
常
置
委
員
会
高
坂
委
員
長

当
面
の
教
員
養
成
関
係
諸
問
題
に
つ
い
て
意
見
を
交
換
し
た
。
そ
の
う
ち
昭
和

四
十
一
年
か
ら
の
い
わ
ゆ
る
ベ
ピ
ー
ブ
ー
ム
に
つ
い
て
は
国
立
大
学
協
会
と
し
て

も
急
増
対
策
を
検
討
中
の
た
め
、
こ
れ
に
対
す
る
協
力
を
惜
し
む
も
の
で
は
な
い

が
、
教
員
養
成
の
面
に
つ
い
て
は
、
多
少
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
昭
和
四
十
年
度
の
小
、
中
、
高
校
で
、
児
童
、
生
徒
に
四
十
万

余
の
減
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
文
部
省
で
は
、
従
来
の
教
員
一
名

に
つ
い
て
生
徒
五
十
名
と
い
う
基
準
を
四
十
五
名
に
減
ら
す
よ
う
五
ヵ
年
計
画
を

た
て
た
が
、
前
国
会
で
は
成
立
し
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
ま
ま
で
は
相

当
数
の
教
員
を
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
、
こ
の
現
状
を
無
視
し

て
単
に
ブ
ー
ム
対
策
と
し
て
の
学
生
増
募
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
よ
っ
て

前
記
五
ヵ
年
計
画
の
実
現
を
期
待
す
る
と
共
に
、
教
育
の
目
標
と
し
て
も
学
校
教

員
の
養
成
ば
か
り
で
な
く
社
会
教
育
の
分
野
に
も
進
出
で
き
る
教
育
を
行
な
い
、

卒
業
生
を
そ
の
方
面
へ
進
ま
せ
る
こ
と
を
地
域
の
特
殊
性
と
に
ら
み
合
わ
せ
て
検

討
し
て
み
て
は
ど
う
か
等
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
。

以
上
の
報
告
に
続
い
て
、
第
七
常
置
委
員
会
の
委
員
構
成
に
つ
い
て
も
論
議

し
、
学
芸
学
部
、
教
育
学
部
を
有
す
る
大
学
か
ら
も
本
委
員
会
に
参
加
さ
れ
る
こ

と
が
望
ま
し
い
と
の
結
論
で
あ
っ
た
旨
の
補
足
が
あ
っ
た
後
、
省
令
制
定
と
学
科

課
程
の
問
題
、
高
校
教
員
養
成
の
問
題
、
教
育
大
学
協
会
と
の
関
係
等
に
つ
い
て

種
々
質
疑
応
答
な
ら
び
に
意
見
の
交
換
が
あ
っ
た
。

二
、
講
座
、
学
科
目
等
に
関
す
る
省
令
の
制
定
に
つ
い
て

文
部
省
井
内
大
学
課
長
か
ら
次
の
と
お
り
説
明
が
あ
っ
た
。

八
月
二
十
六
日
（
月
）
、
第
一
第
五
両
常
置
委
員
会
合
同
委
員
会
の
席
を
お
借

り
し
て
経
過
等
詳
細
を
申
し
上
げ
た
が
、
そ
の
後
各
大
学
か
ら
個
別
に
お
話
を
伺

っ
て
最
終
的
な
調
整
を
し
て
い
る
段
階
で
あ
る
。
本
省
内
部
で
も
審
議
班
、
予
算

班
と
打
ち
合
わ
せ
を
行
な
い
、
｜
応
の
案
が
で
き
た
段
階
で
さ
ら
に
冬
大
学
に
こ

､鼠ｂ
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の
案
を
照
会
し
、
大
学
側
の
ご
意
見
を
伺
う
手
筈
に
し
て
い
る
。
な
お
、
先
般
の

合
同
委
員
会
の
席
上
で
、
講
座
、
学
科
目
、
部
門
等
を
省
令
で
規
定
す
る
と
そ
れ

が
固
定
化
す
る
の
で
は
な
い
か
と
の
懸
念
を
持
た
れ
た
向
も
あ
っ
た
が
、
今
後
省

令
を
改
正
す
る
場
合
の
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
大
学
学
術
局
長
名
の
公
文
書
を
も

っ
て
お
知
ら
せ
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
そ
の
骨
子
を
申
し
上
げ
る
と
、

○
予
算
措
置
を
必
要
と
す
る
も
の

新
規
Ｉ
概
算
要
求
を
出
し
、
予
算
が
認
め
ら
れ
た
後
翌
会
計
年
度
か
ら
施

行
す
る
よ
う
通
知
す
る
。

標
準
予
算
ｌ
当
初
年
度
の
初
め
に
文
部
省
と
大
学
側
と
で
十
分
検
討
す
る
ル

ー
ル
を
つ
く
り
た
い
。

以
上
、
予
算
措
置
と
省
令
改
正
に
つ
い
て
は
今
後
十
分
に
意
思
の
疏
通
を
は

か
る
よ
う
に
し
た
い
。

○
予
算
措
置
の
必
要
が
な
い
も
の

従
来
は
ル
ー
ル
が
な
か
っ
た
が
、
今
後
は
提
示
を
い
た
だ
い
た
う
え
大
蔵
省

に
通
告
し
、
翌
会
計
年
度
か
ら
施
行
で
き
る
よ
う
十
一
月
中
に
回
答
す
る
。

教
職
員
養
成
課
程
に
つ
い
て
は
前
回
ご
説
明
申
し
上
げ
た
際
の
方
針
で
進
み

た
い
の
で
、
ご
協
力
を
得
た
い
。

な
お
、
大
学
基
準
等
研
究
協
議
会
が
発
足
し
、
学
長
各
位
に
も
参
加
願
っ
て

い
る
の
で
協
力
を
お
願
い
し
た
い
。

ま
た
、
ベ
ピ
ー
ブ
ー
ム
に
対
す
る
施
策
に
つ
い
て
は
、
高
等
学
校
側
、
大
学

側
の
両
者
の
要
求
、
需
要
等
か
ら
資
料
を
調
査
整
備
中
で
あ
る
。

以
上
の
説
明
に
続
い
て
行
な
わ
れ
た
質
疑
応
答
の
要
旨
は
、
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

○
教
員
が
過
剰
に
な
る
こ
と
を
予
想
し
な
が
ら
、
な
ぜ
学
芸
大
学
、
学
芸
学
部

の
教
育
目
標
を
一
率
に
教
員
養
成
に
し
ぼ
る
の
か
、
学
芸
学
士
の
養
成
を
含
め

る
こ
と
も
、
こ
の
緩
和
に
役
立
つ
も
の
と
思
う
。

○
教
員
養
成
学
部
の
今
後
の
整
備
の
方
向
が
あ
る
の
で
政
策
に
関
す
る
が
、
こ

れ
を
実
施
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
ご
意
見
は
伝
え
た
い
。

○
現
状
を
そ
の
ま
ま
省
令
化
す
る
と
い
い
な
が
ら
、
な
ぜ
学
芸
学
部
の
み
を
特

に
規
制
し
よ
う
と
す
る
の
か
、
現
状
は
好
ま
し
い
も
の
と
思
う
。

鏡

厩

鏑
と

○
ベ
ピ
ー
ブ
ー
ム
対
策
の
調
査
進
捗
情
況
を
承
り
た
い
。

○
四
十
年
度
の
概
算
に
は
是
非
間
に
合
わ
せ
た
い
。

三
、
そ
の
他

Ｈ
要
望
書
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
午
前
の
総
会
で
論
議
さ
れ
た
各
種
要
望
書
の
取
り
扱
い
に
つ
い

て
、
従
来
は
財
政
関
係
事
項
を
三
本
の
柱
と
し
て
こ
れ
に
重
点
を
置
い
て
き
た

が
、
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
も
大
学
と
し
て
は
な
い
が
し
ろ
に
で
き
な
い
問

題
で
あ
る
と
の
見
解
の
も
と
に
関
係
各
方
面
に
了
解
を
求
め
る
こ
と
に
し
た
い

旨
を
述
べ
了
承
さ
れ
た
。

ロ
ベ
ピ
ー
ブ
ー
ム
対
策
に
つ
い
て

右
に
つ
い
て
フ
リ
ー
ト
ー
キ
ン
グ
が
行
な
わ
れ
、
現
在
よ
り
約
二
万
五
千
名

の
増
加
を
予
想
さ
れ
る
昭
和
四
十
一
年
度
以
降
の
国
立
大
学
入
学
志
願
者
の
受

け
入
れ
に
つ
い
て
、
志
願
者
の
数
値
的
な
推
定
と
こ
れ
に
伴
う
受
け
入
れ
の
態

勢
、
特
に
教
官
、
施
設
お
よ
び
学
生
経
費
の
問
題
を
中
心
と
し
て
、
陸
路
は
何

か
、
増
募
可
能
の
分
野
は
何
か
、
増
募
を
人
文
あ
る
い
は
理
工
系
に
限
定
し
て

考
え
る
か
、
多
人
数
教
育
の
必
要
性
と
こ
れ
に
伴
う
諸
問
題
等
に
つ
い
て
意
見

の
交
換
が
行
な
わ
れ
た
が
、
結
論
は
次
回
以
降
に
譲
る
こ
と
と
し
た
。

曰
新
設
大
学
拡
充
特
別
委
員
会
に
つ
い
て

右
に
つ
い
て
、
そ
の
後
の
経
過
を
伺
い
た
い
と
の
発
言
に
対
し
て
、
会
長
か

ら
、
赤
堀
第
五
常
置
委
員
会
委
員
長
が
海
外
出
張
中
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
福

田
氏
に
代
わ
る
後
任
の
第
一
常
置
委
員
会
委
員
長
も
漸
く
昨
日
の
委
員
会
で
決

定
し
た
等
の
事
情
か
ら
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
が
、
昨
日
関
係
者
問
で
協
議

の
結
果
、
委
員
と
し
て
十
名
の
方
を
推
薦
し
、
赤
堀
第
五
常
置
委
員
会
委
員
長

に
お
願
い
し
て
目
標
を
一
応
定
め
て
検
討
を
始
め
る
こ
と
に
な
っ
た
旨
の
回
答

が
あ
っ
た
。

側
次
の
総
会
ま
で
に
退
官
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
茅
会
長
、
平
沢
副
会
長
お
よ
び

今
中
佐
貿
大
学
長
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
退
任
の
挨
拶
が
あ
り
、
つ
い
で
本
田
副
会

長
か
ら
、
各
氏
在
任
中
の
功
績
に
対
す
る
謝
辞
が
述
べ
ら
れ
た
。

關
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騨
一

４
第
三
十
一
回
総
会
議
事
要
録

～
〒
二
参

日
時
三
九
・
ｔ
十
上
（
木
）
午
前
十
時

場
所
日
本
学
術
会
議
講
堂

出
席
者
各
国
立
大
学
長

大
河
内
会
長
議
長
席
に
つ
き
開
会
を
宣
す
。

会
長
か
ら
、
さ
き
に
ご
通
知
申
し
上
げ
た
と
お
り
昨
年
十
二
月
十
八
日
に
理
事
会

を
開
催
し
、
茅
前
会
長
と
平
沢
前
副
会
長
の
後
任
者
を
選
挙
の
結
果
、
大
河
内
が
会

長
に
、
奥
田
京
都
大
学
長
が
副
会
長
に
当
選
就
任
し
た
の
で
今
後
の
協
力
を
お
願

い
し
た
い
旨
を
述
べ
議
事
に
入
っ
た
。

『
議
事
日
程
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
本
総
会
の
議
事
日
程
に
つ
い
て
説
明
が
あ
り
、
原
案
ど
お
り
承
認

さ
れ
た
。

二
、
会
員
の
交
替
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
前
総
会
以
後
に
堀
け
る
会
員
の
交
替
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
紹

介
さ
れ
た
。（
大
学
名
）

（
新
学
長
）

（
前
学
長
）

東
京
大
学
大
河
内
一
男

茅
誠
司

京
都
大
学
奥
田
東

平
沢
興

神
戸
大
学
柚
木
馨

福
田
敬
太
郎

佐
賀
大
学
田
中
定

今
中
次
麿

福
井
大
学
藤
野
清
久

長
谷
川
万
吉

三
、
要
望
書
提
出
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
左
記
七
件
の
要
望
書
を
関
係
方
面
に
提
出
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は

昨
年
十
一
一
月
十
二
日
付
の
文
書
を
も
っ
て
茅
前
会
長
よ
り
各
大
学
長
あ
て
に
詳
細

報
告
し
て
あ
る
が
、
そ
の
際
未
処
理
で
あ
っ
た
分
に
つ
い
て
は
、
本
田
、
奥
田
両

副
会
長
、
杉
野
目
第
六
常
置
委
員
会
委
員
長
、
高
橋
委
員
と
大
河
内
が
同
行
し
て

自
由
民
主
党
一
一
一
木
政
務
調
査
会
長
に
対
し
て
は
十
一
一
月
十
八
日
、
久
野
衆
議
院
文

教
委
員
長
に
対
し
て
は
翌
十
九
日
に
そ
れ
ぞ
れ
面
接
懇
談
し
て
要
望
書
を
提
出
し

櫛

▲

、
鰄
孕

露
一

、一」。な
お
、
そ
の
後
予
算
折
衝
の
過
程
に
お
い
て
も
、
大
河
内
が
、
文
教
施
設
整
備

費
の
増
額
そ
の
他
に
つ
い
て
、
三
木
政
務
調
査
会
長
お
よ
び
久
野
文
教
委
員
長
と

会
談
を
重
ね
要
望
し
た
。

ま
た
、
参
議
院
中
野
文
教
委
員
長
に
対
し
て
は
、
十
二
月
二
十
五
日
に
杉
野
目

第
六
常
置
委
員
会
委
員
長
が
、
要
望
書
を
持
参
へ
提
出
さ
れ
た
。

記

要
望
書

Ａ
大
学
院
お
よ
び
大
学
の
奨
学
制
度
の
拡
充
に
つ
い
て

Ｂ
大
学
保
健
管
理
体
制
の
改
善
整
備
に
つ
い
て

Ｃ
大
学
院
研
究
科
増
設
に
つ
い
て

Ｄ
Ｈ
教
官
研
究
費
の
増
額
に
つ
い
て

口
国
立
文
教
施
設
整
備
費
の
増
額
に
つ
い
て

曰
学
生
経
費
の
増
額
に
つ
い
て

Ｅ
学
長
、
学
部
長
、
部
局
長
、
教
官
の
待
遇
改
善
に
つ
い
て

四
、
大
学
卒
業
予
定
者
の
就
職
に
関
す
る
推
薦
選
考
開
始
時
期
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
毎
年
文
部
省
の
あ
っ
せ
ん
に
よ
り
、
国
公

私
立
大
学
お
よ
び
短
期
大
学
の
各
協
会
ま
た
は
私
大
連
盟
が
申
し
合
わ
せ
を
行
な

い
、
求
人
側
に
協
力
を
求
め
て
き
て
い
た
が
、
昭
和
三
十
九
年
度
の
卒
業
者
に
つ

い
て
も
同
様
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
の
で
、
都
崎
第
三
常
置
委
員
会
委
員
長
か
ら
説

明
を
伺
う
こ
と
に
し
た
い
旨
を
述
べ
、
同
委
員
長
か
ら
次
の
と
お
り
報
告
な
ら
び

に
提
案
が
あ
っ
た
。

本
年
一
月
十
六
日
、
国
公
私
立
大
学
団
体
の
関
係
者
が
文
部
省
へ
集
り
申
し
合

わ
せ
を
行
な
っ
た
。
そ
の
際
文
部
省
で
は
、
例
年
の
と
お
り
本
年
も
大
学
学
術
局

長
か
ら
学
生
の
推
薦
選
考
時
期
に
つ
き
事
業
所
へ
通
知
を
出
し
た
い
が
今
年
は
、

そ
れ
に
合
わ
せ
て
特
定
の
学
校
、
昼
夜
間
等
の
本
人
の
能
力
以
外
の
点
で
差
別
し

な
い
よ
う
に
配
慮
さ
れ
た
い
旨
の
文
書
を
出
し
た
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た

今
年
は
去
年
よ
り
早
く
こ
の
通
知
を
出
す
こ
と
に
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
去
年
の

場
合
通
知
が
出
さ
れ
る
前
に
選
考
が
始
ま
っ
て
い
た
例
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
よ

う
な
事
態
を
防
ぐ
意
味
で
時
期
を
早
め
た
も
の
で
あ
る
と
の
説
明
で
あ
っ
た
。
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鋼

国
立
大
学
協
会
と
し
て
も
こ
の
申
し
合
わ
せ
の
線
を
守
り
、
特
に
十
月
一
日
以

、

降
推
薦
に
つ
い
て
は
本
年
も
厳
格
に
実
施
し
て
ほ
し
い
。

つ
い
で
会
長
か
ら
、
国
立
大
学
側
と
し
て
は
昨
年
の
申
し
合
わ
せ
の
際
も
「
十

月
一
日
以
降
実
施
を
目
途
と
し
て
行
な
う
」
と
い
う
点
を
「
十
月
一
日
以
降
実
施

す
る
こ
と
を
厳
守
す
る
」
よ
う
主
張
し
て
き
た
が
、
一
部
に
は
、
場
合
に
よ
っ
て

は
十
月
一
日
以
前
で
も
推
薦
す
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
強
い
意
見
が
あ
り
、
結
局

文
面
は
本
年
も
昨
年
同
様
「
十
月
一
日
以
降
実
施
を
目
途
と
し
て
行
な
う
」
と
い

う
こ
と
に
な
る
と
思
う
。
し
か
し
、
国
立
大
学
と
し
て
は
、
こ
れ
を
実
行
す
る
場

合
、
昨
年
同
様
「
十
月
一
日
以
降
実
施
す
る
こ
と
を
厳
守
す
る
」
と
い
う
扱
い
で

ゆ
く
こ
と
と
し
、
こ
の
旨
を
関
係
方
面
や
事
業
者
団
体
に
通
知
し
協
力
を
得
る
よ

う
に
し
た
い
旨
を
述
べ
異
議
な
く
了
承
さ
れ
た
。

五
、
国
立
学
校
特
別
会
計
制
度
に
つ
い
て

本
件
の
審
議
に
先
立
ち
会
長
か
ら
、
専
門
委
員
を
紹
介
さ
れ
た
後
、
本
日
は
午

後
三
時
半
か
ら
文
部
大
臣
に
面
会
し
、
本
総
会
で
議
せ
ら
れ
た
国
立
学
校
特
別
会

計
制
度
に
対
す
る
意
見
書
を
手
交
す
る
と
共
に
、
四
時
か
ら
は
報
道
関
係
者
に
も

発
表
す
る
予
定
に
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ま
で
に
結
論
が
得
ら
れ
る
よ
う
各
位
の

協
力
を
お
願
い
し
た
い
旨
を
述
べ
審
議
に
入
っ
た
。

Ｈ
経
過
報
告
杉
野
目
第
六
常
置
委
員
会
委
員
長

本
件
に
つ
い
て
は
、
そ
の
当
初
か
ら
の
経
過
を
十
一
一
月
一
一
十
日
付
の
文
書
を

も
っ
て
、
す
で
に
会
長
か
ら
各
大
学
長
あ
て
に
通
知
さ
れ
て
い
る
が
、
以
下
開

催
さ
れ
た
会
議
の
順
に
従
っ
て
本
日
ま
で
の
経
過
を
報
告
す
る
。

１
、
十
二
月
十
九
日
（
木
）
第
六
常
置
委
員
会
総
よ
び
役
員
会
の
合
同
会
議
を

開
催
し
、
文
部
省
よ
り
、
内
藤
事
務
次
官
、
安
嶋
会
計
課
長
、
井
内
大
学
課

長
出
席
の
う
え
、
大
蔵
省
提
案
の
学
校
特
別
会
計
の
趣
旨
、
目
的
な
ど
説
明

が
あ
り
、
こ
れ
に
対
す
る
当
協
会
の
意
見
を
求
め
ら
れ
た
。

当
協
会
と
し
て
は
、
こ
れ
に
対
処
す
る
た
め
、
急
遼
専
門
委
員
と
し
て
、

東
京
大
学
経
済
学
部
の
武
田
、
遠
藤
両
教
授
．
同
法
学
部
の
辻
、
雄
川
両
教

授
、
一
橋
大
学
田
上
教
授
の
五
氏
を
委
嘱
し
、
次
の
と
お
り
会
議
を
開
催
し

て
検
討
を
重
ね
た
。

２
、
十
一
一
月
二
十
三
日
（
月
）
午
後
一
一
一
時
か
ら
第
六
常
置
委
員
会
の
小
委
員
会

函

l1R91

繍

を
開
催
、
小
委
員
会
委
員
と
し
て
の
会
長
、
両
副
会
長
、
杉
野
目
第
六
常
置

委
員
会
委
員
長
、
｜
橋
、
横
浜
国
立
大
学
長
お
よ
び
専
門
委
員
五
名
が
参
加

し
、
ま
ず
文
部
省
小
林
大
学
学
術
局
長
、
安
嶋
会
計
課
長
、
井
内
大
学
課
長

よ
り
、
学
校
特
別
会
計
制
度
に
つ
い
て
の
構
想
等
に
つ
き
詳
細
な
説
明
を
き

き
、
引
き
続
き
小
委
員
会
に
お
い
て
詳
細
に
わ
た
っ
て
検
討
を
行
な
っ
た
。

３
、
つ
い
で
翌
十
二
月
二
十
四
日
（
火
）
午
前
十
時
一
一
一
十
分
か
ら
専
門
委
員
会

を
開
催
、
大
河
内
会
長
お
よ
び
五
名
の
専
門
委
員
に
、
鶴
田
局
長
、
錦
織
第

六
常
置
委
員
会
専
門
委
員
が
加
わ
り
、
前
日
の
検
討
に
基
づ
い
て
、
当
協
会

と
し
て
の
意
見
（
案
）
を
起
草
、
さ
ら
に
、
こ
の
専
門
委
員
会
案
を
審
議
す

る
た
め
、
第
六
常
置
委
員
会
の
小
委
員
会
を
開
き
、
大
河
内
会
長
、
本
田
副

会
長
、
杉
野
目
委
員
長
、
高
橋
、
黒
沢
両
学
長
が
参
加
さ
れ
、
同
日
午
後
九

時
ま
で
慎
重
審
議
し
て
、
小
委
員
会
と
し
て
の
意
見
（
案
）
を
作
成
し
た
。

４
、
翌
一
一
十
五
日
（
水
）
午
前
十
時
か
ら
第
六
常
置
委
員
会
お
よ
び
役
員
会
の

合
同
会
議
を
開
催
し
て
、
右
の
小
委
員
会
案
を
慎
重
審
議
し
成
案
を
得
た
の

で
、
即
日
会
長
よ
り
各
大
学
長
あ
て
送
付
す
る
と
共
に
、
本
案
を
至
急
ご
検

討
の
う
え
、
こ
れ
に
対
す
る
ご
意
見
を
一
月
二
十
一
日
ま
で
に
当
協
会
事
務

局
に
必
着
す
る
よ
う
ご
配
慮
を
願
っ
た
次
第
で
あ
る
。

５
、
な
お
、
こ
の
案
に
対
す
る
説
明
資
料
と
し
て
、
武
田
専
門
委
員
の
説
明
要

旨
を
一
月
七
日
付
で
会
長
よ
り
各
大
学
長
あ
て
に
送
付
し
、
参
考
資
料
と
し

て
ご
利
用
を
お
願
い
し
た
。

６
、
つ
い
で
、
各
大
学
よ
り
寄
せ
ら
れ
た
ご
意
見
を
検
討
す
る
た
め
、
｜
昨
日

専
門
委
員
会
を
開
催
し
、
当
協
会
意
見
（
案
）
に
つ
い
て
再
検
討
を
行
な
っ

た
。

７
、
さ
ら
に
、
右
の
専
門
委
員
会
の
検
討
し
た
結
果
に
つ
い
て
、
昨
日
午
前
十

時
か
ら
第
六
常
置
委
員
会
お
よ
び
役
員
会
の
合
同
会
議
を
開
催
し
、
慎
重
に

協
議
検
討
を
加
え
、
お
手
元
に
お
配
り
し
た
案
を
得
た
次
第
で
あ
る
。

な
お
、
各
大
学
の
ご
意
見
お
よ
び
成
案
を
得
る
に
至
っ
た
経
緯
に
つ
い
て

は
、
専
門
委
員
に
そ
の
説
明
を
お
願
い
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

ロ
意
見
（
案
）
修
正
に
つ
い
て
の
説
明
武
田
専
門
委
員

原
案
中
、
。
」
の
部
分
を
前
文
の
形
に
改
め
た
ほ
か
、
「
一
一
」
の
部
分
の

關

￣
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語
句
を
一
部
修
正
し
た
。
な
お
、
修
正
に
当
た
っ
て
は
、
可
能
な
限
り
各
大
学

か
ら
寄
せ
ら
れ
た
意
見
を
と
り
入
れ
る
よ
う
に
努
め
た
。

修
正
の
理
由

「
｜
」
に
三
つ
の
項
目
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
Ｈ
に
つ
い
て
は
異
論
が
な
か

っ
た
が
、
口
に
つ
い
て
は
、
新
設
大
学
の
施
設
の
現
状
は
、
こ
の
表
現
以
上
に

劣
悪
で
あ
る
と
の
意
見
も
あ
り
、
曰
に
つ
い
て
は
、
消
極
的
に
過
ぎ
る
と
の
意

見
が
多
く
、
こ
れ
ら
の
意
見
と
共
に
さ
ら
に
多
岐
に
わ
た
る
意
見
が
寄
せ
ら
れ

た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
種
々
の
意
見
を
と
り
入
れ
て
、
国
立
大
学
協

会
一
本
の
意
見
と
す
る
た
め
に
は
、
む
し
ろ
前
文
の
形
に
書
き
流
し
た
ほ
う
が

よ
い
と
の
見
解
の
も
と
に
、
こ
の
よ
う
に
書
き
改
め
た
も
の
で
あ
る
。

前
文
に
つ
い
て
説
明
す
れ
ば
、

初
め
の
項
は
旧
案
Ｈ
の
趣
旨
に
加
え
て
、
多
く
の
大
学
が
示
さ
れ
た
、
今

回
の
提
案
の
唐
突
さ
に
対
す
る
不
信
感
を
述
べ
併
せ
て
今
後
へ
の
布
石
と
し

た
。次
の
項
は
、
前
項
を
う
け
て
、
も
し
特
別
会
計
制
度
を
実
施
す
る
と
す
れ
ば

と
り
あ
え
ず
は
後
記
諸
条
項
を
完
全
に
法
令
化
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、
な
お
完

全
な
も
の
と
す
る
た
め
に
そ
の
余
地
を
残
し
て
実
施
条
件
と
し
た
。

三
項
で
は
、
旧
案
口
、
曰
の
趣
旨
と
共
に
、
格
差
等
の
問
題
お
よ
び
大
学
財

政
確
立
の
た
め
に
今
後
も
検
討
、
研
究
が
続
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
旨
を
述
べ

た
。四
項
は
、
大
学
の
自
主
性
と
、
運
営
の
た
め
の
機
関
設
置
に
言
及
し
て
、
各

大
学
の
要
望
を
織
込
ん
だ
。

以
上
、
形
式
を
前
文
の
形
に
改
め
た
が
、
旧
案
の
三
項
目
と
共
に
、
各
大
学

の
ご
意
見
を
で
き
る
限
り
盛
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

次
に
、
。
－
」
の
要
望
項
目
に
つ
い
て
は
、
旧
案
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る

が
、
修
正
し
た
点
と
し
て
は
、

「
教
育
と
研
究
」
を
「
研
究
と
教
育
」
に
改
め
た
。

格
差
に
対
す
る
懸
念
へ
の
配
慮
か
ら
、
そ
の
趣
旨
を
前
文
に
入
れ
た
ほ
か
、

Ｉ
の
口
中
「
大
学
の
人
的
、
物
的
内
容
」
を
「
す
べ
て
の
大
学
の
人
的
、
物
的

内
容
」
に
改
め
て
、
こ
れ
を
カ
バ
ー
し
た
。

鰯
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③

Ｉ
の
口
中
「
企
業
会
計
」
を
削
除
す
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
に
つ
い
て
は
、

触
れ
ず
に
い
て
外
部
よ
り
指
適
さ
れ
て
か
ら
で
は
遅
い
の
で
む
し
ろ
積
極
的

に
言
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
未
然
に
防
ぐ
こ
と
を
考
え
、
存
置
す
る
こ
と
と
し

た
が
、
表
現
を
一
部
修
正
し
て
和
ら
げ
た
。

Ｉ
の
末
尾
に
新
た
に
例
を
設
け
、
「
国
立
大
学
と
そ
の
他
の
諸
学
校
を
区
分

す
る
こ
と
」
と
し
た
が
、
こ
の
点
は
、
各
大
学
か
ら
そ
の
よ
う
な
ご
意
見
が
寄

せ
ら
れ
た
こ
と
と
、
起
案
者
側
に
も
同
様
の
考
え
が
あ
っ
た
の
で
新
た
に
加
え

た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
具
体
的
な
点
に
は
触
れ
な
か
っ
た
。

Ⅱ
の
Ｈ
の
川
中
「
支
出
金
額
」
を
「
支
出
」
と
改
め
た
。
こ
れ
は
、
特
別
会

計
制
度
の
も
と
に
お
い
て
直
一
般
会
計
か
ら
の
支
出
は
当
然
増
加
し
て
ゆ
く

も
の
で
あ
る
が
、
「
支
出
金
額
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
む
し
ろ
固
定

す
る
の
で
は
な
い
か
と
の
懸
念
を
持
た
れ
た
向
も
あ
る
の
で
、
「
金
額
」
を
削

っ
た
。

Ⅱ
の
曰
の
川
ｉ
ｎ
は
技
術
的
な
拡
充
で
、
Ⅲ
、
ｈ
を
含
ん
だ
抽
象
論
を
、
具

体
的
に
項
目
に
し
て
表
わ
し
た
。
同
回
は
、
財
政
投
融
資
に
対
す
る
ご
懸
念
を

除
く
と
共
に
、
受
入
れ
の
道
は
つ
け
て
置
く
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
句
を
反

転
し
た
。

Ⅲ
の
㈹
に
つ
い
て
は
、
そ
の
た
め
に
大
学
間
の
格
差
が
助
長
さ
れ
る
の
で
は

な
い
か
と
の
ご
懸
念
が
強
い
た
め
、
「
即
し
つ
つ
」
を
「
考
慮
し
つ
つ
」
と
改

め
た
も
の
で
あ
る
。

（
以
上
の
説
明
に
続
い
て
会
長
か
ら
、
以
下
質
疑
応
答
の
進
行
を
杉
野
目
第

六
常
置
委
員
会
委
員
長
に
お
願
い
し
た
い
旨
を
述
べ
、
同
委
員
長
主
宰
の
下
に

議
事
が
進
め
ら
れ
た
）

曰
質
疑
応
答
の
要
旨

○
こ
の
案
が
、
唐
突
に
出
さ
れ
た
理
由
は
何
か
、
ま
た
、
こ
の
制
度
は
、
大

学
間
の
格
差
を
よ
り
助
長
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。

○
特
別
会
計
制
度
は
明
治
以
来
か
ら
あ
っ
た
が
、
戦
時
中
に
な
く
な
っ
た
。

国
立
大
学
協
会
で
ば
、
昭
和
二
十
九
年
、
当
時
の
第
六
常
置
委
員
会
委
員
長

が
、
戦
後
の
荒
廃
か
ら
各
大
学
を
早
く
整
備
し
た
い
と
の
意
図
を
も
っ
て
、

公
債
発
行
、
特
別
会
計
制
度
復
活
等
の
諸
方
策
を
提
案
さ
れ
た
こ
と
が
あ

鰯

鰯

△
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り
、
さ
ら
に
、
三
十
二
年
に
至
っ
て
文
部
、
大
蔵
の
両
省
と
非
公
式
に
折
衝

し
た
こ
と
が
あ
る
。
当
時
大
蔵
省
で
は
、
大
学
だ
け
に
特
別
会
計
の
制
度
を

認
め
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
と
の
意
見
で
あ
り
、
ま
た
、
文
部
省
も
将
来
の

予
算
の
伸
び
等
を
考
え
て
時
期
尚
早
で
あ
る
と
の
結
論
で
あ
っ
た
。
本
協
会

と
し
て
は
、
そ
の
後
も
大
学
の
会
計
を
一
般
会
計
と
は
別
個
に
特
別
な
運
用

が
で
き
る
よ
う
要
望
し
て
い
た
が
、
た
ま
た
ま
、
本
年
の
概
算
要
求
に
際
し

て
、
国
立
文
教
施
設
整
備
費
に
四
千
五
百
億
を
必
要
と
す
る
旨
を
文
部
省
か

ら
大
蔵
省
側
に
説
明
し
た
と
こ
ろ
、
昭
和
四
十
一
年
度
か
ら
の
大
学
生
急
増

の
問
題
と
も
合
わ
せ
て
抜
本
的
な
対
策
を
講
ず
る
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
大

蔵
省
主
計
局
が
、
こ
の
制
度
の
採
用
に
踏
み
切
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
あ

る
。
し
が
っ
て
、
支
出
抑
制
等
の
意
味
を
も
っ
て
提
案
さ
れ
た
も
の
で
は
な

く
、
大
学
の
施
設
整
備
を
促
進
さ
せ
る
た
め
の
主
計
局
側
の
善
意
か
ら
の
発

想
で
あ
る
と
い
え
る
。
格
差
に
対
す
る
ご
懸
念
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、

，
Ａ
大
学
が
そ
の
財
産
を
処
分
し
て
自
己
の
施
設
を
整
備
さ
れ
た
と
す
る
と
、

そ
の
年
度
の
予
算
か
ら
Ａ
大
学
へ
ゆ
く
べ
き
分
が
余
っ
て
、
他
の
大
学
へ
廻

る
こ
と
に
な
り
、
全
体
と
し
て
計
画
が
早
く
進
む
こ
と
に
な
る
の
が
狙
い
で

あ
る
。
ま
た
、
積
立
も
戦
前
の
よ
う
な
各
大
学
ご
と
で
な
く
、
文
部
省
一
本

と
し
て
各
大
学
に
潤
い
を
与
え
ら
れ
る
よ
う
考
え
ら
れ
て
い
る
。

○
年
間
三
百
億
の
予
算
が
獲
得
で
き
た
と
し
て
も
、
四
千
五
百
億
の
施
設
整

備
費
消
化
に
は
十
五
年
も
か
か
り
、
そ
れ
を
ま
っ
て
い
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な

い
。
よ
っ
て
、
個
有
の
財
産
を
持
っ
て
い
る
大
学
が
、
十
億
の
資
金
を
必
要

と
す
る
際
一
一
十
億
処
分
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
残
り
の
十
億
を
他
の
大
学
へ

廻
す
よ
う
な
運
用
が
考
え
ら
れ
な
い
か
。

○
前
文
末
尾
の
精
神
が
十
分
に
生
か
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

○
こ
の
制
度
に
な
る
と
、
概
算
要
求
等
の
面
で
実
際
に
ど
う
違
う
の
か
。

○
概
算
要
求
の
際
は
、
特
定
財
源
の
処
分
に
よ
る
施
設
整
備
計
画
を
含
め
て

要
求
す
る
こ
と
に
な
り
、
形
と
し
て
は
変
わ
ら
な
い
。
た
だ
、
処
分
し
た
場

合
の
吸
い
上
げ
が
な
く
な
り
、
全
額
が
こ
の
会
計
に
入
る
こ
と
と
、
従
来
、

処
分
は
一
大
学
あ
た
り
一
一
千
万
円
を
限
度
と
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
枠
が
な

く
な
る
こ
と
な
ど
が
異
な
る
。

鬮

侭

鞠

○
こ
の
制
度
が
で
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
規
事
業
に
特
定
の
財
源
を
要
求

さ
れ
る
こ
と
が
な
い
か
、
ま
た
、
一
般
会
計
か
ら
の
繰
り
入
れ
が
固
定
化
す

る
よ
う
な
こ
と
が
な
い
か
、
し
た
が
っ
て
Ⅱ
の
ロ
の
川
中
「
削
減
」
を
「
抑

制
」
に
改
め
る
の
が
よ
く
は
な
い
か
。

○
一
般
会
計
か
ら
の
支
出
に
つ
い
て
は
、
特
別
会
計
制
度
の
も
と
に
組
ま
れ

た
昭
和
三
十
九
年
度
予
算
の
伸
び
を
み
て
も
、
ご
理
解
い
た
だ
け
る
と
思
う

が
、
し
か
し
、
予
算
獲
の
た
め
に
は
、
従
来
以
上
に
我
々
も
努
力
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
単
な
る
語
句
の
問
題
で
は
な
い
と
思
う
。

○
起
草
に
際
し
て
「
抑
制
」
と
い
う
表
現
を
つ
か
っ
た
段
階
も
あ
っ
た
が
、

意
味
が
非
常
に
あ
い
ま
い
な
の
で
「
削
減
」
と
し
、
同
時
に
「
支
出
金
額
」

の
「
金
額
」
を
削
っ
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
伸
び
率
が
押
え
ら
れ
る
な
ど

と
は
考
え
て
お
ら
ず
、
当
然
伸
び
る
も
の
は
そ
の
ま
ま
伸
ば
す
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

○
財
投
は
、
施
設
に
限
ら
な
い
ほ
う
が
よ
く
な
い
か
。

○
こ
の
会
計
が
、
財
投
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
自
体
に
も
問
題
が

あ
り
、
施
設
以
外
の
も
の
に
ま
で
財
投
を
要
求
す
る
と
な
る
と
他
の
会
計
に

も
波
及
し
て
、
実
現
が
困
難
に
な
る
の
で
、
施
設
の
整
備
に
限
定
し
た
。

○
前
文
の
一
一
段
目
「
十
分
具
体
的
な
結
論
を
得
る
に
い
た
っ
て
い
な
い
が
」

と
の
表
現
は
、
趣
旨
が
弱
め
ら
れ
る
感
じ
が
す
る
が
。

○
こ
の
制
度
に
つ
い
て
、
ま
だ
法
案
も
示
さ
れ
て
い
な
い
し
、
具
体
的
な
運

営
も
わ
か
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
こ
の
意
見
は
一
応

の
も
の
で
、
今
後
法
案
を
検
討
し
、
ま
た
、
こ
の
制
度
が
実
施
さ
れ
た
結
果

を
み
て
、
あ
ら
た
め
て
修
正
す
る
、
そ
の
た
め
の
余
地
を
残
し
て
お
こ
う
と

い
う
意
図
か
ら
で
あ
る
。

○
民
主
的
な
運
営
機
構
を
考
え
る
必
要
は
な
い
か
、
単
に
、
「
国
立
大
学
の

意
向
が
十
分
反
映
さ
れ
る
よ
う
な
方
途
」
と
す
る
と
、
個
人
的
か
、
全
体
的

か
も
は
っ
き
り
し
な
い
。

○
機
構
に
つ
い
て
は
、
明
治
以
来
の
前
例
も
あ
る
が
、
そ
の
必
要
性
等
か
ら

前
文
末
尾
に
そ
の
点
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。

○
危
倶
を
少
し
で
も
な
く
す
る
た
め
に
、
監
視
の
た
め
の
特
別
委
員
会
設
置

F；１
．￣
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に
つ
い
て
考
慮
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
制
度
に
な
る
と
地
方
に
あ

る
大
学
と
し
て
は
、
地
方
自
治
体
か
ら
の
援
助
が
容
易
に
う
け
ら
れ
る
よ
う

自
治
省
と
の
折
衝
を
お
願
い
し
た
い
。
な
お
、
特
許
権
の
問
題
に
つ
い
て
、

現
在
は
民
間
会
社
の
み
が
潤
い
、
発
明
者
に
対
す
る
報
奨
は
わ
ず
か
で
あ
る

か
ら
、
こ
れ
ら
の
点
も
特
別
委
員
会
で
検
討
方
考
慮
さ
れ
た
い
。

○
そ
の
点
は
将
来
の
問
題
と
な
ろ
う
。

○
特
別
会
計
制
度
の
利
点
ば
か
り
伺
っ
て
い
る
が
、
不
利
な
点
は
な
い
か
。

○
起
案
の
趣
旨
が
、
も
し
特
別
会
計
制
度
を
採
用
す
る
と
す
れ
ば
、
最
少
限

こ
れ
だ
け
は
実
現
し
て
ほ
し
い
と
の
要
求
を
掲
げ
て
あ
る
の
で
そ
の
点
で

は
理
想
案
と
も
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
特
別
会
計
に
な
っ
た
か
ら
す
ぐ
良

く
な
る
も
の
と
は
い
え
ず
、
相
応
の
努
力
が
必
要
に
な
る
。
そ
れ
に
し
て
も

こ
の
制
度
を
採
用
す
る
ほ
う
が
、
現
在
の
ま
ま
よ
り
も
よ
く
な
る
で
あ
ろ
う

と
の
判
断
に
基
づ
い
て
い
る
。

○
過
去
に
お
け
る
特
別
会
計
で
は
、
人
件
費
の
面
で
制
約
を
う
け
た
が
、
そ

の
点
の
必
配
は
な
い
か
。

○
従
前
の
制
度
で
は
、
人
件
費
は
定
額
で
あ
っ
た
か
ら
制
約
を
う
け
る
こ
と

に
な
っ
た
が
、
今
回
の
も
の
は
、
給
与
と
は
関
係
が
な
い
。

○
意
見
（
案
）
に
も
ら
れ
て
い
る
考
え
方
な
い
し
は
要
求
事
項
の
線
が
実
現

さ
れ
る
よ
う
今
後
と
も
努
力
願
い
た
い
。

（
以
上
を
も
っ
て
質
疑
応
答
を
終
わ
り
、
杉
野
目
委
員
長
に
代
わ
っ
て
、
大

河
内
会
長
が
再
び
議
長
席
に
つ
き
議
事
を
続
行
）

回
結

論

意
見
（
案
）
に
つ
い
て
は
、
第
六
常
置
委
員
会
の
小
委
員
会
に
お
い
て
、
前

述
の
各
種
意
見
に
基
づ
き
、
文
章
全
体
に
わ
た
っ
て
検
討
の
う
え
整
理
を
行
な

い
、
こ
れ
を
も
っ
て
最
終
意
見
と
す
る
こ
と
に
承
認
さ
れ
た
。

な
お
、
そ
の
後
、
右
の
小
委
員
会
に
お
け
る
検
討
の
結
果
と
し
て
、
本
日
の

原
案
に
対
し
て
さ
ら
に
次
の
修
正
を
加
え
、
国
立
大
学
協
会
の
「
国
立
学
校
特

別
会
計
制
度
に
つ
い
て
の
意
見
」
と
す
る
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
。

修
正
点

前
文
、
中
「
取
扱
を
す
る
こ
と
自
体
に
は
」
を
「
取
扱
を
す
る
こ
と
に
」
に
、
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「
提
案
」
を
「
提
示
」
に
、
｜
‐
具
体
的
な
結
論
」
を
「
具
体
的
に
は
結
論
」
に

改
め
る
。

田
文
部
大
臣
へ
の
意
見
の
伝
達
に
つ
い
て

右
に
つ
い
て
は
、
会
長
お
よ
び
第
六
常
置
委
員
会
委
員
長
が
同
道
の
う
え
、

文
部
大
臣
に
「
国
立
学
校
特
別
会
計
制
度
に
つ
い
て
の
意
見
」
を
手
交
す
る
と

共
に
、
そ
の
際
、
会
長
か
ら
こ
の
意
見
の
趣
旨
を
口
頭
で
詳
細
に
伝
え
る
こ
と

と
し
て
了
承
さ
れ
た
。

㈲
記
者
会
見
に
お
け
る
会
長
談
話
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
記
者
会
見
に
際
し
て
は
、
会
長
談
話
と
し
て
、
次
の
要
旨
の
も

と
に
説
明
を
行
な
い
た
い
旨
を
述
べ
了
承
さ
れ
た
。
前
文
中
の
主
な
点
を
要

約
し
て
話
す
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
、
前
文
と
記
者
会
見
の
場
合
の
会
長
談
話

と
は
、
そ
の
性
格
が
や
や
異
な
る
の
で
全
体
と
し
て
は
、
今
回
の
問
題
の
出

さ
れ
方
が
国
立
大
学
と
し
て
は
こ
の
よ
う
な
重
要
問
題
に
つ
い
て
十
分
審
議
す

る
い
と
ま
が
与
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
情
況
で
な
さ
れ
た
こ
と
は
、
問
題
の
性
質

上
甚
だ
遺
憾
で
あ
っ
て
、
審
議
を
し
た
け
れ
ど
も
、
細
目
に
つ
い
て
は
、
な
お

不
十
分
な
点
が
あ
る
こ
と
は
残
念
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
綱
、
趣
旨
に
お
い

て
、
こ
の
制
度
へ
の
移
行
は
国
立
大
学
の
充
実
拡
充
に
プ
ラ
ス
に
な
る
も
の
と

信
じ
て
賛
成
す
る
。
但
し
、
こ
の
よ
う
な
会
計
制
度
の
問
題
は
、
あ
り
方
の
具

体
的
な
状
況
い
か
ん
、
ま
た
は
運
用
に
よ
っ
て
、
国
立
大
学
設
置
の
趣
旨
に
逆

行
す
る
よ
う
な
結
果
を
伴
い
か
ね
な
い
点
が
多
い
の
で
こ
の
回
答
書
で
は
、

実
現
を
要
望
し
た
い
個
々
の
重
要
事
項
を
列
記
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
法
案
の

最
終
決
定
、
政
令
の
作
成
、
細
目
の
決
定
な
ら
び
に
文
部
大
蔵
両
省
間
の
交
換

文
書
等
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
以
上
の
よ
う
な
精
神
と
国
立
大
学
側
の
意
向

を
十
分
尊
重
し
て
特
段
の
配
慮
を
お
願
い
し
た
い
旨
を
文
部
大
臣
に
申
し
入

れ
た
。
と
同
時
に
、
こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
単
に
政
府
と
国
立
大
学
の
話
し
合

い
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
の
で
国
立
大
学
の
発
展
の
た
め
に

一
般
の
理
解
と
協
力
を
お
願
い
し
た
い
。

六
、
各
営
置
委
員
会
所
管
事
項
報
告

第
七
常
置
委
員
会
高
坂
委
員
長

講
座
、
学
科
目
等
に
関
す
る
省
令
制
定
の
問
題
、
特
に
教
員
養
成
を
目
的
と
す
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'9m、

る
大
学
、
学
部
の
こ
と
に
つ
い
て
第
一
、
第
七
常
置
合
同
委
員
会
を
開
催
し
た
、

こ
の
た
び
の
設
置
法
改
正
に
伴
う
省
令
制
定
の
趣
旨
が
、
特
に
教
員
養
成
に
つ

い
て
は
、
従
来
、
そ
の
設
置
基
準
が
な
か
っ
た
た
め
、
大
蔵
省
と
の
予
算
折
衝
に

際
し
て
生
ず
る
不
便
を
解
消
し
よ
う
と
の
意
図
を
も
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
点
は
諒

と
す
る
が
、
文
部
省
が
そ
の
案
を
作
成
す
る
に
当
た
り
、
個
々
の
大
学
と
＋
分
な

話
し
合
い
を
す
る
こ
と
な
く
、
一
方
的
に
決
め
た
と
の
印
象
が
強
く
、
各
大
学
に

疑
問
と
不
満
を
抱
か
せ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
こ
の
際
、
文
部
省
に
対
し
て
次
の
二
点
を
強
く
要
望

す
べ
き
で
あ
る
と
の
結
論
に
達
し
た
。

Ｈ
現
在
、
教
員
養
成
の
た
め
の
大
学
学
部
に
対
す
る
設
置
基
準
要
項
の
検
討
が

各
方
面
で
進
め
ら
れ
て
お
り
、
近
く
な
ん
ら
か
の
成
果
が
得
ら
れ
る
見
通
し
で

あ
る
。
そ
れ
が
ま
と
ま
れ
ば
、
文
部
省
と
大
学
側
の
両
者
の
意
向
を
ほ
ぼ
満
た

し
た
形
の
も
の
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
今

回
行
な
わ
れ
た
省
令
化
は
、
そ
の
基
準
が
ま
と
ま
り
次
第
、
そ
れ
に
基
づ
い
て

根
本
的
に
改
正
さ
れ
る
べ
き
こ
と
。

口
そ
の
際
、
各
大
学
に
は
従
来
か
ら
の
歴
史
的
な
由
来
も
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の

特
色
も
あ
る
の
で
、
大
学
側
と
十
分
に
折
衝
の
う
え
、
そ
れ
ら
を
生
か
し
た
も

の
と
さ
れ
た
い
。

以
上
の
提
案
に
対
し
て
意
見
の
交
換
が
行
な
わ
れ
た
後
、
右
の
趣
旨
の
要
望
書

に
つ
い
て
は
、
本
日
付
を
も
っ
て
提
出
す
る
こ
と
に
了
承
さ
れ
た
。

（
第
六
常
置
委
員
会
の
小
委
員
会
開
催
な
ら
び
に
文
部
大
臣
訪
問
の
た
め
、
大

河
内
会
長
は
退
席
し
、
奥
田
副
会
長
が
議
長
と
な
り
議
事
を
続
行
）

第
四
常
置
委
員
会
遠
城
寺
委
員
長

学
生
の
保
健
管
理
体
制
に
つ
い
て
、
本
年
度
の
概
算
に
要
求
さ
れ
て
い
た
が
、

大
蔵
省
の
段
階
で
実
現
を
み
な
か
っ
た
。
な
お
、
昨
年
は
時
期
的
関
係
も
あ
り
各

大
学
か
ら
の
要
求
も
そ
ろ
わ
な
か
っ
た
が
、
今
後
各
大
学
の
協
力
を
得
た
い
。
ま

た
、
保
健
管
理
関
係
者
に
よ
っ
て
、
自
主
的
に
発
足
し
た
研
究
会
が
発
展
し
て
、

社
団
法
人
と
し
て
の
保
健
管
理
協
会
が
発
足
し
た
の
で
、
後
援
方
を
お
願
い
し
た

い
。第
五
常
置
委
員
会
赤
堀
委
員
長

噂，）
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日
時
昭
和
三
九
・
三
・
一
四
（
士
）
午
前
十
時

場
所
東
京
大
学
大
構
堂
南
側
会
議
室

出
席
者
大
河
内
委
員
長
、
奥
田
、
本
田
、
石
橋
、
黒
沢
、
遠
城
寺
、

赤
堀
、
杉
野
目
、
高
坂
、
藤
岡
、
松
平
、
野
村
、
小
牧
各
委
員

石
井
、
大
塚
、
桑
原
、
加
藤
、
各
臨
時
委
員
、
伊
藤
、
大
内
各

専
門
委
員

欠
席
者
都
崎
、
加
茂
、
児
玉
、
福
田
各
委
員

大
河
内
委
員
長
主
宰
の
下
に
開
会

委
員
長
か
ら
、
本
日
は
委
員
の
一
部
に
異
動
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
報
告
と

臨
時
委
員
に
欠
員
を
生
じ
た
の
で
こ
の
補
充
な
ら
び
に
現
在
検
討
中
で
あ
る
大
学
の

管
理
運
営
に
つ
い
て
の
問
題
点
検
討
の
た
め
に
専
門
委
員
を
委
嘱
す
る
こ
と
に
つ
い

て
ご
相
談
願
い
、
加
え
て
前
回
の
協
議
会
（
第
四
回
）
以
来
半
年
を
経
過
し
て
い
る

の
で
そ
の
設
置
の
趣
旨
に
鑑
み
お
集
り
願
う
こ
と
に
し
た
旨
を
述
べ
、
議
事
に
入

っ
た
。

一
、
委
員
長
の
交
替
に
つ
い
て

委
員
長
か
ら
、
昨
年
末
国
立
大
学
協
会
会
長
に
就
任
し
た
こ
と
に
伴
い
、
本
協

新
設
大
学
拡
充
特
別
委
員
会
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
前
回
の
総
会
で
委
員
数
を

十
名
と
す
る
こ
と
に
了
承
さ
れ
た
が
、
こ
の
委
員
と
し
て
金
沢
、
新
潟
、
愛
媛
、

横
浜
国
立
、
岡
山
、
福
島
、
埼
玉
、
群
馬
、
静
岡
、
東
京
学
芸
の
各
大
学
長
を
お

願
い
し
、
委
員
長
決
定
ま
で
の
幹
事
と
し
て
藤
岡
埼
玉
大
学
長
に
お
世
話
を
お
願

い
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

右
に
つ
い
て
は
異
議
な
く
了
承
さ
れ
た
。

第
六
常
置
委
員
会
高
橋
委
員
長
代
理

前
回
の
総
会
で
ご
承
認
を
い
た
だ
い
た
、
教
官
の
給
与
改
善
に
関
す
る
要
望
書

に
つ
い
て
は
、
文
章
そ
の
他
を
そ
の
際
一
任
さ
れ
て
い
た
の
で
、
小
委
員
会
に
お

い
て
別
掲
の
と
お
り
作
成
し
、
茅
前
会
長
、
杉
野
目
第
六
常
置
委
員
会
委
員
長
と

高
橋
が
同
行
し
て
、
佐
藤
人
事
院
総
裁
と
懇
談
の
う
え
手
交
し
た
。

５
第
五
回
大
学
運
営
協
議
会
議
事
要
録

鼠
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議
会
規
程
第
七
条
第
二
項
に
よ
り
茅
前
委
員
長
に
代
わ
っ
て
大
学
運
営
協
議
会
委

員
長
に
就
任
し
た
旨
の
挨
拶
が
あ
っ
た
。

二
、
委
員
の
交
替
に
つ
い
て

委
員
長
か
ら
、
国
立
大
学
協
会
副
会
長
、
第
一
常
置
委
員
会
委
員
長
お
よ
び
電

気
通
信
大
学
長
の
交
替
に
伴
い
、
本
協
議
会
規
程
第
七
条
第
一
項
お
よ
び
同
条
第

四
項
第
二
号
に
よ
り
次
の
と
お
り
委
員
の
交
替
が
あ
っ
た
旨
披
露
さ
れ
た
。

新
日

奥
田
京
都
大
学
長

平
沢
副
会
長

石
橋
金
沢
大
学
長

福
田
第
一
常
置
委
員
会
委
員
長

松
平
電
気
通
信
大
学
長

山
本
関
東
甲
信
越
地
区
委
員

三
、
臨
時
委
員
お
よ
び
専
門
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

委
員
長
か
ら
、
さ
き
に
臨
時
委
員
を
お
願
い
し
て
あ
っ
た
田
中
氏
と
大
河
内
が

い
ず
れ
も
臨
時
委
員
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
た
め
、
本
田
、
奥
田
両

副
会
長
と
相
談
の
結
果
、
東
京
大
学
教
授
石
井
照
久
、
同
大
塚
久
雄
の
両
氏
を
あ

ら
た
に
臨
時
委
員
に
お
願
い
す
る
こ
と
と
し
た
。
ま
た
、
問
題
点
選
定
を
お
願
い

し
た
関
係
か
ら
東
京
大
学
教
授
伊
藤
正
巳
、
同
大
内
力
氏
の
両
氏
を
問
題
点
検
討

の
た
め
の
専
門
委
員
に
お
願
い
す
る
こ
と
に
し
た
い
の
で
ご
承
認
を
得
た
い
。
な

お
、
専
門
委
員
等
を
さ
ら
に
追
加
す
る
こ
と
の
要
否
あ
る
い
は
問
題
点
を
検
討
す

る
に
当
た
っ
て
資
料
整
備
の
た
め
に
専
門
委
員
の
作
業
を
援
助
す
る
補
助
者
の
要

否
等
に
つ
い
て
は
、
後
刻
検
討
を
お
願
い
し
た
い
旨
を
述
べ
前
記
臨
時
委
員
お

よ
び
専
門
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
は
提
案
ど
お
り
承
認
さ
れ
た
。

四
、
大
学
の
管
理
運
営
に
関
す
る
問
題
点
検
討
に
つ
い
て

委
員
長
か
ら
、
昨
年
暮
茅
前
会
長
の
後
を
う
け
て
国
立
大
学
協
会
の
業
務
に
参

画
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
時
を
同
じ
く
し
て
特
別
会
計
制
度
の
問
題
が
発
生
し

た
た
め
こ
の
処
理
に
忙
殺
さ
れ
、
運
営
協
議
会
関
係
の
こ
と
は
ご
相
談
願
う
機
会

も
な
く
今
日
に
至
っ
た
。
し
か
し
前
回
の
議
事
録
に
も
示
さ
れ
て
あ
る
と
お
り
大

学
の
管
理
運
営
に
関
す
る
問
題
点
検
討
の
こ
と
が
懸
案
と
し
て
残
さ
れ
て
お
り
、

特
に
こ
の
こ
と
は
、
大
学
管
理
法
が
再
度
国
会
に
提
案
さ
れ
た
場
合
に
備
え
る
た

め
に
も
、
ま
た
、
灘
尾
文
相
が
就
任
に
あ
た
っ
て
、
大
学
の
管
理
に
つ
い
て
は
大

学
側
と
相
談
の
う
え
そ
の
施
策
を
講
ず
る
こ
と
に
し
た
い
と
の
発
言
が
あ
っ
た
こ

鰯

匂

，
蕊
（
一

衝

と
に
対
し
て
こ
れ
を
う
け
て
た
つ
た
め
に
も
、
大
学
側
と
し
て
は
ゆ
る
が
せ
に
で

き
ぬ
重
要
問
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
検
討
の
進
展
を
は
か
る
必
要
が
あ
る
。

Ｈ
問
題
点
検
討
小
委
員
全
委
員
の
補
充
に
つ
い
て

委
員
長
か
ら
、
福
田
神
戸
大
学
長
が
退
任
さ
れ
た
た
め
小
委
員
会
委
員
一
名

が
欠
員
と
な
っ
た
が
、
同
氏
は
第
一
常
置
委
員
会
委
員
長
と
し
て
委
員
に
な
っ

て
お
ら
れ
た
関
係
上
、
後
任
の
石
橋
金
沢
大
学
長
に
小
委
員
会
委
員
を
お
願
い

し
た
い
旨
を
諮
り
、
異
議
な
く
承
認
さ
れ
た
。

目
問
題
点
検
討
の
た
め
の
資
料
に
つ
い
て

委
員
長
か
ら
、
臨
時
委
員
の
欠
員
、
特
別
会
計
制
度
の
問
題
発
生
等
の
事
情

か
ら
資
料
の
収
集
に
つ
い
て
も
あ
ま
り
進
展
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
と
り
あ
え

ず
国
会
図
書
館
作
成
の
資
料
集
お
よ
び
東
京
大
学
経
済
学
部
で
集
め
ら
れ
て
い

た
文
献
類
を
も
と
に
、
一
応
の
目
録
を
作
成
し
た
の
で
御
参
考
ま
で
に
配
布
し

た
、
旨
を
述
べ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
各
委
員
か
ら
、
検
討
に
あ
た
っ
て
の
基
本

的
態
度
と
進
め
方
、
収
集
さ
れ
た
資
料
の
適
否
と
今
後
の
収
集
方
針
お
よ
び
問

題
点
中
の
「
社
会
的
制
度
」
の
意
義
等
に
つ
い
て
意
見
が
述
べ
ら
れ
質
疑
応
答

が
行
な
わ
れ
た
結
果
、
問
題
点
検
討
に
あ
た
っ
て
は
さ
き
に
問
題
点
選
定
小
委

員
会
に
お
い
て
選
定
し
た
「
大
学
の
管
理
運
営
に
関
す
る
問
題
点
」
の
一
の
Ｈ

大
学
の
目
的
、
性
格
、
口
大
学
の
自
治
（
会
報
二
十
四
号
十
五
頁
参
照
）
の
二

つ
の
根
本
的
な
問
題
を
ま
ず
と
り
あ
げ
て
こ
れ
ら
の
解
明
に
正
面
か
ら
と
り
組

ん
で
ゆ
く
こ
と
を
確
認
の
う
え
、
細
部
に
つ
い
て
は
小
委
員
会
を
開
催
し
て
今

後
の
進
め
方
等
を
協
議
す
る
こ
と
と
し
た
。

ま
た
、
資
料
収
集
の
方
針
と
し
て
は
、
さ
き
に
示
さ
れ
た
新
聞
論
評
等
の
時

事
問
題
に
類
す
る
も
の
は
、
一
応
の
経
過
記
録
と
し
て
今
後
も
広
く
収
集
し
て

ゆ
く
こ
と
と
し
、
当
面
の
目
標
と
し
て
は
学
問
の
自
由
、
大
学
の
自
治
等
を
論

じ
た
、
よ
り
基
本
的
な
文
献
類
を
抽
出
収
集
す
る
こ
と
と
し
、
特
に
外
国
の
関

係
資
料
を
も
集
め
る
こ
と
に
了
承
さ
れ
た
。

な
お
、
今
後
の
諸
会
議
と
し
て
次
の
と
お
り
そ
の
日
程
が
了
承
さ
れ
た
。

問
題
点
検
討
小
委
員
会

四
月
二
十
日
（
月
）
午
前
十
時

（
役
員
会
）

四
月
二
十
五
日
（
士
）
午
前
十
時

第
六
回
大
学
運
営
協
議
会

同
午
後
一
時

鶴

懲
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日
時
昭
和
一
一
一
九
・
四
・
一
一
五
（
士
）
午
前
十
時

場
所
東
京
大
学
大
講
堂
南
側
会
議
室

出
席
者
大
河
内
会
長
、
本
田
副
会
長
、
各
理
事
、
各
監
事
、
都
崎
第

三
常
置
委
員
会
委
員
長

欠
席
者
奥
田
副
会
長
、
赤
堀
理
事

大
河
内
会
長
主
宰
の
下
に
開
会

『
監
事
の
交
替
に
つ
い
て

右
に
つ
き
会
長
か
ら
次
の
と
お
り
紹
介
さ
れ
た
。

（
大
学
名
）

（
新
学
長
）

（
旧
学
長
）

一
橋
大
学

増
田
四
郎

高
橋
泰
蔵

二
、
事
務
局
職
員
の
異
動
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
本
協
会
事
務
局
の
強
化
整
備
の
た
め
に
、
四
月
一
日
付
を
も
っ
て

前
東
京
大
学
庶
務
部
長
丁
子
尚
氏
を
専
任
の
主
事
と
し
て
迎
え
た
。
な
お
、
前
記

異
動
に
伴
か
、
長
崎
憲
之
氏
が
同
日
付
を
も
っ
て
東
京
大
学
庶
務
部
長
に
就
任
し

た
旨
、
紹
介
が
あ
っ
た
。

三
、
故
山
本
勇
氏
に
対
す
る
弔
電
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
前
電
気
通
信
大
学
長
山
本
勇
氏
が
去
る
四
月
二
十
三
日
に
逝
去
さ

れ
た
の
で
、
協
会
名
を
も
っ
て
弔
電
を
さ
し
あ
げ
た
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
。

四
、
昭
和
三
十
八
年
度
決
算
報
告
に
つ
い
て

丁
子
主
事
か
ら
、
決
算
書
お
よ
び
財
産
目
録
に
つ
い
て
説
明
が
あ
っ
た
後
、
増

田
監
事
か
ら
監
査
結
果
の
報
告
が
あ
り
、
異
議
な
く
承
認
さ
れ
た
。

五
、
昭
和
三
十
九
年
度
予
算
案
に
つ
い
て

丁
子
主
事
か
ら
、
予
算
案
に
つ
い
て
説
明
を
行
な
い
、
事
務
費
の
増
は
、
建
設

中
の
教
育
会
館
内
に
事
務
局
の
分
室
を
設
け
る
た
め
の
諸
経
費
を
計
上
し
た
も
の

で
あ
る
旨
を
述
べ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
分
室
の
広
さ
、
分
室
と
す
る
理
由
、
そ
の

可
否
等
に
つ
い
て
種
々
質
疑
応
答
な
ら
び
に
意
見
の
交
換
が
行
な
わ
れ
た
後
、
鶴

田
事
務
局
長
か
ら
、
分
室
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
運
営
の
結
果
を
み
て
さ

６
役
員
会
議
事
要
録

鋼

総
一

「
廟

ら
に
具
体
的
に
検
討
し
た
い
と
の
発
言
が
あ
り
、
予
算
案
に
つ
い
て
は
原
案
ど
お

り
承
認
さ
れ
た
。

六
、
第
三
十
二
回
総
会
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
右
総
会
の
日
取
り
に
つ
い
て
諮
り
、
六
月
十
七
日
、
十
八
日
の
両

日
に
わ
た
り
日
本
学
術
会
議
講
堂
で
開
催
す
る
こ
と
に
了
承
さ
れ
た
。

な
お
、
関
連
し
て
各
常
置
委
員
会
の
開
催
日
程
等
に
つ
い
て
の
話
し
合
い
が
行

な
わ
れ
た
。

七
、
全
国
国
立
大
学
図
書
館
長
会
議
か
ら
の
要
望
書
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
右
要
望
書
の
取
り
扱
い
と
し
て
は
、
最
も
関
係
の
深
い
常
置
委
員

会
に
付
託
し
て
そ
の
取
り
扱
い
方
を
検
討
願
っ
た
う
え
、
必
要
が
あ
れ
ば
こ
の
た

め
の
特
別
委
員
会
を
設
け
る
こ
と
に
し
て
は
い
か
が
か
と
諮
り
、
担
当
を
一
応
第

一
常
置
委
員
会
と
す
る
こ
と
に
了
承
さ
れ
た
。

八
、
国
立
大
学
教
官
の
給
与
制
度
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
右
に
つ
い
て
は
、
東
京
大
学
が
独
自
の
立
場
で
そ
の
検
討
を
行
な

っ
て
い
た
が
、
た
ま
た
ま
、
国
立
大
学
協
会
で
こ
の
問
題
を
と
り
あ
げ
た
こ
と
か

ら
、
東
京
大
学
側
も
そ
の
結
論
を
協
会
に
預
け
、
各
大
学
の
意
見
も
求
め
た
う
え

で
協
会
一
本
と
し
て
の
要
望
書
の
形
に
す
る
こ
と
を
了
承
さ
れ
た
経
緯
が
あ
る
。

し
た
が
っ
て
原
案
提
出
者
側
で
あ
る
東
京
大
学
に
対
し
て
も
、
ま
た
、
八
月
の
人

事
院
勧
告
に
間
に
合
わ
す
た
め
の
要
望
書
提
出
の
時
期
の
う
え
か
ら
も
、
六
月
の

総
会
で
は
っ
き
り
し
た
形
の
も
の
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
を
述
べ
丁
子
主

事
お
よ
び
杉
野
目
第
六
常
置
委
員
会
委
員
長
か
ら
各
大
学
の
回
答
状
況
、
検
討
方

針
等
に
つ
い
て
説
明
が
あ
っ
た
。

そ
の
結
果
、
本
件
に
つ
い
て
は
六
月
の
総
会
ま
で
に
資
料
を
検
討
し
て
案
を
ま

と
め
あ
げ
る
こ
と
と
し
て
、
検
討
の
た
め
の
専
門
委
員
の
委
嘱
そ
の
他
に
つ
い
て

は
会
長
と
第
六
常
置
委
員
会
委
員
長
に
一
任
さ
れ
た
。

九
、
特
別
会
計
制
度
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
特
別
会
計
制
度
に
つ
い
て
は
、
最
近
関
係
法
令
の
整
備
が
進
ん
で

き
て
い
る
が
、
本
協
会
と
し
て
は
さ
き
に
提
出
し
た
意
見
書
の
各
項
目
に
述
べ
た

要
求
事
項
が
そ
れ
ら
の
法
令
に
盛
り
こ
ま
れ
る
よ
う
文
部
省
と
折
衝
を
重
ね
て
き

た
。
な
お
、
今
後
こ
の
制
度
を
検
討
す
る
組
織
に
つ
い
て
は
、
別
掲
の
と
お
り
、

懲
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文
部
次
官
と
の
間
に
お
け
る
往
復
文
書
に
よ
っ
て
確
認
し
た
旨
の
報
告
が
あ
っ

た
。つ
い
で
事
務
局
長
か
ら
、
当
協
会
の
意
見
と
、
法
律
、
政
令
お
よ
び
覚
え
書
と

の
比
較
対
照
表
は
目
下
作
成
中
で
あ
り
、
こ
れ
が
で
き
れ
ば
、
協
会
の
意
見
が
満

た
さ
れ
た
部
分
、
あ
る
い
は
満
た
さ
れ
て
い
な
い
部
分
が
明
瞭
に
な
る
も
の
と
思

う
。
な
お
、
今
後
こ
の
制
度
を
検
討
す
る
組
織
に
つ
い
て
は
、
当
協
会
と
次
官
と

の
往
復
文
書
の
通
り
、
文
部
省
と
当
協
会
と
の
間
に
協
議
会
を
設
け
、
必
要
が
あ

る
場
合
に
は
大
蔵
省
に
も
参
加
し
て
賃
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

な
お
、
構
成
メ
ン
バ
ー
に
つ
い
て
は
い
づ
れ
検
討
を
願
う
予
定
で
あ
る
旨
の
補

足
説
明
が
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
協
議
会
が
具
体
的
な
個
々
の
大
学
の
問
題
に
ま
で
立
ち

入
っ
て
審
議
す
る
の
は
好
ま
し
く
な
い
と
の
発
言
が
あ
り
、
ま
た
、
構
成
員
と
し

て
大
学
の
規
模
、
種
類
な
ど
を
考
慮
し
た
人
選
を
配
慮
さ
れ
た
い
と
の
要
望
が
述

べ
ら
れ
た
が
、
会
長
お
よ
び
事
務
局
長
か
ら
、
こ
の
協
議
会
設
置
の
趣
旨
が
、
特

別
会
計
制
度
に
対
す
る
不
安
等
を
除
く
た
め
の
要
望
か
ら
発
し
た
も
の
で
あ
る
か

ら
、
制
度
的
に
満
た
さ
れ
な
い
問
題
等
を
相
談
し
て
ゆ
く
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
指

摘
さ
れ
た
よ
う
な
心
配
は
な
か
ろ
う
と
の
回
答
が
あ
っ
た
。

十
、
急
増
対
策
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
右
に
つ
い
て
は
従
来
一
般
教
育
特
別
委
員
会
が
中
心
と
な
っ
て
、

文
部
省
側
の
説
明
を
き
き
な
が
ら
検
討
を
進
め
て
こ
ら
れ
た
が
、
問
題
の
性
質
が

全
体
に
か
ぶ
さ
る
重
要
問
題
な
の
で
今
後
の
進
め
方
に
つ
い
て
ご
相
談
願
い
た
い

旨
を
述
べ
本
田
一
般
教
育
特
別
委
員
会
委
員
長
か
ら
、
便
宜
上
一
般
教
育
特
別

委
員
会
で
担
当
し
、
質
の
低
下
、
設
備
の
充
実
、
教
官
の
養
成
な
ど
一
般
的
な
問

題
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
来
た
経
緯
に
つ
い
て
補
足
説
明
が
あ
り
、
さ
ら
に
、
今

後
は
会
長
を
中
心
と
し
て
各
常
置
委
員
会
委
員
長
を
メ
ン
バ
ー
と
し
た
特
別
委
員

会
に
お
い
て
検
討
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
問
題
は
、
目
前
に
迫
っ
た
重
要
な
問
題
で
あ
り
、
ま
た

広
い
範
囲
で
検
討
を
必
要
と
す
る
問
題
で
も
あ
り
、
関
連
事
項
と
し
て
の
文
理
学

部
の
問
題
、
学
芸
学
士
存
置
の
問
題
、
教
官
確
保
の
問
題
お
よ
び
委
員
会
の
審
議

内
容
、
構
成
等
に
つ
い
て
意
見
の
交
換
が
行
な
わ
れ
た
結
果
、
委
員
会
の
組
織
機

露

轍
鱸
一

日
時
昭
和
三
九
・
四
・
二
五
（
士
）
午
後
一
時

場
所
東
京
大
学
大
講
堂
南
側
会
議
室

出
席
者
大
河
内
委
員
長
、
奥
田
、
本
田
、
石
橋
、
黒
沢
、
都
崎
、
遠

城
寺
、
杉
野
目
、
高
坂
、
加
茂
、
小
牧
、
児
玉
福
田
各
委
員

大
塚
臨
時
委
員
、
伊
藤
、
大
内
各
専
門
委
員

欠
席
者
赤
堀
、
藤
岡
、
松
平
、
野
村
各
委
員
、
石
井
、
桑
原
、
加
藤

各
臨
時
委
員

大
河
内
委
員
長
主
宰
の
下
に
開
会

委
員
長
か
ら
、
去
る
三
月
下
旬
に
在
京
委
員
の
打
合
せ
会
を
、
そ
の
後
、
小
委
員

会
を
開
催
し
て
、
大
学
の
管
理
運
営
に
関
す
る
問
題
点
の
検
討
を
行
な
っ
た
。
そ
の

際
「
社
会
制
度
と
し
て
の
大
学
」
を
ど
う
考
え
る
か
に
つ
い
て
、
い
わ
ゆ
る
ソ
ー
シ

ャ
ル
・
ニ
ー
ズ
の
問
題
が
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
ニ
ー
ズ
と
の
関
連
に
お
い
て
論
議
さ

れ
、
専
門
委
員
か
ら
示
さ
れ
た
三
つ
の
問
題
点
、
す
な
わ
ち
、

一
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ニ
ー
ズ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
把
握
で
き
る
の
か
、
ソ
ー
シ
ャ

ル
・
ニ
ー
ズ
と
い
う
の
は
如
何
な
る
形
で
存
在
す
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う

か
、
こ
れ
を
具
体
的
問
題
と
し
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

一
一
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ニ
ー
ズ
が
も
つ
一
一
つ
の
面
、
す
な
わ
ち
、
積
極
的
要
求
と
し

て
あ
ら
わ
れ
る
面
と
、
禁
止
的
否
定
的
な
意
味
で
の
社
会
的
要
求
と
は
区
別
し

て
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

㈲
積
極
的
要
求
に
つ
い
て
も
、
自
然
科
学
方
面
に
多
い
と
思
わ
れ
る
技
術
的
な

意
味
で
社
会
が
必
要
と
す
る
も
の
と
、
特
定
の
政
治
的
要
求
を
含
ん
だ
も
の

（
社
会
科
学
の
場
合
に
は
こ
の
種
の
も
の
が
多
い
）
と
は
、
さ
ら
に
区
別
す
べ

き
で
は
な
い
か
。

構
に
つ
い
て
は
会
長
、
両
副
会
長
に
一
任
す
る
こ
と
と
し
て
了
承
さ
れ
た
。

十
一
、
大
学
運
営
協
議
会
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
大
学
運
営
協
議
会
関
係
事
項
と
し
て
、
問
題
点
検
討
小
委
員
会
の

そ
の
後
の
進
捗
状
況
を
報
告
さ
れ
た
。

７
第
六
回
大
学
運
営
協
議
会
議
事
要
録

蟻

鱸

■

露

露
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つ
い
で
委
員
長
か
ら
、
今
ま
で
は
大
学
の
目
的
、
自
治
等
に
つ
い
て
の
原
則
論
の

み
を
検
討
の
対
象
と
し
て
き
た
が
、
大
学
管
理
法
問
題
以
来
の
経
緯
も
あ
り
、
協
会

と
し
て
の
理
想
像
を
作
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
、
残
さ
れ
て
い
る
法
制
化
等
に

関
す
る
問
題
も
原
則
論
の
検
討
と
併
行
し
て
と
り
あ
げ
て
ゆ
き
た
い
の
で
、
今
後
の

審
議
方
針
に
つ
い
て
ご
意
見
を
伺
い
た
い
旨
を
述
べ
各
委
員
か
ら
、
法
制
化
に
対

す
る
態
度
等
に
つ
い
て
意
見
が
述
べ
ら
れ
た
後
、
今
後
の
進
め
方
と
し
て
は
、

Ｈ
「
文
部
大
臣
の
権
限
」
の
項
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
専
門
委
員
に
そ
の
検
討
整

を
主
と
し
て
、
検
討
す
る
こ
と
の
可
否
に
つ
い
て
意
見
の
交
換
が
行
な
わ
れ
、
さ
ら

に
、
こ
れ
ら
の
社
会
的
要
求
を
大
学
側
が
知
る
た
め
の
仕
組
、
同
時
に
そ
の
要
求
を

選
択
す
る
仕
組
の
必
要
性
が
論
ぜ
ら
れ
、
ま
た
、
大
学
が
財
政
的
な
面
で
受
け
て
い

る
制
約
を
、
大
学
の
自
治
と
関
連
し
て
深
く
堀
り
下
げ
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
こ
と

国
立
と
私
学
と
の
自
治
の
比
較
が
必
要
で
あ
る
こ
と
等
に
つ
い
て
活
発
な
論
議
が
行

の
大
学
」
の
意
義
お
よ
び
大
学
の
自
治
に
対
す
》

見
の
開
陳
な
ら
び
に
質
疑
応
答
が
行
な
わ
れ
た
。

な
わ
れ
た
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
。

個
一
注
桐
化
」
」

論
と
共
に
、
問
壺

と
し
て
了
承
さ
れ
た
。

な
お
、
単
科
大
学
（

こ
の
報
告
に
続
い
て
、
社
会
的
要
求
に
対
す
る
大
学
側
の
受
入
れ
に
つ
い
て
、
そ

の
調
整
と
実
行
の
問
題
、
学
部
の
自
治
と
研
究
所
特
に
共
同
利
用
研
究
所
の
自
治
と

の
比
較
検
討
の
問
題
、
中
央
教
育
審
議
会
で
検
討
さ
れ
た
際
の
「
社
会
制
度
と
し
て

の
大
学
」
の
意
義
お
よ
び
大
学
の
自
治
に
対
す
る
大
学
側
の
反
省
に
つ
い
て
種
々
意

巳
「
人
事
」

す
る
こ
と
。

ロ
「
学
内
機
関
」
の
項
に
つ
い
て
は
、
教
養
部
の
取
扱
、
大
き
い
学
部
の
教
授

会
の
運
営
そ
の
他
に
つ
い
て
の
取
扱
等
各
大
学
の
実
情
が
相
当
違
う
の
で
、
そ

の
実
情
を
調
査
す
る
と
共
に
、
本
協
会
の
中
間
報
告
に
基
づ
い
て
細
部
に
わ
た

り
検
討
す
る
。
既
存
の
資
料
で
不
足
の
場
合
は
再
度
提
出
し
て
も
ら
う
こ
と
と

鏑

す
る
。

理
を
願
う
こ
と
。

「
法
制
化
」
に
対
す
る
結
論
は
、
前
記
三
項
目
の
検
討
過
程
に
得
ら
れ
る
結

」
共
に
、
問
題
点
検
討
の
最
終
段
階
で
行
な
う
こ
と
。

単
科
大
学
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
実
情
を
調
査
し
併
せ
て
検
討
願
い
た
い

の
項
に
つ
い
て
は
、
「
学
内
機
関
」
の
項
の
検
討
に
続
い
て
検
討

（
電

『
鏑

旨
の
発
言
が
あ
っ
た
。

備
考
次
回
は
、
六
月
十
六
日
午
後
三
時
半

蝋

－
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第
四
六
回
国
会
（
常
会
）
成
立
池
田
内
閣

（
主
と
し
て
国
立
大
学
、
同
附
属
病
院
及
附
置
研
究
所
の
予
算
に
つ
い
て
）

佐
藤
憲
三

（
前
東
京
工
業
大
学
事
務
局
長
）

昭
和
三
十
九
年
度
か
ら
国
立
学
校
の
会
計
に
関
し
て
は
、
従
来
の
一
般
会
計
か
ら

分
離
さ
れ
て
特
別
会
計
に
移
り
「
国
立
学
校
特
別
会
計
法
」
（
昭
和
三
十
九
年
法
律

第
五
十
五
号
昭
和
三
十
九
年
四
月
三
日
公
布
）
の
下
に
運
営
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
こ
の
法
律
に
従
っ
て
同
日
政
令
第
百
十
二
号
を
も
っ
て
「
国
立
学
校
特
別
会
計

法
施
行
令
」
も
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
法
律
と
政
令
は
末
尾
に
参
考
に
記
載
し
た
。

国
立
学
校
予
算
小
観
と
題
し
調
査
し
た
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
十
一
一
年
度

以
来
本
会
報
に
掲
載
し
た
。
す
な
わ
ち
、

昭
和
皿
年
度
分
会
報
十
二
号

昭
和
鍋
度
分
会
報
十
四
号

昭
和
弧
年
度
分
会
報
十
六
号

昭
和
妬
年
度
分
会
報
十
八
号

昭
和
跡
年
度
分
会
報
二
十
号

昭
和
師
年
度
分
会
報
二
十
二
号

昭
和
詔
年
度
分
会
報
二
十
一
一
一
号

で
あ
る
。
資
料
の
一
端

と
も
な
る
の
で
昭
和
三
十
九
年
度
国
立
学
校
予
算
に
つ
い
て
も
、
一
般
会
計
所
属
時

代
と
同
様
の
形
態
に
よ
っ
て
調
査
し
本
稿
を
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
特
別
会
計
と

な
っ
た
た
め
に
、
今
回
か
ら
国
立
学
校
に
関
す
る
歳
入
予
算
に
つ
い
て
新
に
褐
記
す

る
こ
と
と
し
た
（
一
般
会
計
所
属
時
代
に
お
け
る
文
部
省
主
管
国
立
学
校
関
係
歳
入

予
算
の
大
要
は
本
稿
脚
に
付
表
と
し
て
記
載
し
た
）
。
本
稿
中
の
数
額
な
ど
に
つ
い

て
は
過
年
度
に
お
け
る
既
記
の
分
と
同
様
に
、
総
予
算
書
、
同
参
照
書
、
今
回
よ
り

新
に
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
定
額
計
算
書
、
同
各
目
明
細
書
並
に
文
部
省
会
計
課
予

算
班
の
編
集
に
な
る
予
算
額
事
項
別
表
、
予
算
参
照
書
、
予
算
参
考
書
な
ど
の
資
料

を
基
と
し
調
査
の
上
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
筆
者
は
直
接
に
予
算
の
編
成

事
務
に
携
っ
て
お
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
内
容
な
ど
に
つ
い
て
は
卿
か
理
解
の
点

轍

二
調

査

昭
和
一
一
一
十
九
年
度
国
立
学
校
予
算
小
観

薇
鰯
》

に
欠
く
る
と
こ
ろ
も
あ
り
多
少
の
誤
謬
が
あ
る
こ
と
は
や
む
を
得
な
い
こ
と
を
附
記

す
る
。

国
立
学
校
の
会
計
制
度
に
つ
い
て
は
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
二
号
を
も
っ
て

当
時
の
学
校
特
別
会
計
法
（
昭
和
十
九
年
法
律
第
九
号
）
が
廃
止
さ
れ
た
た
め
に
、

昭
和
二
十
二
年
度
以
降
昭
和
三
十
八
年
度
迄
十
七
箇
年
度
に
亘
る
間
は
一
般
会
計
の

所
属
に
お
か
れ
て
お
っ
た
。
昭
和
三
十
九
年
四
月
法
律
第
五
十
五
号
「
国
立
学
校
特

別
会
計
法
」
が
公
布
施
行
さ
れ
る
に
至
り
、
会
計
法
、
財
政
法
等
に
従
っ
て
国
立
学

校
は
、
新
に
国
立
学
校
特
別
会
計
法
の
も
と
に
経
理
上
の
運
営
を
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
再
び
特
別
会
計
と
し
て
国
立
学
校
の
経
理
を
進
め
る
に
至
っ
た
こ
と
は
、
法
の

内
容
の
是
非
に
拘
ら
ず
文
教
予
算
経
理
上
画
期
的
の
事
象
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

惟
う
に
明
治
初
年
国
営
の
学
校
が
置
か
れ
た
と
き
か
ら
、
国
立
の
学
校
の
予
算
生

活
に
関
し
て
は
国
家
財
政
制
度
上
特
別
会
計
的
に
取
扱
わ
れ
て
お
っ
た
。
こ
の
一
貫

し
た
考
は
国
立
学
校
に
関
し
特
別
会
計
の
制
度
と
す
る
の
結
果
を
招
来
す
る
に
至
っ

た
。
そ
の
経
過
は
史
実
の
示
す
と
こ
ろ
で
国
が
経
営
す
る
高
等
教
育
機
関
の
経
理
運

営
は
極
め
て
重
要
な
事
項
と
考
え
て
お
っ
た
こ
と
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
国

立
学
校
の
経
理
に
関
し
て
会
計
制
度
上
特
別
に
規
制
さ
れ
た
の
は
明
治
二
十
一
年
勅

令
第
十
九
号
「
文
部
省
直
轄
学
校
収
入
金
規
則
」
の
制
定
が
そ
の
源
泉
で
あ
る
。
次

い
で
明
治
二
十
三
年
法
律
第
二
十
六
号
「
官
立
学
校
及
図
書
館
会
計
法
」
の
制
定
と

な
っ
て
、
各
学
校
毎
に
特
別
会
計
を
形
成
す
る
に
至
っ
た
。
こ
の
法
律
は
特
別
会
計

法
と
は
名
称
上
あ
ら
わ
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
が
内
容
と
す
る
と
こ
ろ
は
あ
き
ら
か

に
特
別
会
計
で
あ
っ
て
、
一
般
会
計
法
に
制
約
さ
れ
る
も
の
の
官
立
学
校
に
対
す
る

会
計
上
の
特
別
の
法
律
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
漸
次
文
部
省
の
直
轄
学
校
が
増
設
さ

れ
、
帝
国
大
学
も
東
京
の
外
京
都
に
設
置
さ
れ
る
に
及
び
、
学
校
毎
に
特
別
会
計
方

式
を
採
っ
て
お
る
こ
と
は
事
務
上
頗
る
煩
雑
に
な
っ
た
こ
と
に
着
目
し
た
政
府
は
、

明
治
四
十
年
に
至
っ
て
こ
の
法
律
を
全
面
的
に
改
め
た
。
す
な
わ
ち
帝
国
大
学
と
文

部
省
直
轄
諸
学
校
と
を
分
け
て
二
本
建
の
特
別
会
計
法
を
設
け
た
。
そ
の
一
は
「
帝

国
大
学
特
別
会
計
法
」
（
明
治
四
十
年
法
律
第
十
九
号
）
と
し
、
そ
の
一
は
文
部
省

の
直
轄
諸
学
校
及
図
書
館
を
通
じ
て
「
学
校
及
図
書
館
特
別
会
計
法
」
（
明
治
四
十

年
法
律
第
一
一
十
三
号
）
と
し
て
、
明
治
四
十
年
第
二
十
六
回
帝
国
議
会
の
協
賛
を
経

て
制
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
帝
国
大
学
特
別
会
計
法
に
お
い
て
特
色
と
し
た

殿

鰯

ｒ，

綴

鍵
一二＄

（１８）



－

１１蕊､
巴と

こ
ろ
は
東
京
、
京
都
両
帝
国
大
学
に
交
付
す
る
政
府
支
出
金
を
定
額
と
し
て
法
文

上
に
載
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
帝
国
大
学
は
東
北
、
九
州
、
北
海
道
の
三
大
学

が
創
設
さ
れ
、
さ
ら
に
大
正
八
年
度
予
算
に
お
い
て
成
立
し
た
高
等
教
育
機
関
の

創
設
拡
張
計
画
事
業
の
進
行
に
と
も
な
っ
て
、
帝
国
大
学
の
外
に
単
一
の
学
部
を
内

容
と
す
る
官
立
大
学
（
商
科
大
学
、
医
科
大
学
）
が
創
設
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
れ

に
も
な
い
従
来
の
帝
国
大
学
特
別
会
計
法
を
廃
止
し
て
、
帝
国
大
学
は
各
別
の
特
別

会
計
と
し
、
単
科
大
学
は
之
を
通
じ
て
一
の
官
立
大
学
特
別
会
計
と
す
る
内
容
を
も

つ
と
こ
ろ
の
「
大
学
特
別
会
計
法
」
（
大
正
十
年
法
律
第
十
一
号
）
が
大
正
十
年
三

月
第
四
十
四
回
帝
国
議
会
の
協
賛
を
経
て
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
法
律
制
定
に
当
っ
て

も
東
京
、
京
都
両
帝
国
大
学
に
対
す
る
政
府
支
出
金
に
つ
い
て
は
依
然
と
し
て
法
文

に
定
額
を
明
記
し
、
他
の
大
学
に
対
し
て
は
定
額
制
を
採
ら
な
い
方
法
を
も
っ
て
法

律
の
制
定
を
行
な
っ
た
こ
と
は
史
実
の
尊
重
に
あ
る
こ
と
な
が
ら
特
別
会
計
法
の
特

色
で
あ
っ
た
。
こ
の
定
額
政
府
支
出
金
制
度
は
大
正
十
三
年
度
ま
で
存
続
し
大
正
十

四
年
度
よ
り
は
廃
止
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
太
平
洋
戦
時
中
に
お
い
て
大
学
特
別
会
計

法
、
学
校
及
図
書
館
特
別
会
計
法
を
廃
止
し
て
新
に
帝
国
大
学
、
官
立
大
学
及
文
部

省
直
轄
諸
学
校
を
一
括
し
、
帝
国
図
書
館
は
こ
れ
を
一
般
会
計
の
所
属
に
移
し
、
大

学
学
校
を
通
じ
た
「
学
校
特
別
会
計
法
」
（
昭
和
十
九
年
法
律
第
九
号
）
が
昭
和
十

九
年
三
月
第
八
十
八
回
帝
国
議
会
の
協
賛
を
経
て
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
学
校
特
別
会

計
法
は
太
平
洋
戦
争
終
結
後
、
昭
和
二
十
二
年
三
月
法
律
第
四
十
一
一
号
「
公
債
金
特

別
会
計
法
外
四
法
律
の
廃
止
等
に
関
す
る
法
律
」
を
も
っ
て
廃
止
さ
れ
る
に
至
っ

た
。
爾
来
文
部
省
所
管
の
国
立
大
学
、
学
校
は
一
般
会
計
所
属
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。
顧
み
れ
ば
明
治
二
十
一
年
以
来
国
立
の
大
学
学
校
は
法
制
的
、
財
政
的
に
特
別

な
取
扱
い
の
も
と
に
、
昭
昭
二
十
一
年
度
ま
で
に
実
に
五
十
九
年
間
に
豆
る
永
い
年

月
学
校
の
経
理
運
営
が
な
さ
れ
て
お
っ
た
の
で
あ
る
。

特
別
会
計
制
度
の
利
害
得
失
一
長
一
短
に
つ
い
て
分
析
し
解
明
す
る
こ
と
は
容
易

な
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。
昭
和
二
十
二
年
度
か
ら
昭
和
三
十
八
年
度
に
至
る
期
間
一

般
会
計
所
属
に
あ
っ
た
国
立
学
校
が
昭
和
三
十
九
年
度
か
ら
再
び
特
別
会
計
制
度
の

も
と
に
運
営
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
前
に
も
述
べ
た
が
文
教
予
算
上

極
め
て
意
義
あ
る
こ
と
と
い
え
よ
う
。
大
学
財
政
の
執
行
に
携
わ
る
大
学
学
校
当
事

者
が
特
に
注
目
す
べ
き
事
象
で
あ
る
と
感
ず
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
国
立
学
校
特

愚

縁
一
鍋

別
会
計
を
設
置
す
る
に
至
っ
た
経
緯
は
色
々
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
斯
う
し
た
制
度
を

樹
立
す
る
に
当
っ
て
は
関
係
当
局
間
に
お
い
て
事
前
に
十
分
検
討
し
尽
し
た
結
果
の

も
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
す
る
に
吝
さ
か
で
は
な
い
。
し
か
し
今
回
の
法
律
は
左
様
な

検
討
が
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
は
言
い
得
な
い
点
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
節

が
あ
り
耽
か
も
の
足
り
な
さ
を
感
ず
る
も
の
で
あ
る
。
学
校
当
事
者
の
意
見
な
ど
を

十
分
に
反
映
し
た
か
ど
う
か
。
結
果
か
ら
見
る
と
立
法
当
局
の
一
方
的
判
断
を
も
っ

て
成
案
を
得
た
よ
う
な
疑
が
な
い
で
も
な
い
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
。
か
っ
て
当
協
会

に
お
い
て
も
特
別
会
計
の
復
活
に
つ
い
て
の
検
討
は
委
員
会
等
に
お
い
て
行
っ
た
こ

と
も
あ
っ
た
が
、
今
回
の
よ
う
な
内
容
を
も
つ
法
律
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
と
判
断
さ
れ
る
、
協
会
の
意
見
と
し
て
成
熟
し
た
検
討
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
あ

っ
た
。
昭
和
三
十
八
年
一
月
中
央
教
育
審
議
会
の
行
っ
た
「
大
学
教
育
の
改
善
に
つ

い
て
」
の
答
申
中
、
大
学
の
財
政
に
つ
い
て
の
項
目
に
お
い
て
「
国
立
大
学
の
特
別

会
計
制
度
に
つ
い
て
は
、
な
お
、
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
言
い
、
「
一

般
会
計
制
度
の
段
階
に
お
い
て
弾
力
的
、
計
画
的
な
運
用
の
み
ち
を
ひ
ら
く
よ
う
適

切
な
措
置
を
講
じ
、
か
っ
て
の
大
学
特
別
会
計
制
度
に
み
ら
れ
た
財
政
上
の
自
主
性

の
あ
る
よ
う
に
」
と
の
答
申
が
な
さ
れ
て
お
る
程
度
で
積
極
的
に
特
別
会
計
制
度
を

主
張
し
て
お
る
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
昭
和
三
十
九
年
度
よ
り
特
別
会
計
を
一
挙

に
施
行
す
る
に
至
っ
た
の
は
国
の
予
算
の
都
合
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
の
新
聞

紙
上
の
論
説
に
も
現
わ
れ
た
こ
と
が
理
由
で
あ
る
印
象
を
受
け
る
。
法
案
提
出
の
理

由
に
は
、
こ
の
制
度
を
更
に
深
く
検
討
し
た
結
果
を
法
の
上
に
現
わ
す
こ
と
が
出
来

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
大
い
に
疑
問
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
法
第
一
条
の
目
的

に
あ
る
と
同
様
の
も
の
す
な
わ
ち
国
立
学
校
の
充
実
に
資
す
る
と
と
も
に
経
理
を
明

確
に
す
る
た
め
と
い
う
、
極
め
て
簡
単
な
表
現
に
留
っ
て
お
る
点
を
見
て
も
真
の
理

由
が
那
辺
に
あ
る
の
か
。
法
制
定
の
趣
旨
を
明
確
に
受
取
る
に
は
困
難
で
あ
る
。
せ

め
て
教
育
研
究
の
特
殊
性
を
考
え
機
関
の
自
主
性
、
独
立
性
を
強
調
す
る
理
由
を
明

文
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
、
国
民
全
体
に
理
解
の
出
来
る
よ
う

な
理
由
を
付
す
る
こ
と
は
税
財
源
を
運
営
資
金
と
し
て
経
営
す
る
国
立
学
校
で
あ
る

か
ら
特
に
そ
う
し
た
こ
と
は
重
要
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
え
て
し
て
立
法

の
理
由
は
極
め
て
簡
単
な
こ
と
が
通
り
相
場
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
詳
細

と
は
な
ら
な
く
と
も
或
る
程
度
理
解
し
得
ら
れ
る
程
度
の
理
由
書
が
望
ま
し
い
こ
と

鰯

手￣
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は
筆
者
ば
か
り
で
も
あ
る
ま
い
、
一
々
国
会
の
論
議
や
経
過
を
知
る
由
は
な
い
の
で

あ
る
か
ら
理
由
の
明
文
化
を
望
む
も
の
で
あ
る
。
今
回
の
国
立
学
校
特
別
会
計
法
は

昔
時
に
制
定
さ
れ
た
数
種
の
学
校
特
別
会
計
法
と
比
較
す
る
に
そ
の
精
神
と
す
る
と

こ
ろ
は
同
様
で
あ
ろ
う
。
が
内
容
に
お
い
て
は
相
当
に
間
隔
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。

時
勢
の
異
な
る
た
め
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
特
に
相
違
す
る
点
は
大
学
学
校
が
資
金
を

所
有
し
な
い
こ
と
で
あ
り
、
借
入
金
を
す
る
途
の
開
け
た
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
借
入

金
は
病
院
の
施
設
費
財
源
と
し
て
の
み
で
は
あ
る
が
、
全
く
の
新
制
度
で
あ
っ
て
昔

時
の
特
別
会
計
に
お
い
て
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
等
の
比
較
の
大
要
に

つ
い
て
は
本
稿
末
に
参
考
と
し
て
褐
記
し
た
。

さ
て
、
本
稿
で
述
べ
る
国
立
学
校
の
予
算
は
国
立
学
校
設
置
法
（
昭
和
二
四
年
法

律
等
一
五
○
号
）
国
立
学
校
設
置
法
施
行
令
（
昭
和
二
九
年
政
令
第
四
三
号
）
国
立

学
校
設
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
九
年
文
部
省
令
第
二
号
）
国
立
工
業
教
員
養
成

所
の
設
置
等
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
（
昭
和
三
六
年
法
律
第
八
七
号
）
に
よ
っ
て
、

設
置
さ
れ
た
国
立
大
学
七
二
ｌ
学
部
の
数
二
五
六
（
法
三
条
）
国
立
短
期
大
学
六

（
法
第
三
条
の
一
一
一
Ｉ
項
）
大
学
に
併
設
さ
れ
た
短
期
大
学
部
一
一
三
（
法
第
三
条
の
一
一
一

Ⅱ
項
）
国
立
高
等
専
門
学
校
三
六
（
法
第
七
条
の
一
一
）
国
立
高
等
学
校
八
（
法
第
八

条
）
大
学
附
置
研
究
所
六
七
（
法
第
四
条
）
学
部
附
属
の
教
育
研
究
施
設
（
法
第
五

条
、
政
令
第
一
条
、
施
行
規
則
第
十
四
条
一
項
、
第
十
六
条
第
一
項
、
第
二
十
条
第

一
項
、
第
二
十
四
条
）
は
小
学
校
七
五
、
中
学
校
七
九
、
高
等
学
校
一
六
、
盲
学
校

一
、
聾
学
校
一
、
養
護
学
校
一
○
、
幼
稚
園
三
五
、
計
一
一
一
七
の
附
属
学
校
、
大
学

附
属
病
院
二
｜
｜
「
附
置
研
究
所
附
属
病
院
六
、
大
学
院
四
八
’
’
’
二
の
研
究
科

を
有
す
ｌ
各
種
学
校
五
九
そ
の
他
の
教
育
施
設
九
○
研
究
施
設
九
四
お
よ
び
国

立
工
業
教
員
養
成
所
九
（
臨
時
措
置
法
第
三
条
Ⅱ
項
）
の
運
営
に
必
要
な
歳
入
歳
出

予
算
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
。
昭
和
三
十
九
年
度
に
お
け
る
国
立
学
校
特
別
会
計
の

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
は
い
づ
れ
も
千
一
一
一
百
九
十
四
億
五
千
九
百
三
十
七
万
六
千
円

で
あ
る
。
歳
入
予
算
中
一
般
会
計
か
ら
繰
入
れ
る
金
額
は
千
百
四
十
五
億
千
四
百
三

十
五
万
九
千
円
で
総
収
入
予
算
額
の
八
一
一
・
二
％
に
相
当
し
て
お
る
。
そ
の
他
の

歳
入
予
算
額
は
国
立
学
校
自
体
の
収
入
一
一
百
一
一
十
四
億
四
千
五
百
一
万
七
千
円
で
総

額
の
一
六
・
○
九
％
に
当
り
差
引
一
一
十
五
億
円
（
総
額
の
一
・
一
八
％
強
）
は
借
入

金
又
は
学
校
財
産
処
分
収
入
と
な
っ
て
い
る
。
歳
出
予
算
額
中
施
設
整
備
費
二
百
七

繍

薇
；
鰄
一

十
三
億
千
九
十
三
万
一
千
円
、
国
立
学
校
職
員
共
済
組
合
負
担
金
一
一
一
十
八
億
二
千
二

十
六
万
五
千
円
、
予
備
費
等
一
億
三
千
四
百
五
十
万
円
計
三
百
十
二
億
六
千
六
百
六

十
九
万
六
千
円
を
除
い
た
金
額
千
八
十
一
億
九
千
二
百
六
十
八
万
円
は
国
立
学
校
、

大
学
附
属
病
院
、
附
置
研
究
所
等
の
運
営
に
要
す
る
所
謂
経
常
的
経
費
と
着
徹
す
べ

き
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
教
育
、
研
究
、
管
理
運
営
上
に
お
け
る
固
有
の
標
準
予

算
に
加
う
る
に
、
昭
和
三
十
九
年
度
に
、
新
規
事
業
と
し
て
計
上
さ
れ
た
予
算
を
合

算
し
た
も
の
で
あ
る
。
此
等
の
予
算
中
、
高
等
専
門
学
校
、
高
等
学
校
、
附
属
の
諸

学
校
、
教
員
養
成
所
に
関
す
る
も
の
は
全
体
か
ら
見
れ
ば
多
額
の
地
位
を
占
め
る
も

の
で
な
い
か
ら
本
稿
に
お
い
て
は
、
も
っ
ぱ
ら
大
学
学
部
、
附
属
病
院
、
附
置
研
究

所
に
つ
い
て
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。
特
別
会
計
所
属
予
算
の
外
一
般
会
計
文
部
省
所

管
予
算
中
文
部
省
各
局
課
が
所
掌
す
る
経
費
の
う
ち
国
立
学
校
に
回
さ
れ
る
も
の
、

す
な
わ
ち
文
教
政
策
と
し
て
文
部
省
予
算
に
褐
上
さ
れ
て
い
る
事
項
の
若
干
予
算
は

大
学
運
営
上
、
相
当
重
要
な
経
費
で
あ
り
大
学
本
来
の
仕
事
を
通
し
て
の
協
力
面
の

表
れ
で
も
あ
る
の
で
、
次
表
の
総
表
中
に
褐
記
し
国
立
大
学
運
営
上
の
関
係
の
姿
の

数
額
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

◎
国
立
学
校
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算
総
表

左
表
に
お
い
て
胡
年
度
予
算
額
は
一
般
会
計
に
計
上
さ
れ
た
国
立
学
校
、
大
学

附
属
病
院
、
附
置
研
究
所
及
び
国
立
文
教
施
設
費
等
国
立
学
校
特
別
会
計
と
な
っ

て
移
行
し
た
も
の
に
相
当
す
る
額
を
比
較
対
照
の
た
め
褐
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

歳
入

一
般
会
計
よ
り
繰
入
金

借
入

金

附
属
病
院
等
収
入
金

授
業
料
及
入
学
検
定
料

学
校
財
産
処
分
収
入

雑
収

入

歳
入
合
計

区

懲

鍵
一一

分
一
羽
年
度
予
定
額
一
冊
年
度
予
算
一
増
減
△
額

一一四、三一四、一一一三九

一
、
Ｃ
Ｃ
Ｃ
、
ロ
ロ
ロ

一七、酉ロヱ、一一四□

一一一、一九三、六□四

一
、
三
□
□
、
ロ
ロ
ロ

ー、へ酉ロ、一七一一一

一一一一九、四三九、一一一七六

い

九七、〈一一一一一、一〈一一一□

一一一、〈三三、四四〈

一
一
、
壱
七
六
、
一
己
芒□

一、六四〈、へ一一一一一

一一三、｜□一一一、三七□

露

繍
一

一
六
、
六
九
一
、
一
七
麦

一
、
□
ご
ロ
、
Ｃ
Ｃ
Ｃ

四、三五一一一、七九一一

四
一
九
、
四
九
七

一
、
三
□
□
、
ロ
ロ
ロ

一九一、一一一四一

一一四、一一一三三、へご【

（２０）
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次
表
は
一
般
会
計
文
部
省
所
管
歳
出
予
算
の
中
大
学
及
学
校
等
に
関
係
あ
る
予

算
で
あ
る
。

一
般
会
計
文
部
省
所
管
歳
出

予
算
の
中

文
部
本
省

内
地
研
究
員
旅
費

外
国
人
留
学
生
費

科
学
振
興
費

科
学
研
究
交
付
金
等

在
外
研
究
員
派
遣
費

育
英
及
学
徒
援
護
事
業
費

固
計

ロ
国
立
学
校
関
係
予
算
の
計

（
Ａ
＋
Ｂ
）

口
文
部
省
所
管
全
予
算

（滞捌齢繍髄袷舳朏俳鰍桧）
回
一
般
会
計
総
予
算

文
部
省
所
管
全
予
算
に
対
し

国
立
学
校
歳
出
予
算
の
比

（
Ｄ
Ａ
の
比
）

四
歳
出
合
計

歳
《鍬

区

出

国
立
学
校

大
学
附
属
病
院

大
学
附
置
研
究
所

施
設
整
備
費

国
家
公
務
員
共
済
組
合

負
担
金

国
債
整
理
基
金
特
別
会

計
へ
繰
入

賠
償
償
還
及
払
戻
金

予
備

費

分

一一一、一一三三、四一一一へ、一一一一□

畑
年
度
予
算
一
泌
年
度
予
算
一
増
減
△
額

一一一、□□七、ロロロ

一一三七、一一七一

〈、九□五、一一一一〈

一一一、一一一九四、九九函

一三一、〈五四、一一一七□

四
一
三
、
□
垂
酉
、
□
一
一
九

七
六
、
一
一
〈
三
、
六
へ
〈

一一一、三一一一土、｜ヱモ

ーロ、一一一六七、七九三

一一七、一一一一一、土一一一一

一一一、ハーーロ、一一去垂

一一一一一、ヱロロ

ーー、ロロロ

ー
ロ
ロ
、
ロ
ロ
ロ

’一一一九、四三九、一一一七六

一一一一一一・六ｇ％

一
一
□
四
、
〈
七
七 ’

一一□、云一〈’ 一一彌一鍋

一
一
、
九
壱
四
、
一
九
五
、
一
一
七

一
一
、
七
三
七
、
Ｃ
Ｃ
Ｃ

一一一□、一一六つ

く、一一一一壱、四〈□

一一、一一一一一一〈、六一一

一一一六、一一一四一一、一〈一

一一一《□、四七九、七一一一一

云六、へ壱一一、酉一一一一一一

一
七
、
七
六
〈
、
七
七
一
へ

『〈、《ご－、一一一一一一四

一
〈
、
九
壱
一
一
、
声
〈
三

一一、ヘハハ、一一一四□ＣＣＣ

’
一
三
、
一
□
一
一
一
、
三
七
つ

一
一
一
一
・
九
一
二
％

一一己、六一〈

一一一一一、一一三一一一

一一〈一、一一四一一一、一九一一一

一
一
三
□
、
Ｃ
Ｃ
Ｃ

四
七
、
●
’
’

七
去
亡
、
七
四
〈

｜、’三六、一一一〈一一一

一
一
三
、
三
一
一
一
、
｜
〈
九

五
四
、
三
七
四
、
一
一
一
□
七

土、四一一一一、一一三三

一一一、七壱□、四一九

一
、
七
六
六
、
四
六
一

〈、一一一一一一九、一一四六

九一一一一、九一一三

一一一一一、垂ご□

一一、□□ご

｜
ご
ロ
、
ロ
ロ
ロ

｜一国、一一一三三、〈□六□

九
一
、
六
一
一
四

国
立
学
校
運
営
に
要
す
る
経
費
は
前
表
に
褐
記
し
た
国
立
学
校
特
別
会
計
の
歳
出

予
算
と
一
般
会
計
文
部
省
所
算
歳
出
予
算
の
中
大
学
及
学
校
等
に
直
接
に
又
は
精
間

接
的
に
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
従
来
国
立
文
教
施
設
整
備
費
と
し
て
計
上
さ
れ

て
お
っ
た
経
費
は
本
年
度
よ
り
特
別
会
計
に
施
設
整
備
費
と
し
て
計
上
さ
れ
、
か
つ

そ
の
予
算
額
二
百
七
十
三
億
千
百
余
万
円
と
な
っ
て
前
年
度
予
算
に
比
し
八
十
三
億

三
千
九
百
余
万
円
と
大
幅
の
増
加
に
な
っ
た
。
こ
の
経
費
は
大
学
、
学
校
、
病
院
、

研
究
所
に
関
す
る
建
物
の
新
営
、
改
築
、
工
作
物
の
構
築
等
に
要
す
る
纒
ま
っ
た
多

額
の
経
費
に
充
当
さ
れ
る
も
の
の
外
、
学
部
、
研
究
所
、
学
校
の
創
設
拡
張
に
要
す

る
建
築
関
係
の
経
費
が
積
算
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
一
般
会
計
予
算
に
組
ま
れ
た
前

表
予
算
は
本
省
事
業
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
内
地
研
究
員
に
関
す
る
旅
費
、
外

国
人
留
学
生
の
給
与
、
来
航
帰
国
に
要
す
る
旅
費
、
国
内
研
究
旅
費
は
何
れ
も
国
立

大
学
に
深
い
関
係
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
科
学
振
興
に
関
す
る
も
の
と
し
て
は
科
学

研
究
交
付
金
、
科
学
試
験
研
究
費
補
助
金
、
研
究
成
果
刊
行
費
補
助
金
、
在
外
研
究

員
派
遣
に
必
要
な
旅
費
が
あ
る
。
ま
た
学
生
、
生
徒
に
対
す
る
育
英
奨
学
に
関
す
る

経
費
、
学
徒
援
護
に
関
す
る
経
費
が
あ
る
。
こ
れ
等
の
経
費
は
大
学
、
学
校
に
お
け

る
教
育
研
究
に
関
連
し
て
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
国
立
学
校
に
お
い
て

の
み
使
用
さ
れ
る
も
の
で
な
く
、
公
立
、
私
立
の
大
学
、
学
校
そ
の
他
の
機
関
に
お

い
て
も
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
前
記
予
算
の
お
よ
そ
八
○
％
に
相
当
す
る
大
部

分
の
予
算
が
国
立
大
学
の
関
係
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

国
立
学
校
特
別
会
計
の
歳
出
予
算
す
な
わ
ち
直
接
的
に
使
用
さ
れ
る
金
額
は
前
表

側
に
示
す
千
三
百
九
十
四
億
五
千
九
百
一
一
一
十
七
万
余
円
で
あ
っ
て
文
部
省
所
管
全
予

算
回
四
千
百
五
十
億
五
千
四
百
二
万
余
円
の
一
一
一
三
。
六
○
％
に
当
り
、
一
般
会
計
予
算

回
三
兆
二
千
五
百
五
十
四
億
三
千
八
百
三
十
一
万
円
の
四
・
一
一
八
％
に
相
当
す
る
。

ま
た
国
立
学
校
関
係
予
算
ｐ
千
五
百
十
八
億
五
千
四
百
三
十
七
万
円
は
一
般
会
計
総

文
部
省
所
管
全
予
算
に
対
し

国
立
学
校
関
係
歳
出
予
算
の
比

（
Ｄ
Ｃ
の
比
）

｜
般
会
計
総
予
算
に
対
し
国

立
学
校
歳
出
予
算
の
比

（
Ｅ
Ａ
の
比
）

一
般
会
計
総
予
算
に
対
し
文

部
省
所
管
全
予
算
の
比

（
Ｅ
Ｄ
の
比
）

《鰯

￣

感

◎一一一六・毛一一一％

●

-こぎ

::１
％

四・一一一〈一一一％

へ

鏑
＝

●

￣

E箸１
９６

(二コ

9６

一
一
一
・
毛
％

＝j

jm1､

（２１）



鰄̄ 予
算
回
の
四
・
六
七
％
に
相
当
す
る
。
三
十
九
年
度
予
算
は
一
一
一
十
八
年
度
予
算
に
比
し

前
表
に
示
し
た
よ
う
に
全
体
的
に
伸
率
は
増
加
上
昇
し
た
の
で
あ
る
。
特
別
会
計
歳

出
予
算
の
経
常
的
経
費
と
目
さ
れ
る
国
立
学
校
、
病
院
、
研
究
所
の
増
加
額
は
百
四
十

九
億
五
千
十
三
万
余
円
で
学
部
、
学
科
の
増
設
魁
高
等
専
門
学
校
の
増
置
等
新
規
事
項

に
因
由
す
る
も
の
で
あ
る
。
大
学
病
院
に
お
け
る
増
加
額
は
特
別
会
計
と
な
っ
た
た

め
収
入
を
財
源
と
す
る
経
費
を
対
象
と
し
て
過
年
度
に
お
け
る
実
績
を
も
勘
案
し
て

増
加
計
上
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
施
設
整
備
費
に
お
い
て
八
十

三
億
三
千
九
百
二
十
四
万
余
円
の
増
加
を
計
上
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
は
特
別
会
計

に
移
行
し
た
結
果
の
配
慮
の
結
果
が
現
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

学
部
、
学
科
の
新
設
、
学
校
の
増
設
に
と
も
な
っ
て
建
築
費
の
増
加
を
必
然
的
に
行

っ
た
た
め
の
も
の
も
あ
る
が
病
院
施
設
費
の
た
め
に
先
づ
十
億
円
の
借
入
金
制
度
が

積
算
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
も
一
の
要
因
で
あ
ろ
う
。
施
設
整
備
費
が
積
年
に
亘

っ
て
少
な
い
と
の
各
大
学
の
要
望
が
実
を
結
ぶ
に
至
っ
た
こ
と
は
特
別
会
計
と
な
っ

た
一
つ
の
良
結
果
で
は
な
か
ろ
う
か
、
当
協
会
が
毎
年
繰
返
し
決
議
要
望
し
た
施
設

費
の
充
実
に
つ
い
て
そ
の
一
端
が
実
現
し
た
こ
と
は
、
関
係
当
局
の
理
解
あ
る
措
置

の
現
わ
れ
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
は
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
唯
借
入
財
源

が
学
科
等
の
建
物
等
に
転
用
し
得
な
い
こ
と
は
大
方
の
不
満
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ

う
が
返
済
と
い
う
事
態
を
考
え
る
な
ら
ば
病
院
収
入
を
多
額
に
も
ち
返
済
上
の
能
力

あ
る
部
分
を
対
象
と
す
る
こ
と
は
特
別
会
計
の
性
質
上
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
こ
と

は
大
学
が
十
分
に
理
解
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
新
規
事
項
に
属
す
る
も
の
の

施
設
費
は
飽
迄
も
政
府
支
出
金
で
あ
る
一
般
会
計
よ
り
繰
入
る
の
方
法
以
外
は
起
ら

な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
借
入
金
は
限
定
し
た
範
囲
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

三
十
九
年
度
予
算
に
お
い
て
前
年
度
と
同
様
に
教
官
当
、
学
生
当
基
準
経
費
に
対

し
率
の
増
加
を
図
っ
た
こ
と
は
文
部
財
務
両
省
の
計
画
の
実
際
化
が
続
行
さ
れ
た
の

で
あ
っ
て
昔
時
の
水
準
に
達
す
る
た
め
の
現
れ
で
あ
る
こ
と
は
教
育
の
振
興
と
い
う

大
眼
目
に
よ
っ
て
国
家
全
体
の
予
算
の
膨
脹
に
と
も
な
う
必
然
的
の
現
象
に
よ
る
結

果
な
り
と
難
も
、
計
画
の
持
続
と
い
う
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
年
々
教
育
研
究
的
経
費
の
拡
大
は
大
学
当
局
に
対
し
相
当
の
潤
い
を
感
じ
さ
せ
る

に
至
っ
た
と
見
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
、
文
部
》
財
務
両
省
当
局
の
深
い
理
解
と

同
情
に
よ
る
も
の
と
し
て
敬
意
を
表
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

鰯

慰一鰄一

大
学
に
お
け
る
日
々
の
経
済
生
活
の
基
幹
を
な
し
て
い
る
大
学
固
有
の
経
常
的
経

費
の
教
育
、
研
究
、
管
理
に
要
す
る
経
費
は
逐
年
増
加
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
ら
が
拡
充
強
化
さ
れ
か
否
か
は
学
術
の
消
長
を
左
右
す
る
こ
と
に
も
な
る

の
は
言
う
迄
も
な
い
。
無
限
に
発
展
す
る
学
術
研
究
に
従
っ
て
年
々
予
算
の
増
大
を

来
す
こ
と
は
け
だ
し
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
事
実
は
簡
単
で
な
い
。
経
費
に
つ
い
て

は
限
り
の
あ
る
も
の
で
は
あ
ろ
う
が
一
段
と
増
加
を
図
り
急
速
に
水
準
を
高
め
る
こ

と
は
極
め
て
緊
要
な
こ
と
と
思
料
す
る
。

昭
和
三
十
五
年
度
ま
で
に
お
け
る
科
学
技
術
者
養
成
の
た
め
の
学
生
増
募
計
画
は

昭
和
三
十
六
年
度
以
降
に
お
い
て
は
国
民
所
得
倍
増
計
画
に
基
く
需
給
関
係
の
上
に

立
っ
て
理
工
系
学
生
増
募
計
画
の
改
定
を
行
っ
て
国
立
学
校
に
お
い
て
受
持
つ
増
募

学
生
数
は
四
年
制
大
学
六
千
人
短
期
大
学
五
百
二
十
人
工
業
高
等
専
門
学
校
四
千
九

百
二
十
人
合
計
一
万
一
千
四
百
四
十
人
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
実
施
に
従
っ
て
国
立
学

校
の
予
算
は
累
増
す
る
に
至
っ
た
。
教
官
当
研
究
費
学
生
当
経
費
の
基
準
も
文
部
大

蔵
両
当
局
の
協
議
に
よ
っ
て
、
明
確
化
さ
れ
る
に
至
っ
て
経
費
は
増
大
す
る
に
至
っ

た
。
標
準
単
位
予
算
の
確
立
は
年
々
の
増
加
を
招
来
す
る
に
至
っ
た
。
こ
の
こ
と
は

学
界
、
教
育
界
そ
の
他
学
術
研
究
機
関
、
産
業
界
か
ら
厳
し
く
要
望
さ
れ
た
と
こ
ろ

の
反
映
で
あ
る
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
経
費
基
準
中
に
は
研
究
費
、
教

育
費
を
中
核
と
し
て
学
問
研
究
教
育
を
す
る
た
め
の
必
要
な
あ
ら
ゆ
る
経
費
を
包
含

す
る
も
の
で
あ
っ
て
世
上
一
口
に
研
究
費
と
い
っ
て
も
そ
の
内
容
は
複
雑
多
岐
に
亘

る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
科
学
技
術
教
育
振
興
と
い
う
一
つ
の

転
機
を
得
て
漸
や
く
増
強
の
軌
道
に
乗
り
逐
年
増
加
す
る
予
算
と
な
っ
た
こ
と
は
経

常
的
経
費
予
算
の
面
目
一
新
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
大
学
に
お
け
る
施
設

事
業
費
で
あ
る
予
算
も
特
別
会
計
予
算
に
移
行
す
る
に
当
っ
て
従
来
よ
り
大
幅
に
増

額
を
得
た
こ
と
は
今
後
逐
次
施
設
の
改
善
に
役
立
つ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
い
う
な
れ
ば

明
治
大
正
時
代
に
建
設
さ
れ
た
多
く
の
古
く
老
朽
化
し
た
施
設
も
内
容
を
改
め
近
代

学
術
の
進
展
に
応
ず
ろ
施
設
を
得
る
こ
と
に
漸
進
す
る
の
方
向
付
を
得
た
こ
と
と
い

え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
当
協
会
に
お
い
て
も
文
部
省
と
一
体
と
な

っ
て
拡
充
強
化
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
数
年
来
要
望
し
た
結
果
の
こ
と
と
自
負
し
て

よ
い
の
で
は
な
い
か
、
す
な
わ
ち
施
設
整
備
費
予
算
額
は
二
百
七
十
三
億
千
百
余
万

円
と
い
う
か
つ
て
な
い
額
を
計
上
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
数
額
に
お
い
て
は
相
当
大
幅

鰯
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￣

f11#!》に
飛
躍
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
概
ね
新
規
事
項
に
よ
る
た
め
の
も
の

が
大
部
分
で
あ
っ
て
改
造
改
築
的
の
も
の
に
つ
い
て
は
な
お
薄
い
取
り
扱
い
が
な
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
積
極
果
敢
に
繰
返
し
要
望
し

実
現
に
努
力
す
る
べ
き
こ
と
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
新
規
事
業
科
学
技
術
教
育

振
興
事
業
に
伴
う
施
設
が
一
段
落
し
て
も
な
お
三
十
九
年
度
予
算
に
褐
上
さ
れ
た
金

額
予
算
を
下
廻
ら
ぬ
よ
う
要
望
し
古
老
朽
の
事
物
の
改
善
改
造
の
用
途
に
振
向
け
る

よ
う
解
決
を
図
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

お
も
う
に
昭
和
三
十
九
年
度
一
般
会
計
国
家
予
算
は
前
表
に
褐
記
し
た
よ
う
に
三

兆
二
千
五
百
五
十
四
億
三
千
八
百
余
万
円
の
巨
額
に
及
び
文
部
省
所
管
予
算
も
特
別

会
計
を
含
め
四
千
百
五
十
億
五
千
四
百
余
万
円
と
な
っ
て
前
年
度
予
算
に
比
し
て
五

百
四
十
五
億
七
千
四
百
余
百
余
万
円
の
増
嵩
で
あ
る
。
こ
れ
は
わ
が
国
経
済
の
成
長

発
展
に
基
因
し
、
国
民
所
得
の
増
大
に
影
響
し
た
結
果
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る

が
、
教
育
関
係
費
の
増
大
を
来
し
た
こ
と
は
、
政
府
が
教
育
投
資
を
重
大
政
策
の
一

つ
と
し
て
推
進
し
た
基
本
が
文
教
予
算
の
大
幅
な
拡
大
増
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

学
部
の
創
設
、
学
科
の
増
設
、
高
等
専
門
学
校
の
増
置
な
ど
あ
る
種
の
新
規
事
項
に

つ
い
て
は
新
ら
し
い
基
準
の
も
と
に
そ
れ
ぞ
れ
予
算
さ
れ
た
が
大
学
に
お
け
る
既
設

の
も
の
に
対
す
る
教
育
研
究
の
た
め
の
内
容
充
実
改
善
に
対
し
て
は
未
だ
十
分
な
こ

と
で
あ
る
と
は
い
い
難
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
今
後
共
我
国
発
展
の
基
盤
で
あ
る

教
育
研
究
投
資
は
一
段
と
強
化
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

前
表
に
記
載
し
た
国
立
学
校
特
別
会
計
歳
出
予
算
中
昭
和
三
十
九
年
度
歳
出
予
算

の
組
織
別
区
分
に
従
っ
て
人
件
的
経
費
、
物
件
的
経
費
を
主
軸
と
し
、
新
規
科
目
を

も
含
め
大
別
す
れ
ば
次
表
の
ご
と
き
結
果
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

◎
国
立
学
校
特
別
会
計
歳
出
予
算
科
目
別
内
訳

（
単
位
千
円
）

、
泥

昭和釣拝手度一Ｍ
歳
出
予
定
銀
一
ｍ

内
訳

人
件
的
経
費

区
分 ￣△

鰯

一》一一〈、九七一、□二三一四Ｅ四六、〈酉□、一一六一一一一”一

比率一一一一九・四三九・一一一七六一岬一一１

総
額

率一国立学校一』｜鰍学附鵬
比
一

七
六
、
一
一
一
〈
三
、
六
八
八 組
織
区
分

100.0％一一一、三一一一九、一九壱

〈、□九〈、一一九六面８’３

へ

癖！

認一
嶢
一
附
矯
霧
一
共

0.0％１０

￣

、

ﾌﾟﾐﾋﾞ

ｰﾋｧ
、

－上「

二十ＹＪ

＝

100.0％

、

フ代く

う＜
、

フミ：

ブト【」
￣

／、

酉、□一一一一一、四六六一

通
￣

特
殊
設
備
費

日
本
学
校
安

全
会
共
済
掛

金
負
担
金

施
設
整
備
費

国
家
公
務
員

共
済
組
合
負

担
金
国
債
整
理
基

金
特
別
会
計

へ
繰
入

賠
償
償
還
及

払
戻
金

予
備
費

旅
費

物
件
的
経
費

校
賛

光
熱
水
料

土
地
建
物

維
持
修
繕

及
新
営
養

そ
の
他

実
習
船
研

究
船
関
係

費受
託
研
究

費受
託
研
究

員
費
奨
学
交
付

金
医
療
関
係
費

備
考
特
別
会
計
設
置
の
た
め
従
来
一
般
会
計
に
所
属
し
た
国
立
学
校
、
大
学
附

属
病
院
、
大
学
附
置
研
究
所
に
関
係
す
る
予
算
は
凡
て
国
立
学
校
特
別
会
計

に
組
替
え
ら
れ
た
。
そ
の
外
国
立
文
教
施
設
費
、
大
学
学
校
に
所
属
す
る
職

員
に
対
す
る
共
済
組
合
負
担
金
も
本
会
計
に
組
替
え
ら
れ
た
。
特
別
会
計
法

の
規
定
に
よ
り
新
に
借
入
金
制
度
が
設
け
ら
れ
た
た
め
借
入
実
施
の
上
は
利

俸
給
手
当
繩

な
ど
虹

校
費

録

0．０７０．０２２．７４１９．５９０．７１７．３３０．２２０．０３０．１００．２３０．５８２.６４１．１９２２．８４２４．０３２６．６７０．８３
￣

録

五七、〈一一一一、四三一岬’四三、九□《、壱四〈、
６
’

２
－

－、’一七、三七四理一九一一一一一一、二一雲２

’一一一一一（一一一一一州一一一一》一一一一トー》》｜》
’
５

－
１

一一一一、〈土〈、九一一□叩一一四、酉雪一、六土圭４

－、《枩一、一一一一一一一“一一、□’一九、三四へ、
’一一、《一一一九、亡《一一柳一一一、一一セー、四□□、

一一一、三一一六

七、一一一一一、・工一一一一

一一一、〈一一□、一一六三

□、

ハロ《、一一一一一六一卯０

一一一一一一一、二三〈虹

一一一三、七六つ一叩
四一、Ｃｌご一州０

一一□《、ＣＣＣ｜Ⅲ

九
九
□
、
六
九

ロ
ロ
、
ロ
ロ
ロ

、
｜
〈
垂

、
ロ
ロ
ロ

、
三
□
□

麦（〈、一一三三

□
六
、
一
ロ
ロ

四
一
、
ロ
ー
一
己

□
七
、
酉
□□浦

、三一一一壬４□一

、〈

Ｃｌ ￣￣ ￣

’０

｜〈、□四九、《四竺錘一一一、〈三七、□三九
四〈、六三一一噸

一七三、酉□七一
虹
一

一一〒一一一一一』一一冊一三一一一一一（一一一
一一、四七口、’三〈岬一四、九七六、□《《

一一一一一一｝一一四一
一
九
四
、
穴
ご
□

三
三
、
〈
〈
壱

一》
一一〈、ごく一一

一
六
、
一
三
六

一ｍ一己９
一己｜、九一一七

ロー
Ｃｌ

｜己、一一一一一、｜〈一鍼
□’’

九九□、六九一一一□｜□薇一
己’

一卵
ご’

二
理

□
’
１

￣￣

～

蝿

愚□』８－
－０一

(＝．

0２

ごロロロロロロ一

一一七、一一一一一、九一一一一

一一一、〈一一□、一一六三

一一、ご□ご

｜
ロ
ロ
、
□
ロ
ロ

’一一一一、ヱロロ

￣￣￣￣￣￣￣
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鰯
･￣『

子
の
支
出
を
要
す
る
の
で
国
債
整
理
基
金
特
別
会
計
に
対
し
利
子
の
繰
入
を

必
要
と
す
る
た
め
そ
の
歳
出
子
定
額
が
新
に
設
け
ら
れ
た
。
そ
の
外
特
別
会

計
で
あ
る
た
め
の
当
然
の
措
置
と
し
て
予
備
費
の
予
定
額
が
計
上
さ
れ
た
。

前
掲
国
立
学
校
特
別
会
計
歳
出
予
算
科
目
別
内
訳
の
表
に
従
っ
て
三
十
八
年
度
分

国
立
学
校
運
営
費
科
目
別
内
訳
表
（
会
報
二
十
三
号
所
載
）
と
比
較
の
結
果
は
後
段

本
稿
所
載
別
、
Ⅲ
頁
に
説
明
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

前
表
に
記
載
し
た
歳
出
予
算
は
大
学
を
は
じ
め
大
学
附
属
の
諸
機
関
、
高
等
専
門

学
校
、
高
等
学
校
、
国
立
工
業
教
員
養
成
所
に
所
属
す
る
職
員
定
員
八
万
七
千
五
百

一
一
十
六
人
、
学
生
生
従
総
教
三
十
四
万
二
千
四
十
三
人
に
対
す
る
教
育
、
研
究
の
活

動
な
ら
び
に
大
学
、
学
校
、
病
院
、
研
究
所
な
ど
の
管
理
運
営
に
必
要
な
経
費
と
し

て
昭
三
十
九
年
度
中
に
使
用
す
る
も
の
で
あ
る
。
職
員
の
職
種
別
定
員
表
に
加
え
、

等
級
別
定
員
表
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
引
続
い
て
学
生
生
徒
の
総
数
を
種
別
に
掲
げ

た
。

行 ◎
大
学
、
学
校
、
病
院
、
研
究
所
等
職
員
定
数
表

『
組
織
別
職
種
定
員
区
分
表

職
種
区
分
一
総
定
員

愚 政
職

事
務
局
長

部
長

次
長

課
長

事
務
長

課
長
補
佐

係
長

技
術
職
員

図
書
館
職
員

一
般
職
員

技
能
労
務
職
員

四口、六一一一□

壱一一

四
四

一一三

酉
□
三

三
一
九

垂
云
酉

一
、
雪
〈
四

一
三
、
酉
〈
九

一一一一、〈’一一一

一一一、六一口｜

酉、画く七一

組
：
ｉ
ｌ

国
立
学
校

’’一一、□壱□

七一一

一一一一一

一一三

一一一六一一一

四一一一六

国
尭
雲

一一一、一一一一四

一一一、』麦一一一

一、画室〈

’一一、六六一

五、一一三□

・
繍
評
）

露七一 織
区

大
学
附
属

病
院六、一一九四□

一一一口

酉一一

一七

三一一

・一一一六一

一一一一

六
〈

一一、□一一一七一

一一一、六一一一□

研附１分

襄置ｉ
一一一、一一六末ごＣＣＣ

麦
六一壱

一
七
已

一、一一一一一一

三
〈

壱九一

土三一

適
用

俸
給
表

医 教海

看婦総歯薬薬薬栄鬘蟇療助講助教校教各実養教校教助講助教所学育船事種

‘型:養蕊㈱”
学習護務 職舶職

護婦衛剤 教

纂助教職職
婦長長師師任長士師員手師授授長諭師手諭諭長員手師授授長長員

魯
一

鰯
■－”

Ｕ

一一一一〈、’一一一亟

七
〈一一

〈、乳七一一

九
、
〈
六
□

｜
、
六
七
三

一□、九一一八

一、七一一一一一〈

七
土
で

一
一
四

一一一□

〈
、
四
四
菅一一一七

九
一
六

三、壱四一一一

、
〈
九
九

一一一一□

七
七
五

一一一一四

一
〈
七

一一一三 翼

’
’
’
一
ダ

ニ
〈

’一一四

三
口酉
□□
九四

一

一一・一ビ一づむ’Ｌ＝
、、、、、、

－－こぎニーヒーピ一一＝うぐ
－プ西三二四一プTJグエ－－－ピ－
厘劇-ピﾉﾃﾐプ⑩￣塵』ノミ三美－－．〆足－

一一一□□

、
〈
九
九一一一《

一一一一一一〈

一一一一一四

一一へ七づむ
－■￣

￣

〈
□

雪
□酉
□

一一一一一一ラ[ミニ吉

－－
￣

、、

＿ご=冤六 里
一四一ノー－－￣￣￣￣

〈
、
□
一
四一一一壱

九
一
六

三
、
三
四
七

薊【
－

－０｡

《
九
□

一一六一一

九一一一一三 ｌＺｑＥＵ

－－こつ（=つ￣こつプく￣

□
九四 ￣

鰻
q￣

、ロ一一〈□

雲
〈
で

六
□
一七一一一

、
四
壱
壱カ
ロロロロロ’一一ロロロ

三一一一

一一土

一一ご』つごつ□つ□酉

－－へ_－－－－－ソ～－－－－－－－－￣
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医
目

医
目

海
円
目
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綴1111

一江
等二一一一、一一一輿一

一ハ
等
周
一
全

七
塗
守
六
、
七
七
〈

入
等
六
、
昊
堂

目
適

用
力、一一三□

等
壱
四

二
．
等

ハーハ｜

等
一
一
一
、
斎
三
一

一一一

四
塗
寺
一
一
「
一
壱
三

五
等
一
、
三
一
一
六

海
事
職

一一へ七

日
適

用
一
己
□

等
〈

一一
等

一一六

一一一
等

酉一

四
等

一一四

五
等

目
適

用
等
一
一
壁

行
政
職

目
適

用

一一
等

一一一
』一一）

合（羽年度定員）計一〈七、三一一六一茜、一一一三〈一一六、須一〈｜麦、一一三一
二
、
等
級
別
定
員
表

等
級
別

￣￣

慰
四

Ｃ
Ｏ
Ｃ
（
（

饗
「

国
立
学
校
一
献
学
附
嘘
柵
究
瀧

一一一一、□セロ

一一一、〈一一ロー〈

一一一一三

一
、
一
七
一

組
織
区
分

四
四
〈

九
九
三

〈
《
□

一一一、六一一一□

’六

一一九一

〈一一一一一一

一
、
四
芒
三

一
、
ご
’
三ロロロロロロロロロ

麦、一一九四

一一、《云四□

一一一一

一
一
三

一一一一四一

一一一、一一云云

一一、一一一一三□

’一一一

’’四〈

一一一一一一三

声
〈
酉

九六一一

五三一一一一四

九一一

一
ロ
ハ

一一一一一三

一一一九一一

一一一一一

一□□一一一一一三□

一一一一□

壱一一一 楓（蝿．

総
定
員

四□、六一一一□

一一六、七九率一〈

一一六□

一一一、ハーヘ

酉
、
九
麦
へ

〈
、
四
三
七

七
、
土
一
九

一一一一、〈一一一一

一一一四

一、一一□｜

酉
、
三
〈
云

四
、
九
七
三

一一、九四三

一一一一□

｜
｜
□へ

一一八

四
四

一一九

一、一一一三九

一一ロロ

一四
大
型
、
中
型
船
舶
職
員

大
型
船
舶
職
員

員
（
甲
、
乙
）

大
学
事
務
局
長

大
学
事
務
局
長
、
事
務

局
の
部
長
、
病
院
事
務

部
長
、
学
生
部
次
長
、

課
長
、
事
務
長

課
長
、
事
務
長
、
課
長

捕
佐
、
技
術
職
員
、
図

書
館
職
員

係
長
、
技
術
職
員
、
図

書
館
職
員

係
長
、
一
般
職
員
、
技

術
職
員
、
図
書
館
職
員

一一鞭襲『館雛鰍職

技
能
労
務
職
員

適
用
職
種

等

一一
等

一一一
等

同
適

用

等

一一
等

倒
適

用

等

一一
等

一一一
等

四
等

五
等

医
療
職

目
適

用

一一
等

一一一
竺蒄

四
等

テコ
等

一ハ
等

目
適

用

一一一一一

四

教
青

Ｈ
適

三

等

一一

霞》

用職 ￣

蝿
等等

等雄一迂

塗一で

一一一一一

七
□

七一

一一一一一、六一一一

一一七、〈六造

壱一一

〈、四□一一

七
、
七
四
□

九
、
’
九
□

、
一
己

、
ゼ
ロ
回

、
〈
九
九

一一一〈□

｜
ハ
ハロ

一三

一一一六一

九
三
七一一九

〈一〕〈

〈
丸
く

一一一六

一一一一一〈

’’一一一四

一一三□

一
四
□ 宝 ￣

〈
、
。
一
四

一
、
三
一
四一云

酉
四
四 □ご□

一一、四九□

一一、’一一四国ご□

、七 四
五
〈 ブ蛋寸

七
四

四
六□

四
六己

こつ－￣￣￣￣￣￣￣

一一一壱一一一

一一一、□一一〈

’一一、□｜｜〈□

三
へ
七

、
四
七
七

《
□

プＺＪ

￣￣￣￣（＝。

-上「

一一一一

四
九□垂

￣￣￣￣￣￣￣￣￣

一一一三

七
七

七
四

一一一へ、一一一一九

一一一一一一、一一一一一五

七一一

へ
、
土
〈
土

九
、
〈
三

〈
、
四
四
七

一
、
七
三
一一六

四
六
四

□、九一一〈

一一九

、□一一四

、
一
己

、七一一三

、
セ
ロ
酉

、
〈
土
五 茗

〈
ユ
ハ

ーー一声

一一一一一〈

一一一一一四

一一三□

’
四
口 圭

三
□

鰯

国
立
大
学
長

国
立
短
期
大
学
長
、
工

業
教
員
養
成
所
長
、
教

授
（
大
学
、
研
究
所
、

短
大
、
養
成
所
）

助
教
授
（
大
学
、
研
究

所
、
短
大
、
病
院
、
養

成
所
）

講
師
（
大
学
、
病
院
、

研
究
所
、
養
成
所
）

助
手
（
同
右
）

教
務
職
員

高
等
専
門
学
校
長

高
等
専
門
学
校
教
授

同
右
助
教
授

同
右
講
師

同
右
助
手

高
等
学
校
長
、
教
諭

高
等
学
校
教
諭
、
各
種

学
校
講
師

高
等
学
校
教
諭
、
実
習

助
手

薬
剤
部
長
、
薬
剤
主
任

薬
剤
主
任
、
医
療
技
術

職
員
、
Ｘ
線
技
師
、
栄
養

小
、
中
学
校
教
諭

小
、
中
学
校
教
諭
、
螺

姻

（
申
、
乙
）

大
型
、
中
型
（
甲
、

乙
、
丙
）
及
小
型
船

舶
職
員

二L

rm13
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鰄
一二

四
等

五
等

一ハ
等

同
適

用

等

一一
等

一一一
等

四
等

羽
年
度
予
算
総
数

大
学
院
学
生

大
学
専
攻
科
学
生

学
部
学
生

外
国
人
留
学
生

沖
繩
学
生

特
殊
教
育
教
員
養
成
学
生

工
業
教
員
養
成
所
学
生

短
期
大
学
生

独
立
短
大

併
設
短
大

大
学
別
科
等
学
生

高
等
専
門
学
校
学
生

高
等
学
校
生
徒

附
属
学
校
生
徒

盲
聾
学
校

養
護
学
校

高
等
学
校

中
鐸一Ｊ

校

小
ｍ
』
ｊ

Ｊ
ｌ

校

◎
学
生
、
生
徒
総
数
表

愚

区

一

分

〈
酉

〈
酉三

一九一一□

一一〈

’
三
四一□

一一一七三

三一一一□

一
四
九

麦
、
三
□
ご’’一壱

〈
一
己

酉
、
九
四
三

七
ロ
ハ

総
数

一一一四一一、ご酉一一一

一一一一、六一四

一一、一一一一一一

一一□’一一、〈酉□

’一一一一□

’一一一一夫一

一一一一□

一一、六四□

〈、一一一一□

｜
、
四
国
ロ

麦
、
セ
ハ
ロ

壱
六
□

七
、
云
己
□

一
、
九
四
□

九一一、六七ロ

ハ
□
三

四
九
□

七
、
三
一
□

’’’三、’’’九三

四
一
二
℃
□
四
口

－

－

－￣匹！ノ、＝－－．
－一

一￣

国
立
学
校

・
鰯
．
｜

感『 一一一一一一三、三へ三

一一一、〈三一

一一、一一一一一一

一一□一一一、〈四□

一一一一一□

一一一一一六

一一一一口

一一、《酉□

〈、一一一一つ

一
、
四
四
□

六
、
セ
ハ
ロ

七
六
□

七
、
六
□
□

｜
、
九
四
□

九一一、《ゼロ

ハ
ロ
三

四
九
□

壱、三一己一

一一一三、一一一九五一
四三、ご酉ご－

酉
〈
□

六一一九

一六一一

麦
、
六
九
六一一一七

〈一一一〈

垂
、
｜
□
一

七一一□

組
織
区
分

大
学
附
属

病
院

士
、
薬
剤
師

一螂辮辨跡靜額ｆⅨ
医
療
技
術
職
員

総
婦
長

総
婦
長
、
婦
長
、
看
護

婦婦
長
、
看
護
婦

看
護
婦垂
、
六
九
三ＣＣＣロロロロロロロご□ロロロロロロロ

（
予
算
人
員
）

附
置

研
究
所

七六一一一

七麦一一一ロロロロ｜ロロロロロロご□ご□ＣＣＣＣｌ

前
年
度
予
算
に
比
し
昭
和
三
十
九
年
度
予
算
に
お
い
て
増
加
し
た
と
こ
ろ
の
お
も

な
も
の
は
三
十
八
年
十
月
俸
給
表
の
改
正
に
伴
う
積
算
増
に
よ
る
主
な
増
加
の
外
各

組
織
に
お
い
て
人
件
的
経
費
に
つ
き
新
規
事
項
に
よ
る
教
官
そ
の
他
の
職
員
の
増
員

の
た
め
俸
給
手
当
な
ど
、
旅
費
の
増
加
を
合
せ
国
立
学
校
に
お
い
て
五
十
億
五
千
八

百
五
十
五
万
余
円
、
大
学
病
院
に
お
い
て
七
億
五
千
二
百
三
十
六
万
余
円
、
研
究
所

に
お
い
て
七
億
四
百
八
十
万
余
円
の
増
加
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
人
件
的
経
費
合
計
六

十
五
億
千
五
百
七
十
一
一
万
余
円
の
増
加
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
物
件
的
経
費
に
つ
い

て
は
教
官
当
校
費
積
算
単
価
一
五
％
増
加
、
学
生
当
校
費
積
算
単
価
二
○
％
増
加
、

新
規
事
項
と
し
て
学
部
の
創
設
（
医
学
部
、
薬
学
部
、
工
学
部
、
経
済
学
部
）
学
科

の
新
設
、
大
学
院
増
置
、
講
座
の
増
設
、
大
学
院
専
攻
課
程
の
増
設
、
附
置
研
究
所

の
新
設
（
三
箇
所
）
研
究
所
に
お
け
る
部
門
の
増
設
、
学
年
進
行
に
よ
る
校
費
の
増

加
、
教
育
研
究
用
設
備
の
改
善
充
実
、
こ
れ
ら
に
附
随
す
る
土
地
建
物
の
維
持
修

繕
、
各
所
新
営
費
の
増
加
を
合
せ
国
立
学
校
に
お
い
て
四
十
五
億
千
三
百
一
一
十
六
万

余
円
、
大
学
病
院
に
お
い
て
三
億
三
千
九
百
四
十
四
万
円
、
附
置
研
究
所
に
お
い
て

十
九
億
五
千
九
百
五
十
八
万
余
円
、
す
な
わ
ち
物
件
的
経
費
合
計
六
十
八
億
千
一
一
百

一
一
十
九
万
余
円
、
大
学
病
院
医
療
関
係
費
に
お
い
て
一
一
十
六
億
七
千
八
百
六
十
一
万

余
円
、
特
殊
設
備
費
に
お
い
て
は
前
年
度
に
お
い
て
設
備
の
完
了
し
た
も
の
が
多
か

っ
た
た
め
に
八
億
二
千
八
百
六
十
一
一
万
余
円
の
減
少
を
来
し
た
が
、
今
年
度
に
お
い

て
施
設
整
備
費
は
八
十
三
億
三
千
九
百
一
一
十
四
万
余
円
共
済
組
合
費
負
担
金
九
億
一
一
一

千
百
九
十
一
一
万
余
円
、
特
別
会
計
と
し
て
新
に
今
年
度
よ
り
褐
上
さ
れ
た
も
の
子
備

幼
稚

園

各
種
学
校
生
徒

衛
生
検
査
技
師
学
校

歯
科
衛
生
士
学
校

歯
科
技
工
士
学
校

診
療
Ｘ
線
技
師
学
校

着
護
学
校

助
産
婦
学
校

係
健
婦
学
校

歯
科
実
習

研
究
生
等

鰯

鶴

一一一、四一一一已

三
、
六
九
三

一一〈□

一一一口

一己五

一一一七□

四、三一一一□

一一一四□

一一Ｃ

ｌｌＣ

一
、
九
壱
六

一一一、四一一一ＣＣＣロロロロロロロ

｜
、
五
七
六

廟

□

三
、
《
五
三

一一へ□

一一一Ｃ

ｌ□三

一一一七□

酉、三一一一□

一一一四Ｃ

－－Ｃ

－－Ｃ

騨
一■

￣

￣ ￣（＝．－￣￣￣￣￣￣￣
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一色･

偲蕊１，
Ｊ国

立
学
校

一
、
人
件
的
経
費

１
俸
給
手
当

な
ど

費
と
し
て
一
億
円
、
借
入
金
に
対
す
る
利
子
と
し
て
他
の
特
別
会
計
に
繰
入
る
も
の
に
至
っ
た
。
こ
の
増
加
額
の
大
要
に
関
し
、
組
織
別
に
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
っ
て

三
千
一
一
百
五
十
万
円
等
総
計
二
百
四
十
一
一
一
億
五
千
五
百
八
十
万
余
円
の
増
加
を
示
す
い
る
。

昭
和
三
十
九
年
度
国
立
学
校
特
別
会
計
歳
出
予
算
増
加
額
総
表

（
単
位
千
円
）
△
印
減

区
分

一
、
国
立
学
校
の
分

歳
出
総
額

内
訳

人
件
的
経
費

物
件
的
費
経

》
て

の
他

医
療
関
係
費

特
殊
設
術
費

施
設
整
備
費

日
本
学
校
安
全
会
共
済
掛
金
負
担
金

国
家
公
務
員
共
済
組
合
費
負
担
金

国
債
整
理
基
金
特
別
会
計
へ
繰
入

賠
償
償
還
及
払
戻
金

予
備

費

一

鰯

－－

メ
ニー

二
、
ロ
ニ
ハ
、
三
三
一
一

四、九一一九、一一〈九

九、四一一一一、一一三三

増
加
額

学
年
進
行
に
よ
る
職
員
の
増
加
、
昭

和
三
八
、
’
○
俸
給
表
改
定
に
よ
る

増
加
、
新
規
事
項
に
よ
る
職
員
の
増

加

学
部
増
設
（
医
学
部
三
、
薬
学
部

一
、
工
学
部
一
工
学
第
二
部
一
一
、

大
学
院
、
学
部
、
専
攻
科
、
短
期
大

学
、
高
等
学
校
、
附
属
学
校
、
高
等
専

門
学
校
、
教
育
研
究
施
設
、
及
び
工
業

教
員
養
成
所
に
関
す
る
予
算
で
あ
る

分

増

加

一羽年度予算一銘年度予算
概
要 羽
年
度
予
算

一一一一九、四二九、一一一七六

続

垂
〈
、
九
七
一
、
□
一
一
三

一一一七、一九九、九一一一一

〈□六、一一一一一一ハ

ーロ、一一一一一、｜へ三

九九□、《九一一一

一一壱、一一一一一、九一一一一

一一一、三一一夫

一一一、ハーーロ、一一六三

一一一一一、三□□

一一、ロロロ

ー
ロ
ロ
、
ロ
ロ
ロ

一一

鋼
｡

（
単
位
千
円
）
△
印
減

四六、八四□、一一六一一一

四
三
、
土
ご
穴
、
七
四
〈

宕
麦
、
一
一
〈
三
、
六
八
〈

冊
年
度
予
算

一一三、一己一一一、三七□

三一一、四三三、一一一□一一一

一一一つ、一一一〈七、麦一三

一、□一一一四、｜｜ロハ

七
、
三
四
一
一
、
三
七
四

一、〈一九、一一一一九

一
八
，
九
壱
一
一
、
《
へ
三

一一一、三一一声

一一、ヘーヘハ、一一一国ご□□己

四
一
、
壱
〈
｜
、
壱
一
一

四
つ
、
九
壱
七
、
四
五
九

六六、〈七一一、酉一一一一一一

増
加
鎖

六、雪一三、七一一一一

六、〈一一一、一一九へ

△
一一二七、〈セロ

一一、六七〈、麦一一

八
ハ
ニ
ハ
、
六
二
六

〈、一一一一一一九、一一四六□

九一一二、九一一三

一一一一一、三つ□

一一、ロロロ

一
己
□
、
ロ
ロ
ロ

一一四、一一一三三、〈□六

“

蝿

国
立
学
校

五
、
□
三
〈
、
五
三
一
一

四、三一一一一、一一《九

八小一
一
三
〈
、
三
六
六つロロロロロロロ

九、四一一一一、一一三三

経
済
第
二
部
二
、
図
書
館
短
期
大

学
創
設
（
東
京
）
、
学
科
新
設
（
工

学
一
○
、
理
学
一
一
、
畜
産
一
、
電

気
通
信
一
、
外
国
語
こ
、
学
科
拡

充
改
組
（
工
学
七
、
理
学
六
）
、
農

学
体
質
改
善
七
、
講
座
増
設
（
文

科
系
八
、
理
科
系
一
一
、
農
科
系
四
、

医
科
一
○
、
歯
科
一
一
、
工
科
系
九

計
三
五
講
座
〕
学
科
目
新
設
一
一
一
一

（
文
科
系
四
、
理
科
一
一
、
農
科
九
、

工
科
六
、
体
育
こ
、
既
設
学
科
目

整
備
、
助
手
充
員
、
養
護
学
校
教

員
養
成
課
程
新
設
、
教
員
養
成
学

部
整
備
高
等
専
門
学
校
増
設
十

組
織
別

大
学
附
属

病
院

七三一一、一一一六六
ゼ
ロ
画
、
ハ
ロ
酉

一一一一一一九、四四一一
一
、
土
三
九
、
垂
へ
七

六九、’一一□四

一一、六七〈、云一一ロ
ハーーハ、六一一未

一一□’

一一一、壱七口、四一九

繭
口

上
』附
置
研
究
所

一
、
七
云
六
、
四
六
一

鰯

川

額
￣

蝿

共
通

［一つ□□ロ

ハ、一一一一一一九、一一四六□

九一一二、九一一三

一一一一一、三□□

一一、□ＣＣ

ｌ
Ｃ
□
、
□
ご
□

土
、
酉
□
三
、
六
壱
一
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愈
一ゴ

４
光
熱
水
料

５
土
地
建
物

維
持
修

繕
、
各
所

新
営

一
一
一
、
そ
の
他

６
実
習
船
関

係
費

２
旅
費

一
、
物
件
的
経
費

３
校
費

７
受
託
研
究

費
８
受
託
研
究

員
費

９
奨
学
交
付

金

鰯
一

△
一
雲
〈
、
三
云
云

△
一
三
〈
、
□
雲
□

△

一一一九、一一六一一一

四、三一一一一、一一六九

四、’一一一一一一、六九九
△

一一一六《、四口六

一一一一、一六四

四
、
云
枩
〈

酉、穴三一一

三
□
□

二
そ
の
他
教
育
施
設
の
整
備
、

附
属
学
校
の
増
設
、
学
級
の
増
加
、

研
究
施
設
の
新
設
入
説
整
備
一
四
、

等
の
職
員
増
員
に
よ
る
増
加

職
員
の
増
加
に
よ
る
増

教官当校費積算単価増咀％、学一
生
当
校
費
積
算
単
価
増
加
％｜、〈〈酉、〈一一一一一

非
実
験
を
実
験
単
価
に
改
定

一三三、〈一一壱

学
生
実
習
費
留
学
生
費
増
実
、
夷
酉

農
場
、
演
習
林
、
工
場
等
費
の
増

一
〈
【
、
壱
九
三

学
生
捕
導
関
係
費

六一、士一一一雪

一
学
年
進
行
、
新
規
事
項
増

一一一、一己□、セ’’七

人
件
的
経
費
増
加
事
項
の
外
、
大
学

院
の
増
置
、
専
攻
科
の
増
置
に
よ
る

増
加
等
に
よ
る
も
の

附
置
研
究
所
へ
移
替
の
為
減

△
三
一
一
一
、
一
一
四
四

積
算
増

積
算
増

運
航
費

食
糧
費

建
造
費

整
備
費

土
ハ
セ

△
一
一
ロ
ロ
、
一
一
一
口
□

一一一一、〈枩弍

軸
鰯

鯵
》

一〈、’’一土四

土一一一一一一、三一三

一一〈、壱三一一一、六西国

一一四、酉雪一一、堯士【

｜
、
□
一
一
九
、
三
四
〈

’一一、’’七一、酉ロロ

【〈〈、’一三垂

一一一ロゼ、酉□一一

四
一
、
Ｃ
ｌ
ｌ
Ｃ

□
六
、
□
己
□

、〈

〈□酉、一一三一一

一一四、一一四』、一一一七三

一一□、一一一一〈、九壺壱

六六一一一、’四一一

一一一、一一一一〈、一一一一一云

〈酉【、〈一一一

四
六
三
、
四
三
一

実
、

二逗

一

一

【、一一一六〈

〈
、
三
□

貝
日
本
学
校
安

全
会
費
負
担

金

大
学
附
属
病
院

一
一
、
物
件
的
経
費

３
校
賛

『
人
件
的
経
費

１
俸
給
手
当

な
ど

Ⅱ
分
万
囎
伽
伽
願
一
増
加
概
要
一
鋤
年
度
予
算
可
年
度
予
算

二
、
大
学
附
属
病
院
の
分

２
旅
賢

５
土
地
建
物

維
持
修
繕

各
所
新
営

医
療
関
係
費

６
医
療
費

７
患
者
用
品

費
８
医
療
機
器

整
備
費

９
学
用
患
者

４
光
熱
水
料露

鰯． 一一一、芒壱□、四一九

、
麦
で
〈
、
夫
一
一

、
’
三
〈
、
ヱ
ロ
〈

乞雲一一、’一一六六

亡四声、一一一四九

一一一一一一九、酉四一一

一一〈ロ、一一七一

一一六、’一一九一

一一一一一、壱〈□

□一一、一一□六

【
、
□
一
七

六
、
六
四

三
、
六
へ
〈

￣昭
和
三
八
、
一
○
俸
給
表
改
定
に
よ

る
増
加
、
新
規
事
項
に
よ
る
職
員
の

増
加診
療
科
の
新
設
、
病
床
の
増
加
、

衛
生
検
査
技
師
学
校
の
増
設
（
三
、

診
療
助
手
の
増
員
、
中
央
検
査
部
、

手
術
部
、
放
射
線
部
、
材
料
部
等

の
新
設
、
病
院
整
備

新
規
事
項
に
よ
る
職
員
の
増
加
に
伴

う
増

す
る
予
算
で
あ
る

医
学
部
、
歯
学
部
の
附
属
病
院
に
関

新
規
事
項
に
伴
う
も
の
の
増

診
療
科
の
新
設

セ
ロ
、
〈
四
六

病
床
の
増
加

三
三
、
一
一
四
四

各
種
学
校
（
衛
生
検
査
）
増

一一、土一一

中
央
各
部
新
設

声
〈
、
酉
〈
酉

業
務
整
備

一一一、□函一一一

各
所
修
繕
、
士
地
建
物
借
料
、
各
所

新
営

②

燭
一面

（
単
位
千
円
）
△
印
減

’
’一一、三一一一土、一九壱’

一己、一一一一一、一〈三

壱、一一一一一一一、七麦一一一

一一一壱、一七四

九
聿
云
、
七
壱
四

三一一九、七三一

〈
、
ロ
ユ
ハ
、
’
’
九
《

〈
、
Ｃ
酉
葬
、
六
四
四

’一一、一一一土、七一六

一
一
、
四
壱
つ
、
一
雲
〈

四一一一七、ロハ酉

一一一一一一、四壱四

四〈、六三一一

、三一
六

鰯
一卸

一
七
、
壱
六
〈
、
壱
壱
〈

壱、’一一四雲、九一一一□

で、一一一□一一一、一一九三

一一、〈ハロ、’’壱四

一
一
、
｜
〈
ユ
、
〈
〈
七

七、雲四一一、三壱四

雲、’一一六三、一一雪三

一一一一、画く六

壱〈□、’一一一一

一一一壱一一、三四三

四一口、六士’一一

一
一
七
カ
℃
六
九
四

四一一、六一一一三

三
六

，

一一

（２８）



￣

蝿

２
旅
賛

一
一
、
物
件
的
経
費

３
校
費

附
置
研
究
所

「
人
件
的
経
費

１
俸
給
手
当

な
ど

、

７６そ５４

費受係研の新維土光
託究他営持地熱
研船各建水
究関所物料

区
分
一
増
加
額

Ⅲ
患
者
食
糧

費

ｕ
生
徒
食
糧

費

三
、
附
置
研
究
所
の
分

－－

鰯

△△

麦一一、一一一□九

一
、
九
三
九
、
三
〈
七

一、〈麦一一一、九一一

一
、
老
云
云
、
四
六
一

七
□
酉
、
ハ
ロ
酉

去
四
一
一
、
酉
乘
毒

六九、一一一□四

七
三
、
三
一
一

六、一一□七

〈
土
、
三
四
云

云、一一一一・

九
□
、
〈
九
六

四
、
六
七
□

前
年
度
船
の
建
造
終
了
の
た
め
減

教
官
当
積
算
単
価
過
％
増
、
学
生
当

積
算
単
価
別
％
増

一一九四、画く一一一

新
規
事
項
の
増

九
一
七
、
一
一
九
九

特
殊
装
置
維
持
費
増

四一一一、三四九

特
別
事
業
費
増

去れ〈、一一一六

研
究
事
項
拡
大
に
伴
う
増

昭
和
三
八
、
一
○
俸
給
表
改
定
に
よ

る
増
加
、
新
規
事
項
に
伴
う
職
員
の

増
加宇
宙
航
空
研
究
所
、
原
子
炉
工
学

研
究
所
、
ア
ジ
ア
ア
フ
リ
カ
言
語

文
化
研
究
所
の
創
設
、
研
究
所
整

備
、
部
門
の
増
設
（
原
子
力
四
、

防
災
四
、
宇
宙
科
学
一
、
一
般
部

門
一
三
）
、
研
究
所
附
属
研
究
施
設

新
設
四
、
等

職
員
増
員
に
伴
う
増
加
等

附
置
研
究
所
六
七
に
要
す
る
予
算

雨年度予算一冊年度予算
増
加
概
要

侭
へ鞠．

（
単
位
千
円
）
△
印
減

一己、一一一《壱、七九三

四、□一一一一一、四《六

一一一、〈三壱、つ五九

一
七
三
、
酉
□
壱

三、一一一一六、三三一一一

四
、
土
七
六
、
□
云
云

一、□一一一一一、壱四コ

ｌ
Ｃ
Ｃ
、
九
七
四

一一〈、ロハ一一一

一
六
，
一
三
六

一
□
｜
、
九
一
一
七

一
九
四
、
麦
ご
ロ

三
雲
、
〈
へ
七

一一一一一、ご土〈

’一一、一一云云、九六六

一一一、’一一一、一三三

〈、六□一、一一一一一一四

一一一、一一一一一七、云云一一

一一一、一一一四、三天国

九四一、〈三一一一

九《、一一一□函

一〈七、一一一へ壱

九
一
、
六
六
七

九三、七一一□

一
口
三
、
□
三
四

四
九
、
七
三
七

次
に
最
近
九
箇
年
度
間
に
お
け
る
国
立
学
校
関
係
予
算
を
展
望
す
る
と
吹
表
に
示

す
よ
う
に
数
額
は
逐
年
増
加
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
投
資
額
が
国
立
学
校
の
血
と
な

り
肉
と
な
っ
て
運
営
上
に
与
え
た
影
響
が
大
き
く
所
謂
発
展
進
歩
し
て
姿
で
あ
る
こ

と
と
も
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
国
立
学
校
運
営
費
に
お
け
る
最
近
九
箇
年
度
百

分
比
に
つ
き
、
総
額
、
組
織
別
に
三
十
一
年
度
よ
り
一
一
一
十
九
年
度
に
一
旦
り
人
件
的
経

費
物
件
的
経
費
と
主
体
と
し
て
続
い
て
褐
記
し
た
。

１
事
務
費

２
学
校
施
設

費
３
病
院
施
設

費
４
不
動
産
購

入
費

一
一
、
国
家
公
務
員

共
済
組
合
負

担
金

一
一
一
、
国
債
整
理
基

金
特
別
会
計

輿貯離勵還及
払
戻
金

電
子
備
費

国
立
学
校
特

別
会
計
歳
出

総
計

国
特
殊
設
備
費

一
、
施
設
敷
備
費

共
通
合
計

区
一
分
一
増
加
額

四
、
各
組
織
に
共
通
す
る
分

縄

－

F111、△
〈
一
一
へ
、
六
一
一
六

九
、
四
二
三
、
云
宕

一
一
四
、
土
土
〈

六、四三一、三一一一四

一
、
一
一
一
雲
、
□
｜
雲

三
三
七
、
六
九
九

四、 〈、一一一一一一九、一一四六

一一一三垂、ハロ【

九一一一一、九一一三

ご
□
、
Ｃ
Ｃ
Ｃ

、
ロ
ロ
ロ

、
三
□
□

本
費
は
国
立
学
校
よ
り
移
替
え
た
も

の 昭
和
銘
年
度
ま
で
は
一
般
会
計
に
お

い
て
国
立
文
教
施
設
費
の
と
こ
ろ
特

別
会
計
の
設
置
に
よ
り
組
替
え
た
も

の
で
あ
る

前
年
度
限
り
終
了
の
も
の
あ
る
た
め

減

増
加
概
要

一
羽
年
度
予
算

蝿

一一、つＣＣ

ｌ
Ｃ
□
、
□
□
ご

’一一一、一一六六、六五《

一一一九一、夫一一《

一一一一、四四一、造一四

一一一、六六六、《六□

八一一、九一一一一

一一七、一一一一一、九一一一一

一一一一九．四三九．一一一七六

一一一、〈一一□、一
六
三

九九□、六九一一一

一一一一一、三□□

鰯（
単
位
千
円
）

ロロ

一一一、〈六一、□一一三

冊
年
度
予
算

一一三・一□一一一．三七□

一一七《、六一一〈

’
三
、
九
九
□
、
一
ハ
ロ

ーー、四三一、《四三

一一三酉、一一一一一一一

一〈、九七一一、六〈三

一一、ハハハ、一一一四□

一、へ一九℃一一一一九

￣

（２９）



綴
竜一 人

件
的
経
費

俸
給
手
当
な
ど

旅
費

物
件
的
経
費

国
立
大
学
及
び
学
校

大
学
附
属
病
院

大
学
附
置
研
究
所

施
設
整
備
費

国
債
整
理
基
金
特
別
会
計
へ
繰
入

予
備

費

国
立
学
校
職
員
共
済
組
合
負
担
金

小
計

科
学
研
究
費

在
外
研
究
員
旅
費

内
地
研
究
員
旅
費

外
国
人
留
学
生
費

沖
繩
留
学
生
賛

育
英
及
び
学
徒
援
護
関
係

小
（
一
般
会
計
）
計

〈
ロ

一一一一》Ⅲ

文
部
省
所
管
全
一
予
算

一
般
会
計
総
予
算

区分一羽年度一泥年度一”年度一鍋年度一お年度一弘年度一鍋年度一釦年度一狐年度一

（
注
）
本
会
報
十
一
一
号
以
降
に
褐
記
し
た
予
算
小
観
中
の
予
算
額
と
前
表
金
額
と
に
お
い
て
、
相
異
す
る
点
は
褐
記
し
た
後
に
お
い
て
捕
正
予
算
が
成
立
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を

◎
国
立
学
校
運
営
費
九
カ
年
度
百
分
比
（
総
表
）

三
十
九
年
度
分
は
過
年
度
と
の
比
較
対
照
上
特
別
会
計
と
な
っ
て
掲
上
さ

れ
た
施
設
整
備
費
等
を
除
き
比
を
採
っ
た
。

｡ 区鰯

合
算
し
褐
記
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

四一彗孟
。●●●

圏三三臣１％
分

％

一
三
●
六
つ

室
酉
●
三
三

｜●□三一

●
へ
〈 ◎
国
立
学
校
関
係
予
算
九
カ
年
度
表

一一》一一一十一一一一一一〉》一一》》一一一一一｛》一一十一一一
麦、《一一七、五一一一七一

一
□
、
一
一
一
云
壱
、
七
九
五
一
〈
、
六
つ
一
、
一
一
一
一
一
一
四

一一七、一一一一一、九一一一一一〈、九七一一、六〈三一一一一、一一ご土、酉一四

一一一一一、三ロロ

ー
ロ
ロ
、
□
ご
□

’一一、〈一一つ、一一表三
一一、へ〈〈、一一一四□

一一，四壱一、一一一一壱

一
一
一
一
九
、
四
三
九
、
一
一
一
七
《
一
一
三
、
｜
□
’
一
一
、
三
七
口
九
四
、
《
云
枩
、
〈
麦
四

一一一、□□七、□ご□
一
一
、
七
三七、ロロロ

ーー、三□七、ロロロ

ーー妻七、一一亡’
一一一つ、一一六□

一
九
一
、
ロ
ロ
□

一一口、枩一〈
一一□、六一へ

一
〈
、
九
一
六

一一口酉、ハゼ七一
一□一一一、七つ九

一一一一一、一一五一一一
一一一一一一、七三つ

く、九つ室、一一一一一へ｜〈、一一一一七、四一〈□｜麦、四四□、九一一九

一一一、一二・Ｊ一一刊一一一一．一一、’’一打王『三Ｊ一一一一一、一》一一一一｝イーヲゴ

特
別
会
計
施
行

胡
平
度

一美君
●｡。●

三云壼天9６

ノ
。

（
リ
ノ

六
□
●
二

三
九
●
□

一●一一一一
一一九●酉

ｒ
－
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｌ
ｒ
－
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｈ
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
ｑ
Ｉ
－
Ｉ
ｊ
１
１
Ⅱ
９
７
９
１
１
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
１
７
０
０
Ⅱ
１
１
Ⅱ
Ⅱ
０
１
０
１
０
－
Ⅱ
０
‐
９
－
－
－
－
１
｜
■
■
０
ｌ
ｂ
！
■
ｌ
Ⅱ
ｌ
ｌ
９
－
ｉ
Ｉ
Ⅱ
１
日
■
５
■
■
Ⅱ
■
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
０
１
６
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
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三
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四
●
三

口
●
九

前
表
に
よ
っ
て
最
近
九
箇
年
度
間
に
お
け
る
国
立
学
校
運
営
費
の
推
移
を
見
る
と

総
表
に
お
け
る
人
件
的
経
費
は
漸
次
比
率
の
減
少
を
き
た
し
、
物
件
的
経
費
に
お
い

て
は
僅
か
な
が
ら
も
漸
次
比
率
が
上
昇
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
大
学
の
数
の

少
な
い
過
去
の
時
代
に
お
い
て
人
件
費
物
件
費
が
半
々
と
平
衡
を
保
っ
て
お
っ
た
よ

う
に
、
平
衡
を
回
復
し
つ
つ
あ
る
傾
向
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
比
重

が
平
衡
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
確
定
し
た
原
理
原
則
が
あ
る
訳
で
は
な
い
。

史
実
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
判
断
に
到
達
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
大
学
の
数

が
少
な
い
時
代
の
比
率
の
姿
を
考
え
ま
た
そ
の
当
時
は
研
究
費
が
不
足
で
困
る
と
い

っ
た
声
は
比
較
的
少
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
し
て
半
々
と
い
う
事
実
が
常
道
で

あ
る
と
見
る
こ
と
は
あ
な
が
ち
妥
当
を
欠
く
も
の
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。
試
み
に
昔

時
の
特
別
会
計
制
度
下
に
お
か
れ
た
東
京
大
学
の
昭
和
十
年
度
経
常
歳
出
予
算
七
百

八
十
七
万
九
千
余
円
中
、
人
件
的
経
費
は
四
百
三
万
四
千
余
円
で
総
額
の
五
一
％
に

相
当
す
る
。
東
京
大
学
が
明
治
四
十
年
帝
国
大
学
特
別
会
計
法
に
よ
っ
て
定
額
政
府

支
出
金
制
度
に
お
か
れ
た
当
時
の
経
常
歳
出
予
算
百
三
十
四
万
二
千
余
円
の
中
人
件

的
経
費
は
六
十
七
万
五
千
余
円
で
歳
出
総
額
予
算
の
五
○
・
三
六
％
に
相
当
し
て
お

り
、
そ
れ
よ
り
以
降
の
年
度
に
は
多
少
の
変
化
は
あ
っ
た
が
経
常
的
経
費
の
人
件
費

物
件
費
の
割
合
は
大
体
半
々
の
状
態
を
保
っ
て
お
っ
た
。
以
上
説
述
し
た
と
お
り
平

衡
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
歴
史
的
事
実
を
基
礎
と
し
て
考
察
し
た
意
味
で
あ
る
。
大

学
に
お
け
る
研
究
的
諸
経
費
が
き
わ
め
て
不
足
で
あ
っ
て
、
眼
ま
ぐ
る
し
く
変
転
す

る
学
術
研
究
を
遂
行
す
る
の
に
支
障
を
来
し
て
い
る
と
い
う
声
が
未
だ
に
生
じ
て
い

る
。
大
学
新
制
度
以
来
き
び
し
く
巷
間
に
つ
た
え
ら
れ
る
の
は
人
の
経
費
に
即
応
す

る
物
の
経
費
の
割
合
が
充
分
に
と
れ
て
い
な
い
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
最
近
数

年
間
に
お
い
て
大
学
の
拡
張
、
学
校
の
新
設
等
に
よ
っ
て
積
算
の
基
準
が
明
確
化
さ

れ
た
よ
う
で
あ
る
の
で
研
究
費
に
つ
い
て
も
相
当
増
加
の
方
向
に
進
ん
で
お
る
こ
と

は
大
学
発
展
の
た
め
に
好
ま
し
い
現
象
で
あ
ろ
う
。
基
準
を
樹
立
し
た
以
上
は
新
設

の
分
野
に
の
み
適
用
せ
ず
過
去
に
設
け
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
も
新
基
準
を
適
用
し

て
す
っ
き
り
し
た
計
算
に
整
備
す
る
こ
と
は
絶
対
的
に
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
云
う
な
れ
ば
従
来
の
積
算
を
大
改
造
す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
古
い
も

の
は
む
し
ろ
費
用
が
多
額
に
要
す
る
こ
と
の
多
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
こ
の
整
備
は

特
別
会
計
と
し
て
の
一
般
会
計
よ
り
繰
入
る
る
財
源
の
計
算
を
明
確
化
す
る
一
つ
の

4傘
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鯛̄ 方
法
で
も
あ
ろ
う
。
数
額
が
確
定
さ
れ
る
特
別
会
計
と
し
て
は
基
準
の
確
定
は
教
育

研
究
の
特
質
を
裏
付
け
る
た
め
の
必
要
な
措
置
で
財
政
上
の
安
定
性
、
恒
久
性
の
確

保
に
き
わ
め
て
重
要
な
因
子
で
あ
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
、
折
角
特
別
会
計
法
を

制
定
し
た
以
上
一
般
会
計
よ
り
繰
入
る
る
財
源
の
法
制
化
に
一
歩
前
進
す
る
こ
と
は

今
後
の
課
題
で
あ
ろ
う
が
、
何
ら
か
の
方
途
を
も
っ
て
実
現
す
る
こ
と
が
望
ま
し

い
。
所
管
省
と
財
務
担
当
省
と
の
合
意
に
よ
る
基
準
で
も
運
行
上
は
支
障
な
ど
」
と

で
は
あ
る
け
れ
ど
も
時
々
の
情
勢
に
よ
っ
て
動
く
可
能
性
の
あ
る
方
法
を
と
ら
ず
に

基
準
法
制
化
を
建
て
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
ろ
い
ろ
の
要
素
を
含
ん
で
お
る

こ
と
で
あ
る
か
ら
至
難
な
こ
と
で
あ
ろ
う
が
学
問
教
育
事
業
を
進
め
る
た
め
の
基
礎

的
事
項
で
あ
る
か
ら
至
難
を
超
え
て
財
源
確
保
の
条
項
を
新
特
別
会
計
法
に
と
り
入

れ
る
こ
と
は
十
分
検
討
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
財
源
確
保
の
た
め
に
は
基
準
の
法

制
化
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
前
に
も
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
法
制
化
に
し
て

も
国
立
学
校
の
財
政
に
関
す
る
歴
史
的
事
実
と
統
計
的
事
実
の
噛
み
合
せ
に
よ
っ
て

あ
る
種
の
基
準
を
求
め
法
制
化
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
無
限
に
生
成
発
展
す
る
教

育
研
究
の
た
め
に
あ
ま
り
固
定
し
て
動
き
の
と
れ
な
い
よ
う
な
法
制
化
は
議
論
の
生

ず
る
こ
と
で
あ
り
、
実
状
に
沿
い
得
な
い
結
果
を
生
む
こ
と
も
あ
り
得
る
こ
と
で

き
わ
め
て
困
難
な
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
担
当
者
の
独
断
や
好
み
と
い
っ
た
こ
と
に
左

右
さ
れ
な
い
一
本
筋
の
通
っ
た
も
の
を
特
別
会
計
の
中
に
確
立
す
べ
き
こ
と
は
将
来

の
国
立
学
校
の
財
政
上
緊
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
昭
和
二
十
四
年
学
制
改
革
に
際
し

て
も
学
校
の
財
政
に
つ
い
て
は
確
固
た
る
見
透
し
も
な
く
制
度
改
革
の
み
が
先
行
し

て
今
日
に
至
っ
た
。
特
別
会
計
法
の
制
定
は
学
校
会
計
の
特
殊
性
の
た
め
に
立
法
さ

病
院

収
入

受
託
調
査
試
験
及
び
役
務
収
入

国
有
財
産
利
用
収
入
な
ど

物
品
売
払
収
入

用
途
指
定
寄
付
金
収
入

〈
ロ

計

鰯

区

分

胡
年
度
一
〃
年
度
一
邪
年
度

一
一
一
、
〈
三
妻
、
四
四
〈

一一ロロ、四七一一一

一四壱、三一一一三

〈
〈
｜
、
セ
ハ
ー

ーーーロ六、雪ロロ

一七、一一一《、一一一□七

慰
織

一
一
一
、
四
七
四
、
九
六
六

一一一六、酉九麦

一一一一三、九三一一

七一一一七、三七七

《
、
ニ
ロ
ロ

ーニ、七一一一九、六四〈

型一一

九
、
九
九
□
、
四
一
一
つ

一つ酉、一一一壱〈

一一一一一一、一一一□九

六
七
口
、
三
口
七

麦
、
七
三
〈

’一一一、ロ四一一、一一一つ一一一

六一七
口 れ
た
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
経
常
費
財
源
の
確
保
に
法
律
の
上
に
明
文
化
し
て

こ
そ
特
殊
特
別
会
計
の
意
義
が
鮮
明
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
法
律
に
は
そ
う
し

た
こ
と
は
何
等
具
体
化
し
た
点
が
な
い
こ
と
は
残
念
な
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

国
立
学
校
が
昭
和
三
十
九
年
度
か
ら
特
別
会
計
と
な
る
に
及
ん
で
予
算
内
容
等
に

お
い
て
は
大
い
に
新
方
式
の
も
と
に
表
現
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
が
何
の
変
て

つ
も
な
く
従
来
通
り
の
方
式
に
終
っ
た
。
検
討
し
た
あ
と
が
少
し
も
表
わ
れ
て
い
な

い
。
少
な
く
と
も
各
学
校
毎
の
予
算
の
内
容
が
区
分
さ
れ
て
公
表
す
る
こ
と
も
実
現

さ
れ
な
か
っ
た
。
一
考
を
煩
は
し
た
い
点
は
前
年
の
本
調
査
に
お
い
て
も
述
べ
た
こ

と
で
あ
る
。
長
年
月
に
亘
り
行
っ
て
い
る
大
学
学
校
の
経
費
の
実
態
調
査
の
結
果
を

俟
ち
実
情
と
編
成
の
合
理
化
の
一
体
を
企
図
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
や
が
て
は
極
手

を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
逐
年
予
算
を
増
加
す
る
た
め
の
改
善
方
策
は

と
ら
れ
て
い
る
が
満
足
す
べ
き
情
態
を
生
む
ま
で
に
は
相
当
の
年
月
を
要
す
る
で
あ

ろ
う
。
財
政
的
に
恵
ま
れ
た
環
境
の
も
と
に
研
究
に
従
事
す
る
こ
と
の
で
き
る
時
代

の
早
急
に
来
る
こ
と
を
望
ん
で
お
る
の
は
研
究
者
ば
か
り
で
は
な
い
、
科
学
の
振
興

の
波
に
の
っ
て
理
工
系
に
お
け
る
拡
充
発
展
は
ぐ
ん
ぐ
ん
進
ん
で
お
る
が
、
大
学
全

体
を
考
慮
し
人
文
系
統
に
対
す
る
研
究
費
の
強
化
と
水
準
の
引
上
げ
を
図
る
こ
と
を

お
ろ
そ
か
に
す
べ
き
で
は
な
い
、
均
等
で
な
く
と
も
平
衡
を
失
わ
ぬ
よ
う
配
慮
し
抜

本
的
改
善
を
加
え
る
こ
と
も
大
学
管
理
運
営
上
極
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。

特
別
会
計
以
前
に
お
け
る
国
立
学
校
関
係
歳
入
予
算
の
最
近
八
箇
年
度
間
に
関
す

る
も
の
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
（
一
般
会
計
文
部
省
主
管
歳
入
）

（
単
位
千
円
）

記
年
度
一
弘
年
度
一
詔
年
度
一
躯
年
度

一一、□一九、一一一九□

四
口
、
〈
七
□

芒
、
□
九
三
、
’
’
二
四

五
一
、
□
画
く

一一七、七九一一一

三
四
三
、
三
一
〈

｜｜、三三三

九、土一一一、四一一〈

綴

鶴
一

一
一
、
□
一
室
、
酉
〈
七

四□、一一一九六

六、九三四、六一一一一

七一一一、一一一九一一

九一一一、一一九三

四
〈
六
、
ハ
ロ
〈

一一、一一一一一九

九、六六六、一一一一一つ

夫、□一一一〈、’一一九一一一

四四、一一一□一一

ハロ、□七一一

三〈土、一一一〈函

云
〈
つ

く
、
六
九
四
、
麦
ロ
ロ

一、力ご－、一一一七一一一一一
四□、一一一九麦

三、三一一一、七一一一〈

四一一、三一一一六

七
〈
、
七
三
九

六一一、七一一一一一一

麦、一一四□

〈
、
こ
れ
土
、
九
四
□

一、へ□七、二一一一〈

函□、一一一九六

綴

綴
一

3１

三、□〈土、一一七一

一一一一一一、三〈九’

三
六
、
三
三
〈
》

七
三
九
、
三
六
一

一一九□

七、麦七一一「六一一七

一、末九四、四つ一一

一一一九、九三六

年
度

２）
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111m，

特
殊
教
育
教
員
養
成

看
護

助
産
婦

保
健
婦

診
療
Ｘ
線
技
師

衛
生
検
査
技
師

歯
科
衛
生
師

歯
科
技
工
士

教
育
及
研
究
施
設

国
立
学
校
設
置
法
に
よ
る
も
の
（
昭
和
一
一
四
、
法
律
第
一
五
○
号
）

大
学
一
一
章
の
一
三
条
一
項

学
部
三
条
一
項

専
攻
科
学
校
教
育
法
五
七
条

別
科
同
右

大
学
院
三
条
の
一
一

研
究
科
昭
一
一
八
、
政
令
五
一
号

短
期
大
学
一
一
一
条
の
三

独
立
一
項

併
設
一
一
項

高
等
専
門
学
校
一
一
章
の
一
一
七
条
の
一
一

高
等
学
校
三
章
八
条

附
属
学
校
一
一
条
二
項

小
学
校
施
行
令
一
条
１
，
２
項

中
学
校
同
右

高
等
学
枝
施
行
令
一
条
１
，
２
，
３
項

幼
稚
園
施
行
令
一
条
１
，
２
項

盲
、
灘
学
校
同
右

養
護
学
校
同
右

各
種
学
校
学
校
教
育
法
八
三
条
施
行
規
則

六
条
の
四

病
侭

院 ◎
大
学
学
部
学
校
病
院
研
究
所
等
数
表
（
胡
年
度
）

法
五
条
、
施
行
規
則
十
四
条
、

十
六
条
、
一
一
十
条
、
一
一
十
四
条

又
一
人
台
ｘ
お
ｒ
当
寸
で
汗
｜
尚
Ｐ
割

1鍼

關

〈一一一

一一九六

函
□’’一一

■■■■■■■■

一

一

七一一

一六三一一

（一一一六）

（
〈
）

（’一一）

一一一一四

一□三一一

』

（
七
三
）

（
七
九
）

（一一一）

（一一一二）

（一一）

（一己） 一四
一一三

一一一

慰

愚
4

一一一六〈

一一一七

壱
二

七
九一六

一一一三一一

一□

六
□一一一一七一一

＝にゴムＬ

九
□

（一一一）

（
｜
造
）

（
｜
）

（
土
）

（
九
）

（
一
）

（一一）

一一一一一

（
六
□
）－

－

－

－

－

茜 F;ﾐｶ

￣

L

rlm9》

プ竜 ブ滝

七一一

一一五六

一三三一壱

四一〈

一一一一

一一九六

一一一一一

一一一六〈

一一一七

七
三

七
九一六

一一一五一一

一口

六一一一一一七

一一五

ニト色プ西

（３３）



騨
一 一

備
考
一
、
前
表
中
（
）
内
の
数
は
系
統
別
又
は
所
属
別
に
分
類
し
た
場
合
の
も
の
で
あ
る
。

一
本
稿
の
初
め
に
お
い
て
説
明
を
試
み
た
昭
和
三
十
九
年
四
月
公
布
さ
れ
た
国
立
学

費
、
奨
学
交
付
金
、
借
入
金
の
償
還
金
及
び
利
子
、
｜
時
借
入
金
の
利
子
そ
の
他

校
特
別
会
計
法
及
同
施
行
令
を
参
照
の
便
と
す
る
た
め
次
に
褐
記
し
た
。

の
諸
費
を
も
っ
て
歳
出
と
す
る
。

◎
国
立
学
校
特
別
会
計
法

２
前
項
に
規
定
す
る
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
金
は
、
予
算
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
ょ

法
律
第
五
十
五
号
昭
和
三
十
九
年
四
月
三
日

り
、
繰
り
入
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
設
置
）

（
歳
入
歳
出
予
定
計
算
書
の
作
成
及
び
送
付
）

第
一
条
国
立
学
校
（
国
立
学
校
設
置
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
五
十
号
）
第
第
四
条
文
部
大
臣
は
、
毎
会
計
年
度
、
こ
の
会
計
の
歳
入
歳
出
予
定
計
算
書
を
作

〉
一
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
学
校
及
び
国
立
工
業
教
員
養
成
所
の
設
置
等
に
関

成
し
、
大
蔵
大
臣
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
臨
時
措
置
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
八
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定

（
歳
入
歳
出
予
算
の
区
分
）

す
る
国
立
工
業
教
員
養
成
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
）
の
充
実
に
資
す
る
と
と
も
第
五
条
こ
の
会
計
の
歳
入
歳
出
予
算
は
、
歳
入
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
性
質
に
従
っ

に
、
そ
の
経
理
を
明
確
に
す
る
た
の
、
特
別
会
計
を
設
置
し
》
一
般
会
計
と
区
分

て
款
及
び
項
に
、
歳
出
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
目
的
に
従
っ
て
項
に
区
分
す
る
。

し
て
経
理
す
る
。

（
予
算
の
作
成
及
び
提
出
）

第二条この会計は、文部大臣が、法令で定めるところに従い、管理す第六条内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予
（
管
理
）

算
と
と
も
に
、
国
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
前
項
の
予
算
に
は
、
第
四
条
に
規
定
す
る
歳
入
歳
出
予
定
計
算
書
を
添
附
し
な

る
。（
歳
入
及
び
歳
出
）

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
条
こ
の
会
計
に
お
い
て
は
、
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
金
、
授
業
料
、
入
学
料
、

（
借
入
金
）

検
定
料
、
病
院
収
入
、
積
立
金
か
ら
の
受
入
金
、
借
入
金
、
財
産
処
分
収
入
、
寄
第
七
条
こ
の
会
計
に
お
い
て
、
国
立
学
校
の
附
属
病
院
の
施
設
費
を
支
弁
す
る
た

附
金
及
び
附
属
雑
収
入
を
も
っ
て
そ
の
歳
入
と
し
、
国
立
学
校
の
運
営
費
、
施
設

め
必
要
が
あ
る
と
き
催
こ
の
会
計
の
負
担
に
お
い
て
、
借
入
金
を
す
る
こ
と
が

｜
臨
海
実
験
所

（一一一一）

壬
臨
潮
実
験
所

（
一
）

一
農

場
（一一一一一）

－
漬
習
林

（一一一一）

一
槙
・
物
園

（一一一）

一
牧

場
（一一）

一
家
畜
病
院

（
一
□
）

｜
練
習
船

（七）

研
究
施
設

（一一一）
（〈一一）

研
究
所
法
四
条
１
，
２
項

（土）
（室〈）

一
国
立
工
業
教
員
養
成
所
の
設
置
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
に
よ
る
も
の
（
昭
和
一
一
一
六
、
法
律
第
八
七
号
）

工
業
教
員
養
成
所

霞

妙
．
鯛

／■、

ごB〉̄

鰯

騨
一

一一一一

一一一一一

一一一一一一口七一
九四一鯵

鱸̄ 六
七

一一一一一

一一一・一・一一一一一壱一□

九
四

六
七 －

－

－

－

（３４）



－

F1111、
で
き
る
彦

２
前
項
の
規
定
に
よ
る
借
入
金
の
限
度
額
に
つ
い
て
は
、
予
算
を
も
っ
て
、
国
会

の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
借
入
限
度
の
繰
越
し
）

第
八
条
こ
の
会
計
に
お
い
て
、
借
入
金
の
借
入
れ
に
つ
い
て
国
会
の
議
決
を
経
た

金
額
の
う
ち
、
当
該
年
度
に
お
い
て
借
入
れ
を
し
な
か
っ
た
金
額
が
あ
る
と
き

は
、
当
該
金
額
を
限
度
と
し
て
、
か
つ
、
歳
出
予
算
の
繰
越
額
の
財
源
と
し
て
必

要
な
金
額
の
簡
囲
内
で
、
翌
年
度
に
お
い
て
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
借
入

金
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

Ｃ
時
借
入
金
等
）

第
九
条
こ
の
会
計
に
お
い
て
、
支
払
上
現
金
に
不
足
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
会
計

の
負
担
に
お
い
て
、
｜
時
借
入
金
を
し
、
又
国
庫
余
裕
金
を
繰
り
替
え
て
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

２
前
項
の
規
定
に
よ
る
一
時
借
入
金
及
び
繰
替
金
は
、
当
該
年
度
の
歳
入
を
も
っ

て
償
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
一
時
借
入
金
及
び
繰
替
金
の
限
度
額
に
つ
い
て
は
、
予

算
を
も
っ
て
、
国
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
借
入
金
及
び
一
時
借
入
金
の
借
入
れ
及
び
償
還
の
事
務
）

第
十
条
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
借
入
金
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
る
一
時
借
入
金
の

借
入
れ
及
び
償
還
に
関
す
る
事
務
は
、
大
蔵
大
臣
が
行
な
う
。

（
国
債
整
理
基
金
特
別
会
計
へ
の
繰
入
れ
）

第
十
一
条
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
借
入
金
の
償
還
金
及
び
利
子
並
び
に
第

九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
一
時
借
入
金
の
利
子
に
相
当
す
る
金
額
は
、
毎
会
計

年
度
、
国
債
整
理
基
金
特
別
会
計
に
繰
り
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
剰
余
金
の
積
立
て
等
）

第
十
二
条
こ
の
会
計
に
お
い
て
、
毎
会
藝
凹
牛
度
の
歳
入
歳
出
の
決
算
上
剰
余
金
を

生
じ
た
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
積
立
金
と
し
て
積
み
立
て
、
な

お
、
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
翌
年
度
の
歳
入
に
繰
り
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
こ
の
会
計
に
お
い
て
、
毎
会
計
年
度
の
歳
入
歳
出
の
決
算
上
不
足
を
生
じ
た
こ

と
き
は
、
積
立
金
か
ら
こ
れ
を
補
足
す
る
も
の
と
す
る
。

繍

綴
・
鞠

３
こ
の
会
計
の
積
立
金
は
、
国
立
学
校
の
施
設
の
整
備
の
財
源
に
充
て
る
た
め
必

要
が
あ
る
と
き
は
、
予
算
で
定
め
る
金
額
を
限
り
、
こ
の
会
計
の
歳
入
に
繰
り
入

れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
こ
の
会
計
の
積
立
金
は
、
資
金
運
用
部
に
預
託
し
て
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
歳
入
歳
出
決
定
計
算
書
の
作
成
及
び
送
付
）

第
十
三
条
文
部
大
臣
は
、
毎
会
計
年
度
、
歳
入
歳
出
予
定
計
算
書
と
同
一
の
区
分

に
よ
り
、
こ
の
会
計
の
歳
入
歳
出
決
定
計
算
書
を
作
成
し
、
大
蔵
大
臣
に
送
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
歳
入
歳
出
決
算
の
作
成
及
び
提
出
）

第
十
四
条
内
閣
は
、
毎
会
計
年
度
、
こ
の
会
計
の
歳
入
歳
出
決
算
を
作
成
し
、
一

般
会
計
の
歳
入
歳
出
決
算
と
と
も
に
、
国
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
前
項
の
歳
入
歳
出
決
算
に
は
、
前
条
に
規
定
す
る
歳
入
歳
出
決
定
計
算
書
を
添

附
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
余
裕
金
の
預
託
）

第
十
五
条
こ
の
会
に
お
い
て
、
支
払
上
現
金
に
余
裕
金
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を

資
金
運
用
部
に
預
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
支
出
未
済
額
の
繰
越
し
）

第
十
六
条
こ
の
会
計
に
お
い
て
、
支
払
義
務
の
生
じ
た
歳
出
金
で
、
当
該
年
度
の

出
納
の
完
結
ま
で
に
支
出
済
み
と
な
ら
な
か
っ
た
も
の
に
係
ｂ
歳
出
予
算
は
、
翌

年
度
に
繰
り
越
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
文
部
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
繰
越
し
を
し
た
と
き
は
、
大
蔵
大
臣
及
び

会
計
検
査
院
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
繰
越
し
を
し
た
と
き
は
、
当
該
経
費
に
つ
い
て
は
、
財

政
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
一
一
一
十
四
号
）
第
一
一
一
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

予
算
の
配
賦
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
必
要
と
し
な
い
。

（
委
任
経
理
）

第
十
七
条
国
立
学
校
に
お
け
乙
奨
学
を
目
的
と
す
る
寄
附
金
を
受
け
た
場
合
に
お

い
て
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
文
部
大
臣
は
、
当
該
寄
附
金
に
相
当
す
る
金
額
を
国

立
学
校
の
学
長
、
又
は
校
長
に
交
付
し
、
そ
の
経
理
を
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

愚
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（
実
施
規
定
）

第
十
八
条
こ
の
法
律
の
実
施
の
た
め
の
手
続
そ
の
他
そ
の
執
行
に
つ
い
て
必
要
な

事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

附
則

１
こ
の
法
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十
九
年
度
の
予
算
か
ら
適
用

す
る
。

２
昭
和
三
十
八
年
度
に
お
け
る
一
般
会
計
の
歳
出
予
算
の
う
ち
、
文
部
省
所
管
の

国
立
学
校
に
係
る
経
費
で
財
政
法
第
十
四
条
の
一
一
一
第
一
項
又
は
同
法
等
四
十
一
一
条

た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
繰
越
し
を
必
要
と
す
る
も
の
は
、
こ
の
会
計
に
繰
り
越

し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
前
項
の
規
定
に
よ
り
繰
越
し
を
し
た
と
き
は
、
財
政
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に

よ
り
昭
和
三
十
九
年
度
の
一
般
会
計
の
歳
入
に
繰
入
れ
る
べ
き
昭
和
三
十
八
年
度

の
同
会
計
の
歳
入
歳
出
の
決
算
上
の
剰
余
金
の
う
ち
、
前
項
の
繰
越
額
に
相
当
す

る
金
額
は
、
こ
の
会
計
の
昭
和
三
十
九
度
の
歳
入
に
繰
り
入
れ
る
も
の
と
す
る
。

４
昭
和
三
十
九
年
四
月
一
日
に
お
い
て
一
般
会
計
に
所
属
す
る
資
産
及
び
負
債
で

国
立
学
校
に
係
る
も
の
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
》
こ
の
会
計
に
帰
属

す
る
も
の
と
す
る
。

５
こ
の
法
律
施
行
の
際
に
お
け
る
大
学
及
び
学
校
資
金
（
公
債
金
特
別
会
計
法
外

四
法
律
の
廃
止
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
一
一
年
法
律
第
四
十
一
一
号
）
第
十
条

第
二
項
に
規
定
す
る
資
金
を
い
う
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
一

の
会
計
の
積
立
金
に
組
み
入
れ
る
も
の
と
す
る
。

６
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
こ
の
会
計
に
帰
属
し
た
国
有
財
産
で
こ
の
法
律
施
行

後
に
お
い
て
引
き
続
き
一
般
会
計
の
使
用
に
供
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
昭
和

一
一
一
十
九
年
度
に
限
り
無
償
と
し
て
整
理
す
る
も
の
と
す
る
。

７
一
般
会
計
所
属
の
国
有
財
産
を
国
立
学
校
の
用
に
供
す
る
た
め
、
こ
の
会
計
に

所
管
換
若
し
く
は
、
所
属
巷
（
以
下
次
項
に
お
い
て
「
所
管
換
等
」
と
い
う
Ｊ

を
し
、
又
は
使
用
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
分
の
間
、
無
償
と
し
て
整
理
す

る
も
の
と
す
る
。

８
こ
の
会
計
に
お
い
て
、
前
項
の
所
管
換
等
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
会

計
所
属
の
国
有
財
産
を
当
該
所
管
換
等
を
し
た
各
省
各
庁
に
係
る
一
般
会
計
所
属

鰯

籔
鰯
と

の
行
政
財
産
と
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
所
管
換
等
を
す
る
と
き
は
、
政
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
無
償
と
し
て
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

９
公
債
金
特
別
会
計
法
外
四
法
律
の
廃
止
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
一
条
削
除

Ⅲ
退
職
職
員
に
支
給
す
る
退
職
手
当
支
結
の
財
源
に
充
て
る
た
め
の
特
別
会
計
等

か
ら
す
る
一
般
会
計
へ
の
繰
入
及
び
納
付
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

第
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
資
金
運
用
部
特
別
会
計
」
の
下
に
「
国
立
学
校
特
別
会
計
」
を
加

え
る
。

ｕ
文
部
省
設
置
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
十
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
三
の
二
国
立
学
校
特
別
会
計
の
経
理
を
行
な
う
こ
と
。

◎
国
立
学
校
特
別
会
計
法
施
行
令

政
令
第
百
十
二
号
昭
和
三
十
九
年
四
月
三
日

内
閣
は
、
国
立
学
校
特
別
会
計
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
五
十
五
号
）
第
十
一
一

条
第
一
項
、
第
十
八
条
並
び
に
附
則
第
四
項
、
第
五
項
及
び
第
八
項
並
び
に
会
計
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
一
一
一
十
五
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を

制
定
す
る
。

（
歳
入
歳
出
予
定
計
算
書
等
）

第
一
条
国
立
学
校
特
別
会
計
の
歳
入
歳
出
予
定
計
算
書
は
、
歳
入
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
性
質
に
従
っ
て
、
そ
の
金
額
を
款
項
に
区
分
し
、
更
に
各
項
の
金
額
を
各
目

に
区
分
し
、
見
積
り
の
理
由
及
び
計
算
の
基
づ
く
と
こ
ろ
を
示
し
、
歳
出
に
あ
っ

て
は
、
そ
の
金
額
を
事
項
別
に
区
分
し
、
経
費
要
求
の
説
明
、
当
該
事
項
に
対
す

る
項
の
金
額
等
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
こ
の
会
計
の
継
続
費
要
求
書
は
、
継
続
費
に
つ
い
て
、
事
項
ご
と
に
そ
の
必
要

の
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
経
費
の
総
額
、
年
割
額
へ
当
該
事
項

に
対
す
る
項
の
金
額
等
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

鰯

鰹
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）
の
会
計
の
繰
越
明
許
費
要
求
書
は
、
繰
越
明
許
費
に
つ
い
て
、
事
項
ご
と
に

そ
の
必
要
の
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
繰
越
し
を
必
要
と
す
る
経
費
の

項
の
名
称
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
こ
の
会
計
の
国
庫
債
務
負
担
行
為
要
求
書
は
、
国
庫
債
務
負
担
行
為
に
つ
い

て
、
事
項
ご
と
に
そ
の
必
要
の
理
由
を
明
ら
か
に
し
、
か
つ
、
こ
れ
を
す
る
年
度

及
び
債
務
負
担
の
限
度
額
を
明
ら
か
に
し
、
ま
た
、
必
要
に
応
じ
、
こ
れ
に
基
づ

い
て
支
出
を
す
べ
き
年
度
、
年
限
又
は
年
割
額
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
こ
の
会
計
の
歳
入
歳
出
予
定
計
算
書
に
は
、
こ
の
会
計
の
歳
入
歳
出
の
予
定
全

体
に
関
す
る
説
明
を
附
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
こ
の
会
計
の
歳
入
歳
出
予
定
計
算
書
、
継
続
響
要
求
書
、
繰
越
明
許
費
要
求
書

及
び
国
庫
債
務
負
担
行
為
要
求
書
は
、
予
算
決
算
及
び
会
計
令
（
昭
和
二
十
二
年

勅
令
第
百
六
十
五
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
Ｊ
第
十
一
条
第
五
項
の
規
定
の
例

に
よ
り
、
大
蔵
大
臣
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
前
項
に
規
定
す
る
書
類
に
は
、
予
算
総
則
に
規
定
す
る
必
要
が
あ
る
事
項
に
関

す
る
調
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
歳
入
歳
出
予
定
額
各
目
明
細
書
）

第
二
条
文
部
大
臣
は
、
大
蔵
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
歳
入
歳
出
予
算
に

基
づ
き
歳
入
歳
出
予
定
額
各
目
明
細
書
を
、
継
続
費
に
基
づ
き
継
続
費
予
定
額
各

目
明
細
書
を
作
成
し
、
予
算
が
国
会
に
提
出
さ
れ
た
後
、
直
ち
に
大
蔵
大
臣
に
送

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
前
項
に
規
定
す
る
歳
入
歳
出
予
定
額
各
目
明
細
書
及
び
継
続
費
予
定
額
各
目
明

細
書
は
、
各
項
の
金
額
を
各
目
に
区
分
し
必
要
に
応
じ
、
更
に
各
目
の
金
額
を
細

分
し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
計
算
の
基
づ
く
と
こ
ろ
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
前
項
の
規
定
に
よ
る
目
の
区
分
及
び
各
目
の
細
分
は
、
文
部
大
臣
が
大
蔵
大
臣

に
協
議
し
て
定
め
る
。

（
支
払
元
受
高
）

第
三
条
こ
の
会
計
に
お
い
て
は
、
当
該
年
度
の
収
納
済
歳
入
額
並
び
に
国
立
学
校

特
別
会
計
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
一
時
借

入
金
及
び
繰
替
金
を
も
っ
て
支
払
元
受
高
と
し
、
歳
出
を
支
出
す
る
に
は
、
こ
の

支
払
元
受
高
を
超
過
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

よ￣
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（
積
立
金
の
繰
替
え
使
用
）

第
四
条
こ
の
会
計
に
お
い
て
、
支
払
上
現
金
に
不
足
が
あ
る
と
き
は
、
文
部
大
臣

は
、
大
蔵
大
臣
の
承
認
を
経
て
、
積
立
金
に
属
す
る
現
金
を
前
条
の
支
払
元
受
高

に
繰
り
替
え
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
繰
替
え
使
用
を
し
た
金
額
は
、
当
該
年
度
の
出
納
の
完
結

ま
で
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
資
金
の
前
渡
）

第
五
条
支
出
官
は
、
隔
地
に
置
か
れ
て
い
る
国
立
大
学
の
学
部
、
国
立
大
学
に
附

置
さ
れ
た
研
究
所
、
国
立
大
学
の
学
部
に
附
属
し
て
設
置
さ
れ
た
病
院
そ
の
他
国

立
学
校
の
施
設
で
大
蔵
大
臣
の
指
定
す
る
も
の
に
係
る
経
費
の
う
ち
、
燃
料
費
、

光
熱
水
料
、
食
糧
費
、
医
療
費
及
び
教
育
研
究
用
の
機
械
器
具
購
入
費
に
つ
い
て

は
、
所
属
の
出
納
官
吏
に
資
金
の
前
渡
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
積
立
金
の
積
立
て
）

第
六
条
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
積
立
金
の
積
立
て
は
、
毎
会
計
年
度

の
決
算
上
の
剰
余
金
に
つ
い
て
、
当
該
年
度
の
収
納
済
額
が
歳
入
予
算
の
額
を
こ

え
て
い
る
場
合
に
お
い
て
当
該
こ
え
た
金
額
（
予
算
総
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
経
費
の
増
加
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
こ

え
た
金
額
か
ら
、
経
費
の
増
加
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
金
額
を
控
除
し
た

金
額
に
相
当
す
る
金
額
）
を
限
度
し
て
行
な
う
も
の
と
す
る
。

２
前
項
の
積
立
金
の
計
算
に
関
す
る
細
目
は
、
文
部
大
臣
が
大
蔵
大
臣
に
協
議
し

て
定
め
る
。

（
歳
入
歳
出
決
定
計
算
書
の
送
付
期
限
）

第
七
条
こ
の
会
計
の
歳
入
歳
出
決
定
計
算
書
及
び
債
務
に
関
す
る
計
算
書
は
、
翌

年
度
の
七
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
大
蔵
大
臣
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
い
。

２
こ
の
会
計
の
継
続
費
決
算
報
告
書
は
、
当
該
継
続
費
の
年
割
額
の
最
後
の
支
出

の
属
す
る
年
度
の
歳
入
歳
出
決
定
計
算
書
と
と
も
に
大
蔵
大
臣
に
送
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
委
任
経
理
の
実
施
細
目
）

第
八
条
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
委
任
経
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
文
部
大

臣
が
大
蔵
大
臣
に
協
議
し
て
定
め
る
。

￣
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（
文
部
省
の
帳
簿
）

第
九
条
文
部
省
に
お
い
て
は
、
日
記
簿
、
原
簿
及
び
補
助
簿
を
備
え
、
こ
の
会
計

に
関
す
る
一
切
の
計
算
を
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
条
文
部
省
に
お
い
て
は
前
条
及
び
令
第
百
三
十
条
に
規
定
す
る
帳
簿
の
ほ

か
、
支
払
元
受
高
差
引
簿
を
備
え
、
こ
れ
に
支
払
元
受
高
、
支
出
済
歳
出
額
及
び

残
額
を
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
支
出
官
の
帳
簿
）

第
十
一
条
支
出
官
は
、
令
第
百
三
十
三
条
及
び
第
百
一
一
一
十
四
条
に
規
定
す
る
帳
簿

の
ほ
か
、
支
払
元
受
高
差
引
簿
を
備
え
、
こ
れ
に
支
払
元
受
高
支
出
済
歳
出
額

及
び
残
額
を
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
帳
簿
の
様
式
及
び
記
入
の
方
法
）

第
十
二
条
前
三
条
に
規
定
す
る
帳
簿
の
様
式
及
び
記
入
の
方
法
は
、
大
蔵
大
臣
が

定
め
る
。

附
則

１
こ
の
政
令
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十
九
年
度
の
予
算
か
ら
適
用

す
る
。

２
法
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
こ
の
会
計
に
帰
属
す
る
資
産
及
び
負
債
の
範

囲
、
帰
属
の
時
期
そ
の
他
帰
属
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
文
部
大
臣
が
大
蔵
大
臣

に
協
議
し
て
定
め
る
。

３
法
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
大
学
及
び
学
校
資
金
の
こ
の
会
計
の
積
立
金
へ

の
組
入
れ
は
、
昭
和
三
十
九
年
四
月
三
十
日
に
行
な
う
も
の
と
す
る
。

４
法
附
則
第
八
項
の
所
管
換
等
は
、
法
附
則
第
七
項
の
所
管
換
等
と
お
お
む
ね
同

一
の
時
期
に
行
な
う
場
合
に
限
り
、
か
つ
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
こ
の
会
計
に
お

い
て
所
管
換
等
を
受
け
た
財
産
の
価
額
に
文
部
等
臣
が
大
蔵
大
臣
に
協
議
し
て
定

め
る
金
額
を
加
算
し
た
金
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
大
学
及
び
学
校
資
金
の
運
用
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
六
十

号
）
は
、
昭
和
三
十
九
年
五
月
一
日
に
廃
止
す
る
。

６
国
有
財
産
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
二
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

騨
一

急

色

綴
織
一
一

二
十
三
国
立
学
校
特
別
会
計

７
文
部
省
組
織
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
三
百
八
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
第
六
号
を
七
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
篇
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り

下
げ
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
国
立
学
校
特
別
会
計
の
経
理
を
行
な
う
こ
と
。

昭
和
三
九
、
四
文
部
省
令
第
十
四
号
を
も
っ
て
、
国
立
学
校
特
別
会
計
法
施
行

令
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
奨
学
寄
附
金
委
任
経
理
事
務
取
扱
規
則
が
次
の
よ

う
に
定
め
ら
れ
た
。

奨
学
寄
附
金
委
任
経
理
事
務
取
扱
規
則

文
部
省
令
第
十
四
号
昭
和
三
十
九
年
四
月
一
一
十
三
日

（
趣
旨
）

第
一
条
国
立
学
校
（
国
立
学
校
設
置
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
五
十
号
）
第

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
学
校
及
び
国
立
工
業
教
員
養
成
所
の
設
置
等
に
関

す
る
臨
時
措
置
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
八
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定

す
る
国
立
工
業
教
員
養
度
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
）
に
お
け
る
国
立
学
校
特
別
会

計
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
五
十
五
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
奨
学
を
目

的
と
す
る
寄
附
金
（
以
下
「
奨
学
寄
附
金
」
と
い
う
Ｊ
の
交
付
及
び
経
理
に
つ

い
て
は
、
他
の
法
令
で
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。
（
奨
学
寄
附
金
の
交
付
及
び
経
理
の
委
任
）

飴
二
条
文
部
大
臣
は
、
奨
学
寄
附
金
で
次
の
各
号
に
掲
げ
る
経
費
に
充
て
る
べ
き

も
の
は
、
当
該
金
額
を
関
係
の
国
立
学
校
の
長
（
当
該
国
立
学
校
が
併
設
又
は
附

置
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
併
設
又
は
附
置
す
る
国
立
学
校
の
長
を
い

う
）
に
交
付
し
、
そ
の
経
理
を
委
任
す
る
も
の
と
す
る
。

一
、
学
生
又
は
生
徒
に
貸
与
又
は
結
与
す
る
学
資

二
、
学
生
又
は
生
徒
に
貸
与
又
は
給
与
す
る
図
書
、
機
械
、
器
具
及
び
標
本
等
の

購
入
費

三
、
学
術
研
究
に
要
す
る
経
費

四
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
教
育
研
究
の
奨
励
を
目
的
と
す
る
経
費

２
文
部
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
経
費
の
使
途

鰯

醗
今
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を
明
ら
か
に
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

（
委
任
経
理
金
受
払
報
告
書
）

（
出
細
官
吏
の
任
命
）

第
七
条
国
立
学
校
の
長
は
、
毎
会
計
年
度
、
そ
の
経
理
に
係
る
委
任
経
理
金
に
つ

第
三
条
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
理
を
委
任
さ
れ
た
国
立
学
校
の
長
（
以
下

い
て
、
別
紙
様
式
に
よ
る
委
任
経
理
金
受
払
報
告
書
を
作
成
し
、
翌
年
度
の
五
月

「
国
立
学
校
の
長
」
と
い
う
）
は
、
出
納
官
吏
を
命
じ
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
交

三
十
一
日
ま
で
に
文
部
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

付
を
受
け
た
現
金
（
以
下
「
委
任
経
理
金
」
と
い
う
）
の
出
納
保
管
を
さ
せ
な
け

附
則

れ
ば
な
ら
な
い
。

１
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十
九
年
四
月
三
日
か
ら
適
用

（
委
任
経
理
金
の
受
払
）

す
る
。

第
四
条
出
納
官
吏
の
行
な
う
委
任
経
理
金
の
受
入
れ
及
び
払
出
し
は
、
国
立
学
校
２
奨
学
寄
附
金
委
任
経
理
事
務
取
扱
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
姉
綱
省
令
第
一
号
）

の
長
の
命
令
に
基
づ
い
て
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
吃

は
、
廃
止
す
る
。

（
委
任
経
理
金
の
使
途
及
び
そ
の
変
更
等
）

３
昭
和
一
一
一
十
九
年
四
月
三
日
に
お
い
て
、
現
に
廃
止
前
の
奨
学
寄
附
金
委
任
経
理

第
五
条
国
立
学
校
の
長
は
、
委
任
経
理
金
の
交
付
を
受
け
た
と
き
は
、
第
二
条
第

事
務
取
扱
規
則
の
規
定
に
よ
り
国
立
学
校
の
長
に
そ
の
経
理
を
委
任
さ
れ
て
い
る

一
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
さ
れ
た
使
途
に
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

奨
学
寄
附
金
の
支
払
残
額
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
も
の
と
み
な

当
該
使
途
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
文

す
。
（
様
式
省
略
）

部
大
臣
の
承
認
を
得
て
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
委
任
経
理
金
を
他

今
回
の
国
立
学
校
特
別
会
計
法
と
昔
時
に
施
行
さ
れ
た
学
校
に
関
す
る
特
別
会
計

の
奨
学
の
使
途
に
使
用
し
又
は
他
の
国
立
学
校
に
移
し
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

法
等
と
の
大
要
に
関
し
、
次
の
よ
う
に
比
較
を
試
み
た
。
明
治
二
十
一
年
の
「
勅
令

（
委
任
経
理
金
の
保
管
等
）

文
部
省
直
轄
諸
学
校
収
入
金
規
則
」
は
学
校
自
体
の
収
入
を
蓄
積
し
資
金
を
造
成
す

第
六
条
委
任
経
理
金
は
、
国
立
学
校
の
長
が
指
定
す
る
銀
行
又
は
郵
政
官
署
に
預
る
こ
と
の
勅
令
で
あ
っ
て
、
そ
の
後
に
官
立
学
校
が
特
別
会
計
に
移
行
す
る
た
め
の

託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
の
場
合
に
お
い
て
預
託
に
よ
り
生
じ
た
利
子
は
、

予
備
法
令
と
云
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

勤
卯
脳
樅
岫
一
国
立
学
校
特
別
会
計
法
一
学
校
特
別
会
計
法
一
大
学
特
別
会
計
法
一
帝
国
大
学
特
別
会
計
法
一
榊
俶
吟
泌
咽
鵡

管
理

歳
入
歳
出

公
布
年

訶陞
置

委
任
経
理
金
の
増
加
に
充
て
る
も
の
と
す
る
。

￣

録

昭
和
三
九
へ
四
、
法
律

第
閲
号

国
立
学
校
の
充
実
に
資

す
る
と
と
も
に
経
理
の

明
確
化
の
た
め
の
特
別

会
計

文
部
大
臣

歳
入
は
、
一
般
会
計
繰

入
金
、
授
業
料
、
入
学

料
、
検
定
料
、
病
院
収

入
、
積
立
金
か
ら
の
受

入
金
、
借
入
金
、
財
産

処
分
収
入

◎
学
校
に
関
す
る
特
別
会
計
法
の
比
較
大
要

歳
入
は
政
府
支
出
金
、

資
金
利
子
、
授
業
料
、

寄
附
金
そ
の
他
の
収
入

昭
和
一
九
、
一
一
、
法
律

第
９
号

帝
国
大
学
そ
の
他
の
官

立
大
学
及
文
部
省
直
轄

諸
学
校
を
通
じ
た
特
別

会
計 石

縞
癩

歳
入
は
政
府
支
出
金
、

資
金
利
子
、
授
業
料
、

寄
付
金
そ
の
他
の
収
入

大
正
一
○
、
三
、
法
律

第
ｎ
号

帝
国
大
学
は
各
別
に
、

官
立
大
学
は
通
じ
た
特

別
会
計

歳
入
は
政
府
支
出
金
、

資
金
利
子
、
授
業
料
、

寄
附
金
其
の
他
の
収
入

明
治
四
○
、
三
、
法
律

第
四
号

東
京
、
京
都
、
東
北
、

九
州
、
北
海
道
帝
国
大

学
は
各
別
の
特
別
会
計 －１

鋒

．こわ

｛1Mｹ歳
入
は
政
府
支
出
金
、

資
金
利
子
、
授
業
料
、

寄
附
金
そ
の
他
の
収
入

明
治
四
○
、
三
、
法
律

第
略
号

文
部
省
直
轄
学
校
及
帝

国
図
書
館
を
通
じ
た
特

別
会
計

法館

明
治
一
一
一
一
一
、
三
、
法
律

第
肥
号

文
部
省
直
轄
諸
学
校
及

図
書
館
並
農
商
務
省
所

管
東
京
農
林
学
校
は
特

別
会
計
を
立
て
る

歳
入
は
政
府
支
出
金
、

資
金
利
子
、
授
業
料
、

寄
付
金
そ
の
他
の
収
入

官
立
学
株
図
書
館

会
計
法

鰯

明
治
一
二
、
四
、
勅
令

第
四
号

（
学
校
資
金
蓄
積
の
令
）

授
業
料
、
試
験
料
、
証

明
料
、
そ
の
他
の
収
入

金
は
蓄
積
し
て
基
金
と

な
す
該
年
度
収
入
％

ま
で
経
費
に
充
て
る
こ

と
を
得

文
部
省
直
轄
諸
学
校

収
入
金
規
則

ニィロq

'鰯､》

（３９）



鰯
ﾛ＝ 資

金

単
独
の
特
別

会
計

借
入
金

前
金
払

委
任
経
理

鰯

一
般
会
計
繰
入
金
は
予

算
の
定
め
る
と
こ
ろ
と

す歳
入
は
そ
の
性
質
に
従

っ
て
款
及
び
項
に
区
分

歳
出
は
目
的
に
従
っ
て

項
に
区
分

歳
出
は
国
立
学
校
運
営

費
、
施
設
費
、
奨
学
交

付
金
、
借
入
金
の
償
還

金
及
び
利
子
、
一
時
借

入
金
の
利
子
そ
の
他
の

諸
費

奨
学
寄
附
金
は
学
長
又

は
校
長
に
委
任
経
理

附
属
病
院
の
施
設
費
支

弁
の
た
め
特
別
会
計
の

負
担
に
お
い
て
借
入
、

用
途
指
定
資
金
は
指

定
者
の
同
意
を
要
す

歳
出
は
右
を
財
源
と
し

一
切
の
歳
出

政
府
支
出
金
は
毎
年
度

予
算
の
定
め
る
も
の
を

一
般
会
計
よ
り
繰
入

帝
国
大
学
、
官
立
大
学
、

直
轄
諸
学
校
に
区
分
整

理奨
学
寄
附
金
は
学
長
又

は
校
長
に
委
任
経
理

大
学
学
校
に
属
す
る
収

入
を
以
て
そ
の
歳
出
を

支
弁
し
政
府
支
出
金
不

要
の
際
は
当
該
大
学
学

校
の
特
別
会
計
設
置

所
有
す
る

政
府
よ
り
交
付
、
寄
附

動
産
、
不
動
産
、
歳
入

残
余
よ
り
成
る

帝
国
大
学
、
官
立
大
学
、

直
轄
諸
学
校
に
区
分
整

理歳
入
残
余
の
資
金
は
、

大
学
学
校
毎
に
区
分
整

理支
消
す
る
こ
と
が
で
き

一
○

歳
出
に
充
て
る
場
〈
口

特
別
の
事
由
あ
り
資

金
所
有
の
目
的
に
反

せ
ざ
る
場
合

外
国
か
ら
直
接
に
標
本

実
験
材
料
の
買
入
を
す

る
場
合

蔽
鰯
一

歳
出
は
右
を
財
源
と
し

一
切
の
歳
出

政
府
支
出
金
は
毎
年
度

予
算
の
定
め
る
も
の
を

一
般
会
計
よ
り
繰
入

東
京
、
京
都
両
帝
国
大

学
に
交
付
す
る
政
府
支

出
金
は
法
文
上
に
明
記

し
た
、
但
し
大
正
十
四

年
度
よ
り
定
額
制
廃
止

各
帝
国
大
学
及
官
立
大

学
は
資
金
を
所
有
す
る

政
府
よ
り
交
付
、
寄
附

動
産
、
不
動
産
、
歳
入

残
余
よ
り
成
る

官
立
大
学
蔵
入
残
余
よ

り
な
る
資
金
は
官
立
大

学
毎
に
区
分
整
理

蜥棚か脇椛溌難鮒憾
料
の
買
入
を
す
る
場
合

奨
学
寄
附
金
は
総
長
又

は
学
長
に
委
任
経
理

官
立
大
学
に
属
す
る
収

入
を
以
て
そ
の
歳
出
を

支
弁
し
政
府
支
出
金
不

要
の
際
は
当
該
大
学
の

特
別
会
計
設
置

支
消
す
る
こ
と
が
で
き

る

大
学
の
歳
出
に
充
て

る
場
合

用
途
指
定
資
金
は
指

定
者
の
同
意
を
要
す

歳
出
は
右
を
財
源
と
し

そ
の
一
切
の
歳
出

外
国
よ
り
直
接
に
図
書

機
械
、
標
本
及
実
験
用

材
料
の
買
入
を
す
る
場

ム
ロ

奨
学
寄
附
金
は
総
長
に

委
任
経
理

支
消
す
る
こ
と
が
で
き

る

帝
国
大
学
の
歳
出
に

充
て
る
場
合

用
途
指
定
資
金
は
指

定
者
の
同
意
を
要
す

各
帝
国
大
学
は
資
金
を

所
有
す
る

政
府
よ
り
交
付
、
寄
附

動
産
、
不
動
産
、
歳
入

残
余
よ
り
成
る

政
府
支
出
金
は
毎
年
度

予
算
の
定
め
る
も
の
を

一
般
会
計
よ
り
繰
入

東
京
、
京
都
両
帝
国
大

学
に
交
付
す
る
政
府
支

出
金
は
法
文
上
に
明
記

し
た

綴

蕊 歳
出
は
教
員
事
務
員
の

雛離》臓搬飛跡識標
本
費
、
授
業
費
、
試
験

費
、
生
徒
に
関
す
る
諸

費
、
事
務
所
費
、
修
繕

費
、
雑
支
出
そ
の
他
用

途
指
定
費
と
す

政
府
支
出
金
は
予
算
の

定
む
る
も
の
を
一
般
会

計
よ
り
繰
入

外
国
よ
り
直
接
に
図
書

機
械
、
標
本
及
実
験
用

材
料
の
買
入
を
す
る
場

〈
ロ

奨
学
寄
附
金
は
学
校
長

に
委
任
経
理

学
校
及
図
書
館
に
属
す

る
収
入
を
以
て
そ
の
歳

出
を
支
弁
し
別
に
政
府

支
出
金
不
要
の
際
は
当

該
学
校
及
図
書
館
の
特

別
会
計
設
置

支
消
不
能

用
途
指
定
資
金
は
指

定
者
の
同
意
を
要
す

所
有
す
る

政
府
よ
り
交
付
、
寄
附

動
産
、
不
動
産
費
歳
入

残
金
よ
り
成
る

歳
入
残
余
資
金
は
、
学

校
、
図
書
館
毎
に
区
分

整
理

歳
出
は
教
員
事
務
員
の

俸
給
、
諸
給
、
旅
費
、
器

具
、
機
械
、
図
書
標
本

費
、
授
業
費
、
試
験
費
、

生
徒
諸
費
、
事
務
所
費
、

営
繕
費
、
雑
支
出
そ
の

他
用
途
指
定
と
す

支
消
不
能

所
有
す
る

従
来
所
有
す
る
蓄
積
金

政
府
よ
り
交
付
、
寄
附

動
産
、
不
動
産
、
残
入

残
金
よ
り
成
る

綴

学
校
又
は
学
校
に
属
す

る
事
業
に
し
て
国
庫
金

に
依
ら
ず
専
ら
そ
の
収

入
金
を
以
て
経
費
に
充

て
る
場
合
支
消
可
能

蕊
一

（４０）



～￣

<`1131積
立
金

予
備
賛 魔

限
度
額
は
予
算
を
も
っ

て
国
会
の
議
決

歳
入
歳
出
の
決
算
上
剰

鵬識繊艫竝鵬慨吋朋
て
歳
入
組
入

法
文
に
は
な
い
が
予
算

上
設
定

へ糖．一廟

設
定
但
東
京
、
京
都

両
帝
国
大
学
に
適
用

耐綻国旭棟鯨闘臨都 一=

轡

繍
一

噂

－△■

'51#

（４１）



鰯

三、会計報告

昭和38年度(皇繍;鶴離)決算

慰

国立大学協会

額|蕊雪雲鑑科目｜当初予算額｜予算現額｜決算 摘 要

歳入。部’6,,M昂|ａ９，M昂'？Ⅱ3昂
円

77,360

会費

預金利子

前年度繰越額

●
●
●

１
｛
Ｏ
］
。
、
》
）

6,618,000

６０，０００

３２１，０００

6,618,000

６０，０００

321,000

6,618,000

136,995

321,365

0

76,995

３６５

歳出の部16,999,00016,999,00014,382,83712,616,163

Ａ事業費’3,699,50013,699,50012,631,46111,068,039

慰
鰯 Ｌ総会費

2．運営協議会費

３役員会費

4．委員会費

5．会報発行費

６調査研究費

800,000

1,200,000

４９，５００

５００，０００

１５０，０００

１，０００，０００

772,195

713,252

47,866

118,902

167,352

811,894

第２９，３０，３１回総会（３回分）800,000

1,200,000

４９，５００

500,000

170,000

980,000

27,805

486,748

1,634

381,098

2,648

168,106
(嘉灘巽薑工繍瀧2万円
会報発行費へ流用減２万円

Ｂ事務費’2,170,000’2,170,00011,751,3761418,624

与
費
料
費
費
費
費
費

給
品
用
柵
刷
信
臓

諸
備
借
消
印
通
旅
庁

１
２
３
４
５
６
７
８

1,600,000

120,000

８０，０００

５０，０００

１００，０００

１００，０００

７０，０００

５０，０００

０
０
０
０
０
０
０
０

０
０
０
０
０
０
０
０

０
０
０
０
０
０
０
０

７
７
９
ソ
リ
ブ
リ
９

０
０
０
０
０
０
０
０

０
６
８
５
５
１
７
５

６
１
１

９

１

1,306,592

158,090

６２，７４０

４９，１４１

２８，２００

102,473

１９，９５５

２４，１８５

2９３，

１，

１７，

８
０
０
９
０
７
５
５

０
１
６
５
０
２
４
１

４
９
２
８
８
５
０
８

印刷費より流用増４万円

{;:鱸二蕊轤f調
印刷費より流用増１万円

う
り
？
，

１
▲
ワ
Ｊ
ハ
Ｕ
貝
〉

。
△

反
Ｊ
、
二

鰯

鰻

Ｃ子備費’1,129,50011,129,500 011,129,500

翌年度へ繰越額 ０ 012,693,52312,693,523

財産目録

（昭和39年３月31日現在）

Ｌ資金現在額

（１）普

（２）定

通預金

期預金（50万円３口）

1,193,523

1,500,000

2,693,523

円
円
円

額

計

〈・雪

鱗
備品台帳総計額

公印、書庫、書棚、謄写版、石油ストーブ、コンロ、窓日除、書籍、和文タイプライター、

テープレコーダー、東芝セーム謄写機等合計３８点

283,670円

2．

（４２）



鰯

(皇騨鶴貝JLL:)予算案昭和39年度 鰯

国立大学協会

目｜金額 摘科 要

円

歳入の部 9,451,000

72大学合計額（昭和38年度と同額）

定期、普通預金利子

会費

預金利子

前年度繰越額

6,618,000

140,000

2,693,000

●
●

●

勺
０
Ⅱ
▲
（
叩
丞
］
（
囮
へ
四
》

歳出の部 9,451,000

1蜂

Ａ事業費 3,699,000 廟

1．総会費

2．運営協議会費

ａ役員会費

４委貝会費

5．会報発行費

6．調査研究費

１回40万円（懇親会、弁当茶菓等を含む）年２回分

大学運営協議会に要する会議費、諸手当等を含む

役員等33人、１人１，０００円１回33,000円年３回分

委員等20人、１人1,000円１回20,000円年20回分

１回１０万円（600部）年２回分

委員会等調査および研究に要する費用（手当、車代、旅費等）

800,000

1,200,000

９９，０００

400,000

２００，０００

１，０００，０００

Ｂ事務費 4,150,000

給料、賞与、昇給等を含む、事務職員２人増員（現在４人）

机、椅子、ロッカー等購入

事務局と分室、総会場等借用

事務用品（文房具、インキ、封筒、印刷用紙等）

会報及び調査研究以外の諸印刷

郵便、電信、電話料金等

都内出張を含む

石油ストーブ燃料、図書、新聞、修繕、茶など

給与

品費

用料

粍品費

刷費

信費

費

用諸費

●
●
●
●
●
●
●
●

『
０
日
一
一
ｍ
〃
死
］
（
叩
三
四
）
’
ロ
加
」
《
戸
」
『
皿
）
（
国
（
叩
）
【
》
“
〃
。
（
ｕ
’
二
町
）

諸
備
借
消
印
通
旅
庁

2,600,000

５００，０００

500,000

100,000

５０，０００

200,000

100,000

100,000

[露

蝿

1,602,0001鱗害堯警誉越して､年度当初の諸費､退職積立､社会保Ｃ子備費

畷

鋼

（４３）



鯛

第
一
章
総

則

第
一
条
本
会
は
、
国
立
大
学
協
会
と
称
す
る
。

第
二
条
本
会
は
、
国
立
大
学
相
互
の
緊
密
な
連
絡
と
協
力
に
よ
り
、
そ
の
振
興
に

寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
三
条
本
会
は
、
前
条
の
目
的
を
達
す
る
た
め
に
、
次
の
事
業
を
行
な
う
。

｜
国
立
大
学
の
振
興
に
つ
き
必
要
な
調
査
研
究

一
一
教
授
及
び
研
究
上
に
お
け
る
大
学
相
互
の
協
力
援
助
に
関
す
る
事
項

三
そ
の
他
本
会
の
目
的
達
成
に
必
要
な
事
項

第
四
条
本
会
の
事
務
所
は
、
東
京
都
東
京
大
学
構
内
に
置
く
。

第
一
一
章
会

ロ
貝

第
五
条
本
会
は
、
国
立
大
学
を
会
員
と
し
て
組
織
す
る
。

第
三
章
役

ロ
貝

第
六
条
本
会
に
、
次
の
役
員
を
置
く
。

一
〈
室

長
一
人

二
副
会
長

二
人

三
理

事
二
十
一
人
（
会
長
、
副
会
長
を
含
む
）

四
監

事
二
人

第
七
条
理
事
お
よ
び
監
事
は
、
総
会
で
会
員
の
互
選
に
よ
り
定
め
る
。

２
会
長
お
よ
び
副
会
長
は
、
理
事
の
互
選
に
よ
り
定
め
る
。

第
八
条
役
員
の
職
務
は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

｜
会
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
本
会
を
代
表
す
る
。

二
副
会
長
は
、
会
長
を
補
佐
し
、
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を

代
理
す
る
。

三
理
事
は
、
理
事
会
を
組
織
し
、
本
会
運
営
に
関
す
る
事
項
を
処
理
す
る
。

ｌ
国
立
大
学
協
会
会
則

四
、
彙

麹

報

鐵
蕊

四
監
事
は
》
会
計
を
監
査
す
る
。

第
九
条
役
員
の
任
期
は
一
一
年
と
す
る
。
但
し
、
再
選
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
補
欠
に
よ
っ
て
就
任
し
た
役
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

第
十
条
本
会
の
会
議
は
、
総
会
お
よ
び
理
事
会
と
す
る
。

２
総
会
お
よ
び
理
事
会
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
総
員
の
半
数
以
上
が
出
席
し
な
け
れ
ば

議
事
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

３
議
事
は
す
べ
て
出
席
者
の
過
半
数
で
定
め
る
。

第
十
一
条
総
会
は
、
毎
年
一
回
会
長
が
招
集
す
る
。
た
だ
し
、
会
長
が
必
要
と
認

め
た
と
き
ま
た
は
会
員
十
名
以
上
か
ら
要
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
会
長
は
、
臨
時

に
総
会
を
招
集
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
会
長
は
、
総
会
の
議
長
と
な
る
。

第
十
二
条
理
事
会
は
毎
年
二
回
以
上
会
長
が
招
集
す
る
。

２
会
長
は
、
理
事
会
の
議
長
と
な
る
。

第
十
三
条
特
別
の
事
項
を
調
査
研
究
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
会
長
は
、

理
事
会
の
議
を
経
て
、
特
別
委
員
会
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
章
の
一
一
大
学
運
営
協
議
会

第
十
三
条
の
二
本
会
に
大
学
運
営
協
議
会
を
置
く
．

２
大
学
運
営
協
議
会
の
組
織
及
び
運
営
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。

第
五
章
会

計

第
十
四
条
本
会
の
経
費
は
、
会
費
そ
の
他
の
収
入
を
も
っ
て
あ
て
る
。

第
十
五
条
本
会
の
会
計
年
度
は
、
毎
年
四
月
一
日
に
始
ま
り
翌
年
三
月
三
十
一
日

で
終
る
。

第
六
章
難

則

第
十
六
条
こ
の
会
則
の
改
正
は
、
総
会
の
議
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
七
条
本
会
の
庶
務
を
処
理
す
る
た
め
、
理
事
会
の
議
を
経
て
必
要
な
職
員
を

置
く
こ
と
が
で
き
る
。

附
則

第
十
八
条
こ
の
会
則
は
、
昭
和
二
十
五
年
七
月
十
一
一
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

付
則

ｒ

鰯

鱗

第
四
章
会

議

■

爾

騨
少

（４４）
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繍

国
立
大
学
の
管
理
運
営
は
、
本
来
、
大
学
自
治
の
原
則
に
基
づ
き
、
各
大
学
自
ら

の
責
任
に
お
い
て
行
な
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
学
が
内
外
の
複
雑

困
難
な
条
件
の
も
と
で
多
様
な
問
題
に
当
面
し
て
い
る
と
き
、
大
学
の
管
理
運
営
を

さ
ら
に
適
切
な
ら
し
め
、
大
学
に
課
せ
ら
れ
た
使
命
を
よ
り
よ
く
達
成
す
る
た
め

に
、
す
べ
て
の
国
立
大
学
が
共
同
連
帯
の
意
識
を
も
っ
て
相
互
に
協
力
す
る
こ
と

も
、
大
学
の
社
会
的
責
任
を
果
た
す
途
で
あ
り
、
ま
た
、
大
学
の
自
治
を
真
に
活
か

す
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
こ
の
趣
旨
に
基
づ
き
、
国
立
大
学
協
会
は
、
国
立
大
学
相
互
の

緊
密
な
連
絡
と
協
力
を
一
層
促
進
し
、
大
学
の
管
理
運
営
に
つ
い
て
有
効
適
切
な
方

策
を
講
ず
る
た
め
の
組
織
と
し
て
、
こ
こ
に
大
学
運
営
協
議
会
を
設
置
す
る
。

大
学
運
営
協
議
会
は
、
す
べ
て
の
国
立
大
学
の
自
主
的
な
協
力
を
基
礎
と
し
、
各

大
学
の
自
治
を
充
分
に
尊
重
し
て
運
営
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

大
学
運
営
協
議
会
の
活
動
を
円
滑
有
効
に
す
る
た
め
に
は
、
各
大
学
が
あ
ら
ゆ
る

適
当
な
方
法
、
と
く
に
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
け
る
連
絡
・
協
議
等
に
よ
っ
て
、
常

に
相
互
の
協
力
に
努
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
大
学
運
営
協
議
会
の
任
務
は
、
こ
の

よ
う
な
大
学
の
協
力
を
前
提
と
し
て
達
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

（
協
議
会
）

第
一
条
国
立
大
学
協
会
会
則
第
十
三
条
の
二
に
規
定
す
る
大
学
運
営
協
議
会
（
以

下
「
協
議
会
」
と
い
う
。
）
の
組
織
及
び
運
営
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
程
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
任
務
）

第
二
条
協
議
会
は
、
左
の
事
項
を
任
務
と
す
る
。

｜
国
立
大
学
の
管
理
運
営
の
改
善
に
寄
与
す
る
こ
と
。

二
国
立
大
学
に
そ
の
内
部
で
は
解
決
す
る
こ
と
の
困
難
な
問
題
が
生
じ
た
場
合

に
、
そ
の
大
学
の
自
主
的
な
解
決
に
助
力
す
る
こ
と
。

（
管
理
運
営
の
改
善
）

第
三
条
協
議
会
は
、
国
立
大
学
の
管
理
運
営
の
改
善
に
寄
与
す
る
た
め
、
左
の
事

２
大
学
運
営
協
議
会
規
程

こ
の
改
正
は
、
昭
和
一
一
一
十
八
年
一
一
月
一
一
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

愚

侭

一

蝿

項
を
行
な
う
。

｜
大
学
の
管
理
運
営
に
関
す
る
内
外
の
資
料
を
収
集
し
、
こ
れ
を
整
理
す
る
こ

と
。

二
国
立
大
学
の
管
理
運
営
の
改
善
に
資
す
る
た
め
の
方
策
を
研
究
す
る
こ
と
。

２
前
項
の
資
料
及
び
方
策
は
、
国
立
大
学
が
自
主
的
に
管
理
運
営
の
改
善
を
行
な

う
た
め
の
参
考
に
供
す
る
。

３
協
議
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
国
立
大
学
の
管
理
運
営
に
関
し
て
、
ひ
ろ

く
各
方
面
の
意
見
を
き
き
又
は
各
方
面
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
問
題
解
決
の
助
力
）

第
四
条
協
議
会
は
、
国
立
大
学
に
そ
の
内
部
で
は
解
決
す
る
こ
と
の
困
難
な
問
題

が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
大
学
に
よ
る
自
主
的
な
解
決
を
促
進
す
る
た
め
に
有
効

か
つ
適
切
と
み
と
め
ら
れ
る
助
言
そ
の
他
の
方
法
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の

解
決
に
助
力
す
る
。

２
協
議
会
は
、
実
情
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
関
係
者
か
ら

事
情
を
き
き
又
は
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
協
議
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
助
力
の
経
過
を
国
立
大
学
協
会

の
総
会
に
報
告
し
、
そ
の
意
見
を
き
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
助
力
の
趣
旨
）

第
五
条
協
議
会
が
前
条
の
助
力
を
行
な
う
に
あ
た
っ
て
は
、
前
文
の
精
神
に
し
た

が
い
、
当
該
大
学
の
自
主
性
を
充
分
に
尊
重
す
る
こ
と
を
要
し
、
い
や
し
く
も
そ

の
自
治
を
侵
害
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

（
助
力
の
開
始
）

第
六
条
第
四
条
の
助
力
は
、
当
該
大
学
の
正
規
の
手
続
を
経
た
学
長
の
申
出
に
基

づ
い
て
行
な
う
。

２
前
項
に
よ
る
場
合
の
ほ
か
、
協
議
会
は
、
前
文
及
び
前
条
の
精
神
に
基
づ
き
、

事
態
を
慎
重
に
考
慮
し
た
上
、
と
く
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
四
条

の
助
力
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
協
議
会
の
委
員
）

第
七
条
協
議
会
は
、
左
の
委
員
で
構
成
す
る
。

｜
国
立
大
学
協
会
の
会
長
及
び
副
会
長

、

鐘

蝿

や

礎

熟

（４５）



織

二
常
置
特
別
委
員
会
の
委
員
長

三
各
地
区
の
国
立
大
学
に
よ
っ
て
互
選
さ
れ
た
大
学
の
学
長

２
国
立
大
学
協
会
長
た
る
委
員
は
、
協
議
会
の
委
員
長
と
な
る
。

３
第
一
項
第
三
号
の
地
区
別
及
び
各
地
区
の
定
員
は
、
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。

４
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
委
員
に
つ
い
て
は
、
左
の
例
に
よ
る
。

｜
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残

任
期
間
と
す
る
。

二
委
員
が
任
期
中
に
当
該
大
学
の
学
長
で
な
く
な
っ
た
と
き
煙
そ
の
後
任
の

学
長
が
委
員
と
な
る
。

三
同
一
の
大
学
の
学
長
は
、
引
き
続
い
て
委
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た

だ
し
、
補
欠
の
委
員
で
あ
っ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
）

第
八
条
協
議
会
は
、
臨
時
委
員
又
は
専
門
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２
臨
時
委
員
は
、
国
立
大
学
の
学
長
又
は
教
員
の
中
か
ら
選
任
す
る
。
臨
時
委
員

は
、
前
条
に
規
定
す
る
委
員
と
同
一
の
権
限
を
有
す
る
。

３
専
門
委
員
は
、
国
立
大
学
の
教
職
員
の
中
か
ら
選
任
す
る
。

（
小
委
員
会
）

第
九
条
協
議
会
は
、
特
定
の
事
項
を
処
理
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
小
委

員
会
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
員
の
職
務
の
辞
退
）

第
十
条
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
任
務
に
関
し
て
は
、
利
害
関
係
を
有
す
る
委

員
は
、
職
務
を
行
な
う
こ
と
を
辞
退
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
実
施
に
関
す
る
細
則
）

第
十
一
条
こ
の
規
程
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
陸
協
議
会
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
・
る
。

附
則

附

（
施
行
期
日
）

翰

こ
の
規
程
は
、
昭
和
三
十
八
年
一
一
月
一
一
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

藪
一
鯛
二

東北

海

北道

関
東

甲
信
越

中四中

近
畿

九

州

別
表

地
区
別

○
了
解
事
項

大
学
運
営
協
議
会
規
程
第
四
条
第
一
項
の
「
助
言
そ
の
他
の
方
法
」
は
、
助
言

を
超
え
る
強
力
な
活
動
を
行
な
う
趣
旨
で
は
な
い
。

露

部国国

露 北
海
道
大
学
、
北
海
道
学
芸
大
学
、
室
蘭
工
業
大
学
、
小
樽
商

科
大
学
、
帯
広
畜
産
大
学
、
弘
前
大
学
、
岩
手
大
学
、
東
北
大

学
、
秋
田
大
学
、
山
形
大
学
、
福
島
大
学

茨
城
大
学
、
宇
都
宮
大
学
、
群
馬
大
学
、
埼
玉
大
学
、
千
葉
大

学
、
東
京
外
国
語
大
学
、
東
京
学
芸
大
学
、
東
京
大
学
、
東
京

農
工
大
学
、
東
京
芸
術
大
学
、
東
京
教
育
大
学
、
東
京
工
業
大

学
、
お
茶
の
水
女
子
大
学
、
電
気
通
信
大
学
、
一
橋
大
学
、
東

京
医
科
歯
科
大
学
、
東
京
水
産
大
学
、
東
京
商
船
大
学
、
横
浜

国
立
大
学
、
新
潟
大
学
、
山
梨
大
学
、
信
州
大
学

富
山
大
学
、
金
沢
大
学
、
福
井
大
学
、
岐
阜
大
学
、
静
岡
大
学
、

名
古
屋
大
学
、
愛
知
学
芸
大
学
、
名
古
屋
工
業
大
学
、
三
重
大

学滋
賀
大
学
、
京
都
学
芸
大
学
、
京
都
大
学
、
京
都
工
芸
繊
維
大

福
岡
学
芸
大
学
、
九
州
大
学
、
九
州
工
業
大
学
、
佐
賀
大
学
、

長
崎
大
学
、
熊
本
大
学
、
大
分
大
学
、
宮
崎
大
学
、
鹿
児
島
大

学 鳥
取
大
学
、
島
根
大
学
、
岡
山
大
学
、
広
島
大
学
、
山
口
大
学
、

徳
島
大
学
、
香
川
大
学
、
愛
媛
大
学
、
高
知
大
学

学
、
大
阪
大
学
、
大
阪
学
芸
大
学
、
大
阪
外
国
語
大
学
、
神
戸

大
学
、
神
戸
商
船
大
学
、
奈
良
学
芸
大
学
、
奈
良
女
子
大
学
、

和
歌
山
大
学

所
属
国
立
大
学
名

'麹

騨
一グ

定
員一一

（４６）



鰯

（
招
集
）

第
一
条
国
立
大
学
協
会
会
則
第
十
三
条
の
二
に
規
定
す
る
大
学
運
営
協
議
会
（
以

下
「
協
議
会
」
と
い
う
）
は
、
毎
年
二
回
以
上
、
委
員
長
が
招
集
す
る
。

２
前
項
で
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
一
一
一
人
以
上
の
委
員
（
臨
時
委
員
を
含
む
。
以
下

同
じ
）
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
、
ま
た
は
第
八
条
第
二
項
に
よ
り
学
長
の
申
出
が

地
区
選
出
委
員
を
経
由
し
て
な
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
委
員
の
請
求
が
あ

っ
た
と
き
は
、
委
員
長
は
協
議
会
を
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
議
長
）

第
二
条
委
員
長
は
、
協
議
会
の
議
長
と
な
る
。

２
委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
委
員
長
の
指
名
す
る
委
員
が
、
そ
の
職
務
を

代
行
す
る
。

（
定
足
数
）

第
三
条
協
議
会
は
、
委
員
の
過
半
数
の
出
席
が
な
け
れ
ば
、
議
事
を
開
き
議
決
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２
大
学
運
営
協
議
会
規
程
（
以
下
「
規
程
」
と
い
う
）
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
、

委
員
の
職
務
を
辞
退
す
る
委
員
の
数
は
、
委
員
の
数
に
か
ぞ
え
な
い
。

３
規
程
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
委
員
が
辞
退
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
、
委

員
が
利
害
関
係
を
有
す
る
か
ど
う
か
は
、
協
議
会
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
当

該
委
員
は
、
こ
の
議
決
に
加
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
表
決
）

第
四
条
議
決
は
、
出
席
委
員
の
過
半
数
の
同
意
を
必
要
と
す
る
。

（
定
足
数
と
表
決
の
特
例
）

第
五
条
規
程
第
四
条
第
三
項
の
定
め
る
措
置
お
よ
び
規
程
第
六
条
第
二
項
に
定
め

る
助
力
の
開
始
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
第
一
項
お
よ
び
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
委
員
の
三
分
の
一
一
以
上
の
者
が
出
席
し
、
そ
の
四
分
の
一
一
一
以
上
の
者
の
同
意

が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
委
員
の
欠
席
）

３
大
学
運
営
協
議
会
規
程
実
施
細
則

衛

曇鰄｜鋼

第
六
条
委
員
は
、
病
気
そ
の
他
の
事
由
に
よ
っ
て
協
議
会
に
出
席
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
を
委
員
長
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
委
員
（
臨
時
委
員
を
除
く
）
が
前
項
の
事
由
に
よ
り
欠
席
す
る
場
合
は
、
委
員

長
の
承
認
を
え
て
代
理
人
を
出
席
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
議
事
の
非
公
開
）

第
七
条
協
議
会
の
議
事
は
、
こ
れ
を
公
開
し
な
い
。

（
学
長
の
申
出
）

第
八
条
規
程
第
六
条
第
一
項
の
定
め
に
よ
る
学
長
の
申
出
が
学
長
名
義
の
公
文
書

に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
正
規
の
手
続
を
経
た
も
の
と
す
る
。

２
前
項
の
申
出
は
、
特
別
の
事
情
の
あ
る
と
き
の
ほ
か
、
当
該
大
学
の
所
属
す
る

地
区
か
ら
選
出
さ
れ
た
委
員
を
経
由
し
て
行
な
う
も
の
と
す
る
。

（
臨
時
委
員
）

第
九
条
臨
時
委
員
は
、
協
議
会
が
こ
れ
を
選
任
す
る
。

２
臨
時
委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
規
程
第
二
条
第
二
号
に
掲
げ

る
事
項
を
処
理
す
る
た
め
に
選
任
さ
れ
た
臨
時
委
員
の
任
期
に
つ
い
て
は
、
協
議

会
が
、
適
宜
に
こ
れ
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
専
門
委
員
）

第
十
条
専
門
委
員
は
、
協
議
会
が
こ
れ
を
選
任
す
る
。

２
専
門
委
員
は
協
議
会
の
指
定
す
る
特
定
の
事
項
を
処
理
す
る
た
め
、
協
議
会
ま

た
は
小
委
員
を
補
佐
す
る
。

３
専
門
委
員
は
、
前
項
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
事
項
の
処
理
が
お
わ
っ
た
と
き
に
、

解
任
さ
れ
る
。

（
小
委
員
会
）

第
十
一
条
小
委
員
会
委
員
は
、
協
議
会
の
委
員
の
う
ち
か
ら
、
協
議
会
が
選
任
す

る
。

２
小
委
員
会
に
は
、
小
委
員
会
委
員
長
を
お
く
。
小
委
員
会
委
員
長
は
、
小
委
員

会
委
員
が
互
選
す
る
。

３
小
委
員
会
に
は
、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
か
ぎ
り
、
協
議
会
に
関
す
る
規
定
を

準
用
す
る
。

附
則

￣

彌

慰

一

蝋

--
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の
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鰯

監

〃〃〃〃〃

事

理副副会 ４
国
立
大
学
協
会
役
員
一
覧
表

鰯 会会〃 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

こ
の
細
則
は
、
昭
和
三
十
八
年
九
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

長
（
理
事
）

長
（
〃
）

長
（
〃
）

事

柚増福遠香三皇小赤篠四石高三黒大伊渡石杉本奥大

城野河

木田田寺川浦牧堀原方橋坂輸沢山藤辺津目田田内

＄

鍋
圭

霞「

（
昭
和
三
十
九
年
五
月
現
在
）

一
男
（
東
京
大
）

東
（
京
都
大
）

弘
人
（
熊
本
大
）

晴
貞
（
北
海
道
大
）

照
璽
（
東
北
大
）

万
次
郎
（
秋
田
大
）

辰
拾
（
新
潟
大
）

義
年
（
東
京
工
業
大
）

清
（
横
浜
国
立
大
）

知
雄
（
東
京
教
育
大
）

正
顕
（
東
京
学
芸
大
）

雅
義
（
金
沢
大
）

博
（
岐
阜
大
）

卯
吉
（
名
古
屋
大
）

四
郎
（
大
阪
大
）

実
繁
（
滋
賀
大
）

至
道
（
広
島
大
）

百
重
（
鳥
取
大
）

冬
夫
（
愛
媛
大
）

宗
徳
（
九
州
大
）

得
志
（
鹿
児
島
大
）

四
郎
□
橋
大
）

馨
（
神
戸
大
）

○
第
一
常
置
委
員
会
（
大
学
の
組
織
、
制
度
に
関
す
る
問
題
）

委
員
長

石
橋
雅
義
（
金
沢
大
）

委
員

柚
木

馨
（
神
戸
大
）

〃
大
山
義
年
（
東
京
工
大
）

〃
一
二
村

一
（
信
州
大
）

〃
福
田
邦
一
二
（
山
梨
大
）

〃
久
米
又
一
二
（
お
茶
の
水
女
子
大
）

〃
野
村
武
衛
（
一
二
重
大
）

〃
香
川
冬
夫
（
愛
媛
大
）

〃
市
川
禎
拾
（
山
ロ
大
）

〃
田
中

定
（
住
賀
大
）

〃
渡
辺
万
次
郎
（
秋
田
大
）

〃
篠
崎
平
馬
（
山
形
大
）

〃
加
茂
儀
一
（
小
樽
商
科
大
）

〃
樋
口
盛
一
（
岩
手
大
）

〃
斉
藤
利
｜
二
郎
（
和
歌
山
大
）

○
第
二
常
置
委
員
会
（
学
科
課
程
、
入
学
試
験
な
ど
に
関
す
る
問
題
）

委
員
長

黒
沢

漬
（
横
浜
国
立
大
）

委
巨
貝

石
津
照
璽
（
東
北
大
）

〃
藤
岡
由
夫
（
埼
玉
大
）

〃
長
谷
川
秀
治
（
群
馬
大
）

〃
伊
藤
辰
袷
（
新
潟
大
）

〃
小
川
芳
男
（
東
京
外
語
大
）

〃
久
保
佐
士
美
（
高
知
大
）

〃
大
倉
一
二
郎
（
京
都
工
芸
繊
維
大
）

〃
谷
川
久
治
（
千
葉
大
）

〃
皇

至
道
（
広
島
大
）

５
各
常
置
委
員
会
一
覧
表

爵

鍵

蕊

蟻，
-Ｐ〆

（
順
不
同
）

（４８）



丘一

鰯

〃
叫
王
一
ｍ

○
第
三
常
置
委
員
会
（
学
生
の
補
導
に
関
す
る
問
題
）

委
員
長

都
崎
雅
之

委
員

児
玉
桂

〃
大
坪
喜
久
十

〃
一
二
浦
百

〃
妻
木
徳

〃
森
沢
一
二

〃
井
上
士
ロ

１
〃

一
二
輪
知

○
第
四
常
置
委
員
会
（
学
生
の
厚
生
に
関
す
る
問
題
）

委
員
長

遠
城
寺
宗

委
員

浅
井
栄

〃
関
根

〃
水
野
敏

〃
岡
田
正

〃
横
田
嘉
右
樗

〃
佐
藤

．
〃

和
泉
成

○
第
五
常
置
委
員
会
（
大
学
間
の
協
力
に
関
す
る
問
題
）

委
員
長

赤
堀
四

委
巨
貝

小
塚
新
一

‐
〃

住
藤
知

〃
落
合
太

〃
渡
辺

〃
赤
木
五

〃
松
平
正

〃
四
方

○
第
六
常
置
委
員
会
（
大
学
財
政
に
関
す
る
問
題
）

委
員
長

杉
野
目
晴

愚

岩
村

畠
（
宮
崎
大
）

（
学
生
の
補
導
に
関
す
る
問
題
）

都
崎
雅
之
助
（
茨
城
大
）

児
玉
桂
三
（
徳
島
大
）

大
坪
喜
久
太
郎
（
室
藺
工
大
）

三
浦
百
重
（
鳥
取
大
）

妻
木
徳
一
（
九
州
工
業
大
）

森
沢
三
郎
（
大
阪
外
語
大
）

井
上
吉
之
（
東
京
農
工
大
）

三
輪
知
雄
（
東
京
教
育
大
）

（
学
生
の
厚
生
に
関
す
る
問
題
）

遠
城
寺
宗
徳
（
九
州
大
）

浅
井
栄
資
（
東
京
商
船
大
）

関
根

隆
（
東
京
水
産
大
）

水
野
敏
雄
（
島
根
大
）

岡
田
正
弘
（
東
京
医
科
歯
科
大
）

横
田
嘉
右
衛
門
（
富
山
大
）

佐
藤

煕
（
弘
前
大
）

和
泉
成
之
（
長
崎
大
）

壗
毒
鏑
．

郎
（
大
阪
大
）

郎
（
東
京
芸
術
大
）

雄
（
名
古
屋
工
大
）

郎
（
奈
良
女
子
大
）

寧
（
静
岡
大
）

郎
（
岡
山
大
）

寿
（
電
気
通
信
大
）

博
（
肢
阜
大
）

貞
（
北
海
道
大
）

委
戸貝

山
極
三
郎
（
帯
広
畜
産
大
）

〃
小
牧
実
繁
（
滋
賀
大
）

〃
服
部
英
太
郎
（
福
島
大
）

〃
増
田
四
郎
（
’
橋
大
）

〃
篠
原
卯
士
ロ
（
名
古
屋
大
）

〃
前
川
忠
夫
（
香
川
大
）

〃
萩
原
雄
祐
（
字
都
宮
大
）

〃
藤
野
清
久
（
福
井
大
）

〃
小
谷
信
市
（
神
戸
商
船
大
）

〃
福
田
得
志
（
鹿
児
島
大
）

○
第
七
常
置
委
員
会
（
教
員
養
成
に
関
す
る
問
題
）

委
員
長

高
坂
正
顕
（
東
京
学
芸
大
）

委
員

北
川
久
五
郎
（
大
阪
学
芸
大
）

〃
城
戸
幡
太
郎
（
北
海
道
学
塗
云
大
）

〃
野
尻
重
雄
（
京
都
学
一
一
云
大
）

〃
小
木
曾

公
（
愛
知
学
芸
大
）

〃
稲
荷
山
資
生
（
奈
良
学
塗
云
大
）

〃
玖
村
敏
雄
（
福
岡
学
華
云
大
）

〃
草
場

勇
（
大
分
大
）

委
員
長

委
員

〃〃〃
北
海
道
・
東
北
地
区

〃
関
東
・
甲
信
越
地
区

〃
中
部
地
区

〃
近
畿
地
区

６
組
織
整
備
特
別
委
員
会
委
員
、
専
門
委
員
表

一

綴

録

横
浜
国
立
大
学
長

東
京
大
学
長

京
都
大
学
長

熊
本
大
学
長

北
海
道
大
学
長

一
橋
大
学
長

福
井
大
学
長

神
戸
大
学
長

一七

鞠
柚藤増杉本奥大黒

野河

木野田目田田内沢 愚

清四晴弘

馨久郎貞人東男情

（４９）



鯛 委
員
長

委
員

〃〃

委
員
長

委
亘
貝

〃〃〃〃〃〃〃〃 〃
｛
串
‐
・
四
国
地
区

〃
九
州
地
区

専
門
委
員

〃〃〃

８
学
生
急
増
対
策
特
別
委
員
会

７
｜
般
教
育
特
別
委
員
会

〃〃〃 〃
鐙

鳥
取
大
学
長

九
州
大
学
長

東
京
大
学
教
授

〃

一
橋
大
学
教
授

東
京
教
育
大
学
教
授

奥
田

本
田

石
橋

黒
沢

都
崎

遠
城
寺

赤
堀

杉
野
目

四赤小大伊皇樋香三本

方城塚倉藤 ロ川村田

東
（
京
都
大
）

弘
人
（
熊
本
大
）

雅
義
（
金
沢
大
）

情
（
横
浜
国
立
大
）

雅
之
助
（
茨
城
大
）

宗
徳
（
九
州
大
）

四
郎
（
大
阪
大
）

晴
貞
（
北
海
道
大
）

五新三辰至盛冬

霞
『
鑪
一

弘

人
（
熊
本
大
）

一
（
信
州
大
）

夫
（
愛
媛
大
）

一
（
岩
手
大
）

道
（
広
島
大
）

袷
（
新
潟
大
）

郎
（
京
都
工
繊
大
）

郎
（
東
京
芸
術
大
）

郎
（
岡
山
大
）

博
（
肢
阜
大
）

三
浦

遠
城
寺

辻雄
川

田
上

青
野

寿穰 清宗百

郎治郎明徳軍

委
員
長
会
長

委
員
副
会
長

〃
〃

〃
第
一
常
置
委
員
長

〃
第
二
〃

〃
第
三
〃

〃
第
四
〃

”
第
五
〃

〃
第
六
〃

〃
第
七
〃

〃
北
海
道
・
東
北
地
区

委委

員〃〃〃〃〃〃〃〃

員長

９
新
設
大
学
拡
充
特
別
委
員
会

1０ 〃〃

鶴， 大
学
運
営
協
議
会
委
員
、
臨
時
委
員
・

専
門
委
員
表

騨
一

生

香赤渡石伊黒高長服藤

谷

川木辺橋藤沢坂川部岡

高
坂
正

谷
川
久

東
京
大
学
長

京
都
大
学
長

熊
本
大
学
長

金
沢
大
学
長

横
浜
国
立
大
学
長

茨
城
大
学
長

九
州
大
学
長

大
阪
大
学
長

北
海
道
大
学
長

東
京
学
芸
大
学
長

小
樽
商
科
大
学
長

由
夫
（
埼
玉
大
）

英
太
郎
（
福
島
大
）

秀
袷
（
群
馬
大
）

正
顕
（
東
京
学
芸
大
）

漬
（
横
浜
国
立
大
）

辰
拾
（
新
潟
大
）

雅
義
（
金
沢
大
）

寧
（
静
岡
大
）

五
郎
（
岡
山
大
）

冬
夫
（
愛
媛
大
）

大
河
内

奥
田

本
田

石
橋

黒
沢

都
崎

遠
城
寺

赤
堀

杉
野
目

高
坂

加
茂

顕
（
東
京
学
芸
大
）

拾
（
千
葉
大
）

鰯

蕊
＜戸

儀正情四宗雅雅弘一

之

一顕貞郎徳助清義人東男

（５０）



￣･－

鋼委
員
長

東
京
大
学
長

委
自貝

京
都
大
学
長

〃
熊
本
大
学
長

〃
金
沢
大
学
長

〃
北
海
道
大
学
長

〃
埼
玉
大
学
長

臨
時
委
員

東
京
大
学
教
授

〃
〃

〃
京
都
大
学
教
授

〃
〃

専
門
委
巨
員

東
京
大
学
法
学
部
教
授

〃
東
京
大
学
経
済
学
部
教
授

〃

専
門
委
員

〃 〃
関
東
・
甲
信
越
地
区

〃
〃

〃
中
部
地
区

〃
近
畿
地
区

〃
中
・
四
国
地
区

〃
九
州
地
区

臨
時
委
員

〃1１
￣

鰯
〃

委
員
・
専
門
委
員
表

大
学
運
営
協
議
会
小
委
員
会
（
問
題
点
検
討
）

埼
玉
大
学
長

電
気
通
信
大
学
長

三
重
大
学
長

滋
賀
大
学
長

徳
島
大
学
長

鹿
児
島
大
学
長

東
京
大
学
教
授

〃

京
都
大
学
教
授

〃

東
京
大
学
教
授

〃

～

癌
・
蝋

大伊加桑大石藤杉石本奥大

野河

内藤藤原塚井岡目橋田田内

大伊加桑大石福児小野松藤

内藤藤原塚井田玉牧村平岡

正新武久照由晴雅弘 正新武久照得桂実武正由

力己平夫雄久夫貞義人東男 力己平夫雄久志三繁衛寿夫

○
第
三
常
置
委
員
会
専
門
委
員

星
光

燗
第
六
常
置
委
員
会
小
委
員
会

善
）
委
員
・
専
門
委
員
表

委
貝
長

北
海
道
大
学
長

委
員

福
島
大
学
長

〃
一
橋
大
学
長

専
門
委
員

東
京
大
学
教
授

〃
〃

〃
〃

〃

専
門
委
員

委
員
長

委
員

〃〃1４ 1２〃 〃〃 〃

￣

鶴各
専
門
委
員
一
覧
表

第
六
常
置
委
員
会
小
委
員
会
（
特
別
会
計
制

度
）
委
員
・
専
門
委
員
表

～■

j1m1》

■

北
海
道
大
学
長

東
京
大
学
長

京
都
大
学
長

熊
本
大
学
長

一
橋
大
学
長

横
浜
国
立
大
学
長

東
京
大
学
教
授

〃〃〃

一
橋
大
学
教
授

北
海
道
大
学
学
生
部
長

駒
加隅有増服杉

野

木雄迂遠武黒増本奥大杉

河野

村川藤田沢田田田内目

（
給
与
制
度
改

藤谷泉田部目
一宇＿

蝿

晴
貞

英
太
郎

四
郎

一
旱

三
喜
男

一
郎

元 情湘隆

妻
同
ロ
Ⅱ四弘

郎明吉夫清郎人東男貞

（５１）



鶴､)

村
上
恵
一

小
林
龍
男

長
谷
川
修
一

京
野
季
吉

山
岡
亮
一

山
田
和
麻
呂

浅
川
淑
彦

林
迪
広

坂
井

望

田
原
節
夫

○
第
四
常
置
委
員
会
専
門
委
員

村
尾

誠

宮
田
尚
之

佐
々
木
志
郎

長
谷
川
修
一

河
部
利
夫

鬼
山
信
一

小
倉

学

○
第
五
常
置
委
員
会
専
門
委
員

一
扇
谷

尚

○
第
六
常
置
委
員
会
専
門
委
員

鶴
田
酒
造
雄

原
敏
夫

官
崎

蔚

錦
織

武

大
学
保
健
管
理
の
制
度
化
に
つ
い
て
（
昭
和
三
十
八
年
六
月
一
一
十
、
二
十
一
両
日

開
催
、
本
協
会
第
二
十
九
回
総
会
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
要
望
書
）

1５
駒

要
望
書
の
提
出

東
北
大
学

千
葉
大
学

東
京
大
学

東
京
教
育
大
学

京
都
大
学

名
古
屋
大
学

広
島
大
学

九
州
大
学

茨
城
大
学

鳥
取
大
学

東
京
大
学
学
生
保
健
診
療
所
長

京
都
大
学
保
健
診
療
所
長

北
海
道
大
学
事
務
局
保
健
課
長

東
京
大
学
学
生
部
長

東
京
大
学
事
務
局
長

東
京
工
業
大
学
〃

東
京
教
育
大
学
〃

一
橋
大
学

〃

東
京
外
国
語
大
学
学
生
部
長

東
京
水
産
大
学
事
務
局
長

茨
城
大
学
助
教
授

大
阪
大
学
教
授

厳
鐵
一
一

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

標
記
の
要
望
書
提
出
に
つ
い
て
は
、
会
報
第
二
十
四
号
第
三
十
頁
に
掲
載
、
そ
の

提
出
先
も
示
し
て
あ
る
が
、
な
お
、
同
年
十
一
月
十
五
日
に
左
記
宛
提
出
し
た
。

記

大
蔵
大
臣

田
中
角
栄

政
務
次
官

纐
纈
弥
三

政
務
次
官

斎
藤
邦
吉

事
務
次
官

石
野
信
一

主
計
局
長

佐
藤
一
郎

主
計
局
次
長

中
尾
博
之

主
計
官

赤
羽

桂

人
事
院
総
裁

住
藤
達
夫

事
務
総
長

藤
井
貞
夫

人
事
官

佐
藤
正
典

人
事
官

神
田
五
雄

要
望
書
提
出
に
つ
い
て

第
三
十
回
総
会
（
昭
和
三
十
八
年
十
一
月
七
日
、
八
日
両
日
開
催
）
に
お
い
て
協

議
採
択
さ
れ
た
諸
般
の
要
望
事
項
は
、
左
記
お
よ
び
別
表
の
通
り
、
そ
れ
ぞ
れ
文
部

省
、
大
蔵
省
、
人
事
院
の
関
係
官
等
に
提
出
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
ご
了
承
願
い
ま

す
。
な
お
、
本
件
に
つ
い
て
は
、
国
大
協
庶
第
一
一
四
七
号
昭
和
三
十
八
年
十
二
月
十

二
日
茅
前
会
長
か
ら
各
大
学
長
宛
通
知
済
で
あ
り
ま
す
。

記

倒
大
学
院
お
よ
び
大
学
の
奨
学
制
度
の
拡
充
に
つ
い
て

⑧
大
学
保
健
管
理
体
制
の
改
善
整
備
に
つ
い
て

口
大
学
院
研
究
科
増
設
に
つ
い
て

口
『
教
官
研
究
費
の
増
額
に
つ
い
て

二
国
立
文
教
施
設
整
備
費
の
増
額
に
つ
い
て

三
、
学
生
経
費
の
増
額
に
つ
い
て

回
学
長
、
学
部
長
、
部
局
長
、
教
官
の
待
遇
改
善
に
つ
い
て

鶴

鱗
一

癖

蕊
一二.

（５２）



一■

蝿備
考１
、
茅
会
長
、
杉
野
目
委
員
長
、
高
橋
一
橋
大
学
長
が
同
行
（
十
二
月
六
日
）
、

灘
尾
文
部
大
臣
、
纐
纈
大
蔵
政
務
次
官
、
石
野
大
蔵
事
務
次
官
、
佐
藤
主
計
局

長
、
中
尾
主
計
局
次
長
、
赤
羽
主
計
官
（
文
部
省
担
当
）
、
お
よ
び
佐
藤
人
事

院
総
裁
、
佐
藤
人
事
官
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
面
接
懇
談
要
望
書
を
提
出
い
た
し
ま

し
た
。

２
、
赤
堀
委
員
長
、
渡
辺
、
四
方
、
小
塚
、
佐
藤
、
松
平
委
員
六
名
が
同
行
（
十

二
月
六
日
）
、
内
藤
文
部
事
務
次
官
、
小
林
大
学
学
術
局
長
、
蒲
生
官
房
長
、

赤
羽
主
計
官
に
そ
れ
ぞ
れ
要
望
書
。
提
出
に
つ
い
て
面
接
懇
談
を
遂
げ
ま
し

た
。

３
、
要
望
書
臼
は
、
遠
城
寺
委
員
長
か
ら
の
連
絡
に
基
づ
き
十
一
月
十
五
日
に
、

文
部
省
、
大
蔵
省
、
人
事
院
に
対
し
早
期
に
当
事
務
局
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
持
参
提

出
い
た
し
ま
し
た
。

４
、
自
由
民
主
党
政
務
調
査
会
長
、
衆
、
参
両
院
文
教
委
員
長
に
対
し
て
は
、
十

二
月
中
旬
提
出
し
ま
し
た
。

５
、
森
戸
日
本
育
英
会
会
長
に
は
、
要
望
書
側
の
み
郵
送
し
て
お
き
ま
し
た
（
十

二
月
六
日
）
。

要
望
書
提
出
先

要
望
書
種
別

文
部
大
臣

灘
尾
弘
吉
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ

事
務
次
官

内
藤
誉
三
郎
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ

政
務
次
官

八
木
徹
雄
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ

大
学
学
術
局
長

小
林
行
雄
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ

官
房
長

蒲
生
芳
郎
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ

人
事
課
長

安
達
健
二
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ

会
計
課
長

安
嶋

弥
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ

大
学
課
長

井
内
慶
次
郎
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ

学
生
課
長

笠
木
一
一
一
郎
Ａ
Ｂ

Ｄ

教
育
施
設
部
長

中
尾
龍
彦

Ｂ
Ｄ

大
蔵
大
臣

田
中
角
栄
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ

事
務
次
官

石
野
信
一
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ

￣

鰯

￣

一憾一
・鍋

要
望

妻
冒

国
立
大
学
協
会
は
、
昭
和
三
十
八
年
十
一
月
七
日
、
八
日
、
第
三
十
回
総
会
を
開

き
、
国
立
大
学
の
当
面
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
討
議
し
ま
し
た
が
、
同
総
会
の
決
議

に
基
づ
き
、
次
の
事
項
の
実
現
方
に
つ
い
て
要
望
し
ま
す
。

記

大
学
院
お
よ
び
大
学
の
奨
学
制
度
の
拡
充
に
つ
い
て

優
秀
な
資
質
の
学
生
を
大
学
院
に
進
学
さ
せ
、
高
度
の
教
育
を
授
け
る
こ
と
は
、

教
育
の
機
会
均
等
の
実
現
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
我
が
国
の
学
術
文
化
さ
ら
に
社

会
全
般
の
限
り
な
い
発
展
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
と
し
て
、
国
家
的
要
請
で
あ
り

ま
す
。
こ
れ
を
保
障
す
る
た
め
、
大
学
お
よ
び
大
学
院
の
学
生
に
対
す
る
奨
学
金
制

度
は
、
過
去
十
数
年
の
間
に
漸
次
改
善
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
近
年
の
社
会
お
よ
び

大
学
の
急
速
な
発
展
を
考
慮
す
る
と
き
、
現
状
は
な
お
、
こ
の
課
題
に
十
分
に
対
処

し
え
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

学
生
生
活
に
お
け
る
経
済
的
負
担
は
、
今
日
な
お
相
当
に
過
重
で
あ
り
、
安
定
し

た
修
学
を
妨
げ
る
ば
か
り
で
な
く
、
経
済
的
理
由
に
よ
っ
て
大
学
お
よ
び
大
学
院
へ

の
進
学
を
断
念
す
る
学
生
は
相
当
数
に
の
ぼ
り
、
殊
に
、
大
学
院
学
生
に
つ
い
て
は

政
務
次
官

政
務
次
官

主
計
局
長

主
計
局
次
長

主
計
官

人
事
院
総
裁

事
務
総
長

人
事
官

人
事
官

自
由
民
主
党
政
務
調
査
会
長

衆
議
院
文
教
委
員
長

参
議
文
教
委
員
長

日
本
育
英
会
会
長

－

感

￣

鰄
■

森中久三神佐藤佐赤中佐斎纐

戸野野木田藤井藤羽尾藤藤纈

辰文忠武五正貞達博一邦弥

男門治夫雄典夫夫桂之郎吉三

鰯

ＡＡＡＡ ＡＡＡＡＡ

ＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢ
ヱエロ

ノM1､

ＣＣＣ ＣＣＣＣＣ

ＤＤＤ ＤＤＤＤＤ

Ｅ ＥＥＥＥＥＥ
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鰯 そ
の
た
め
、
学
術
研
究
の
次
代
の
優
秀
な
後
継
者
を
確
保
し
え
な
い
状
態
に
あ
り
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
状
態
は
将
来
の
我
が
国
の
学
術
・
文
化
の
進
歩
の
上
か
ら
放
置
し

得
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

こ
こ
に
お
い
て
、
大
学
お
よ
び
大
学
院
の
学
生
に
対
す
る
奨
学
金
を
充
実
し
、
安

定
し
た
修
学
を
保
障
し
う
る
よ
う
な
額
に
高
め
る
と
と
も
に
、
特
に
大
学
院
に
優
秀

な
人
材
を
確
保
し
う
る
よ
う
、
そ
の
支
給
対
象
人
員
の
拡
大
を
図
る
こ
と
が
急
務
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

よ
っ
て
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
緊
急
に
適
切
な
措
置
を
講
ぜ
ら
れ
る
よ
う
強
く
要

望
し
ま
す
。

昭
和
三
十
八
年
十
二
月
日

国
立
大
学
協
会

会
長
茅

誠
司

要
望

書

国
立
大
学
協
会
は
、
昭
和
三
十
八
年
十
一
月
七
日
、
八
日
、
第
三
十
回
総
会
を
開

き
、
国
立
大
学
の
当
面
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
討
議
し
ま
し
た
が
、
同
総
会
の
決
議

に
基
づ
き
、
次
の
事
項
の
実
現
方
に
つ
い
て
要
望
し
ま
す
。

記

大
学
保
健
管
理
体
制
の
改
善
整
備
に
つ
い
て

学
生
の
教
育
に
責
任
を
負
う
大
学
に
と
っ
て
、
大
学
保
健
管
理
の
充
実
強
化
は
当

面
す
る
緊
急
の
課
題
で
あ
り
、
昭
和
三
十
七
年
六
月
一
一
十
一
一
日
第
二
十
四
回
総
会
お

よ
び
昭
和
三
十
八
年
六
月
一
一
十
一
日
第
二
十
九
回
総
会
の
決
議
に
基
づ
き
再
度
に
わ

た
り
、
大
学
保
健
管
理
体
制
の
改
善
整
備
に
つ
い
て
要
望
し
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す

が
、
今
日
な
お
こ
の
面
に
お
い
て
さ
し
た
る
進
展
の
み
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
極
め
て

遺
憾
で
あ
り
ま
す
。

精
神
的
、
身
体
的
疾
病
に
よ
る
修
学
の
中
断
は
、
単
に
学
生
に
と
っ
て
大
き
な
不

幸
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
国
家
社
会
の
損
失
は
、
は
か
り
し
れ
な
い
も
の
が
あ
り

ま
す
。よ
っ
て
こ
こ
に
、
専
任
の
教
授
職
以
下
の
職
員
を
お
く
強
力
な
大
学
保
健
管
理
施

設
を
早
期
に
設
置
し
、
大
学
保
健
管
理
の
格
段
の
充
実
を
図
ら
れ
る
よ
う
重
ね
て
強

鰯

験鏑二》

く
要
望
し
ま
す
。

昭
和
一
一
一
十
八
年
十
二
月
日

要
望

書

国
立
大
学
協
会
は
昭
和
三
十
八
年
十
一
月
七
日
、
八
日
の
両
日
第
三
十
回
総
会
を

開
催
し
、
大
学
院
課
程
増
設
の
問
題
に
つ
い
て
慎
重
に
審
議
し
た
結
果
、
全
会
一
致

を
も
っ
て
左
記
の
通
り
決
議
い
た
し
ま
し
た
の
で
右
実
現
方
に
つ
い
て
何
分
の
御
配

慮
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

は
著
し
い
も
の
が
あ
る
。
そ
の
必
然
的
結
果
と
し
て
、
各
分
野
に
お
け
る
高
度
の
教

育
を
受
け
た
人
材
に
対
す
る
要
求
は
、
年
と
共
に
増
大
し
、
こ
の
傾
向
は
、
今
後
ま

す
ま
す
強
め
ら
れ
る
も
の
と
予
想
さ
れ
る
の
で
、
我
が
国
の
国
立
大
学
に
お
い
て
も

大
学
院
の
教
育
を
速
か
に
拡
充
し
、
こ
の
事
態
に
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
最
近
の
傾
向
と
し
て
、
学
士
課
程
終
了
後
大
学
院
に
進
学
を
希
望
す
る
学
生

は
年
々
増
加
し
つ
つ
あ
り
、
本
年
に
至
っ
て
そ
の
増
加
は
頓
に
著
し
い
も
の
が
あ

る
。
こ
れ
ら
学
生
に
対
し
、
大
学
院
へ
の
道
は
地
域
的
偏
在
、
そ
の
他
の
関
係
も
あ

り
、
必
ず
し
も
平
坦
な
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
我
国
学
術
の
進
歩
、
技
術
の
革

新
的
高
度
化
が
経
済
力
の
伸
長
を
促
進
し
、
さ
ら
に
文
化
の
伸
展
と
国
民
生
活
の
向

上
に
資
す
る
こ
と
に
思
い
を
い
た
す
と
き
、
こ
の
よ
う
な
現
状
は
速
か
に
改
善
す
べ

き
で
あ
る
と
思
う
。

幸
い
本
年
度
よ
り
新
設
国
立
大
学
に
も
大
学
院
研
究
科
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
が
、
そ
の
数
は
僅
か
に
六
大
学
・
七
研
究
科
に
過
ぎ
な
い
。
三
十
九
年
度
の
文

部
省
予
算
案
に
は
新
た
に
一
一
十
一
大
学
に
二
十
七
の
研
究
科
を
新
設
す
る
計
画
が
盛

ら
れ
て
い
る
由
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
方
針
に
対
し
、
前
述
の
理
由
か
ら
全

面
的
に
賛
意
を
表
し
、
そ
の
実
現
を
強
く
希
望
す
る
も
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
そ
の

実
施
に
必
要
な
経
費
に
つ
い
て
も
充
分
な
予
算
的
措
置
を
講
ぜ
ら
れ
る
こ
と
を
切
望

記

大
学
院
研
究
科
増
設
に
つ
い
て

近
時
、
世
界
各
国
な
ら
び
に
我
国
に
お
け
る
学
術
の
進
歩
と
生
産
技
術
の
高
度
化

露

騨々

心

国
立
大
学
協
会

会
長
茅

鏑

蝋
一〆

誠
司
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要
望

書

国
立
大
学
協
会
は
昭
和
三
十
八
年
十
一
月
七
日
、
八
日
の
両
日
第
三
十
回
総
会
を

開
催
し
、
教
官
研
究
費
の
増
額
、
国
立
文
教
施
設
整
備
費
の
増
額
お
よ
び
学
生
経
費

の
増
額
に
つ
い
て
慎
重
に
審
議
し
た
結
果
、
全
会
一
致
を
も
っ
て
左
記
の
通
り
決
議

い
た
し
ま
し
た
の
で
右
実
現
方
に
つ
い
て
何
分
の
御
配
慮
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

記

『
教
官
研
究
費
の
増
額
に
つ
い
て

教
育
の
普
及
発
達
特
に
大
学
に
お
け
る
学
術
研
究
と
教
育
が
そ
の
国
の
文
化
・

経
済
の
発
展
に
と
っ
て
重
要
な
要
因
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
、
過
去
に
お
け
る
実

績
に
徴
し
て
み
て
も
明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
て
大
学
に
お
け
る
高
度

の
学
術
研
究
と
教
育
を
推
進
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
に
対
応
し
て
研
究
費
を
十
分

に
供
給
す
る
こ
と
が
不
可
欠
の
条
件
を
な
し
て
い
る
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
な
と
こ

ろ
で
あ
る
。
諸
外
国
に
お
い
て
は
、
研
究
費
の
支
出
が
生
産
的
な
投
資
で
あ
る
と

さ
え
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
認
識
は
、
わ
が
国
で
は
著
し
く
欠
け

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
実
質
的
な
学
術
研
究
費
の
甚
だ
し
い
低

さ
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
い
る
。

わ
が
国
に
お
け
る
学
術
研
究
の
国
際
的
水
準
を
高
め
、
か
つ
、
こ
れ
を
維
持
す

る
た
め
に
は
、
先
づ
欧
米
各
国
が
学
術
研
究
に
投
ず
る
費
用
と
わ
が
国
の
そ
れ
と

の
較
差
を
縮
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
大
学
に
お
け
る
研
究
・

教
育
条
件
を
整
備
充
実
す
る
こ
と
が
先
決
問
題
で
あ
る
。
先
進
諸
国
が
こ
ぞ
っ
て

教
育
投
資
の
拡
大
に
向
っ
て
い
る
時
期
に
あ
っ
て
、
わ
が
国
に
お
い
て
逆
に
教
育

投
資
の
比
重
が
低
下
し
つ
つ
あ
る
こ
と
は
甚
だ
遺
憾
で
あ
る
。

教
官
研
究
費
の
増
額
に
つ
い
て
は
、
既
に
た
び
た
び
要
望
し
て
来
た
と
こ
ろ
で

し
て
や
ま
な
い
。
ま
た
将
来
は
、
さ
ら
に
多
く
の
国
立
大
学
に
、
少
く
と
も
修
士
課

程
ま
で
の
大
学
院
研
究
科
を
設
置
し
、
高
度
の
専
門
的
知
識
技
能
を
有
す
る
よ
り
多

く
の
人
材
を
養
成
す
る
こ
と
が
大
学
の
使
命
を
全
う
す
る
所
以
で
あ
る
と
信
ず
る
。

昭
和
三
十
八
年
十
一
一
月
日

国
立
大
学
協
会

会
長
茅

誠
司

-
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己

鶴
一
蝋

あ
る
が
、
い
ま
だ
目
標
に
は
程
遠
い
状
態
で
あ
る
。
文
部
省
に
お
い
て
は
壱
昭
和

三
十
一
一
一
年
度
に
お
い
て
教
官
研
究
費
を
差
し
あ
た
り
戦
前
相
当
額
に
引
上
げ
る
た

め
、
文
部
省
に
お
い
て
当
時
の
教
官
研
究
費
予
算
総
額
を
三
倍
強
と
す
る
目
標
を

樹
て
、
こ
れ
が
達
成
を
期
し
た
の
で
あ
る
が
、
三
十
一
一
一
年
度
に
お
い
て
僅
か
に
五

億
円
、
一
一
一
十
四
年
度
三
十
五
年
度
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
一
○
億
円
、
三
十
六
年
度

一
一
一
億
円
、
三
十
七
年
度
一
一
億
円
、
一
一
一
十
八
年
度
に
お
い
て
は
八
億
円
の
増
額

が
認
め
ら
れ
た
に
過
ぎ
ず
、
目
標
額
に
達
す
る
に
は
な
お
大
幅
の
増
額
を
必
要
と

す
る
状
態
で
あ
る
。

当
初
計
画
の
実
現
が
こ
の
よ
う
に
遷
延
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
教
育
研
究
の
推

進
を
甚
だ
し
く
阻
害
し
、
学
術
の
基
礎
の
育
成
と
水
準
の
高
揚
が
立
ち
遅
れ
て
い

る
こ
と
は
真
に
寒
心
に
堪
え
な
い
。
か
か
る
現
状
に
鑑
み
昭
和
三
十
九
年
度
に
お

い
て
は
、
少
く
と
も
三
十
億
円
を
増
額
し
、
せ
め
て
当
初
の
目
標
を
達
成
す
る
よ

う
措
置
さ
れ
ん
こ
と
を
強
く
要
望
す
る
。

二
国
立
文
教
施
設
整
備
費
の
増
額
に
つ
い
て

文
部
省
は
、
さ
き
に
国
立
文
教
施
設
整
備
の
立
ち
遅
れ
を
憂
慮
し
、
こ
れ
が
抜

本
的
な
整
備
を
は
か
る
た
め
に
、
詳
細
な
実
態
調
査
を
行
な
い
、
こ
れ
に
基
づ
い

て
国
立
文
教
施
設
整
備
緊
急
五
ヵ
年
計
画
を
樹
て
、
所
要
目
標
額
一
、
○
六
四
億

円
の
達
成
を
期
し
昭
和
三
十
六
年
度
か
ら
実
施
し
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に

対
し
初
年
度
に
お
い
て
七
一
一
億
円
、
二
年
度
に
お
い
て
一
一
一
一
一
億
円
、
三
年
度
に

お
い
て
一
八
七
億
円
併
せ
て
三
九
○
億
円
が
認
め
ら
れ
た
に
過
ぎ
ず
、
既
に
五
ヵ

年
計
画
の
一
一
一
年
次
を
経
過
し
た
今
日
に
お
い
て
も
当
初
目
標
額
の
一
一
一
一
へ
五
％
が

認
め
ら
れ
た
に
過
ぎ
な
い
実
情
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
五
年
間
に
予
定
計
画
の
完
了

で
き
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
後
の
急
激
な
工
費
の
単

価
増
も
あ
り
、
科
学
技
術
振
興
に
伴
い
新
ら
た
に
増
募
す
べ
き
学
生
の
教
育
は
勿

論
の
こ
と
、
来
た
る
べ
き
昭
和
四
十
一
年
度
の
学
生
急
増
を
想
う
と
き
、
現
在
施

設
不
備
の
た
め
著
し
く
阻
害
さ
れ
て
い
る
研
究
と
教
育
が
ま
す
ま
す
支
障
を
来
た

す
こ
と
は
必
定
で
あ
る
。

戦
後
す
で
に
十
八
年
を
経
過
し
、
文
化
経
済
発
展
の
途
上
に
あ
っ
て
、
そ
の
基

礎
を
な
す
大
学
の
研
究
教
育
の
格
段
の
充
実
と
拡
充
が
期
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い

と
き
、
右
の
よ
う
な
著
し
い
立
ち
遅
れ
の
ま
ま
で
遷
延
す
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ

￣
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教
育
研
究
の
任
に
あ
る
も
の
と
し
て
誠
に
寒
心
に
堪
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
昭
和
三
十
九
年
度
予
算
に
お
い
て
は
、
所
要
計
画
額
三
四
五
億
円
を

是
非
と
も
計
上
し
、
施
設
整
備
五
ヵ
年
計
画
が
完
全
に
実
施
で
き
る
よ
う
特
別
の

考
慮
を
払
わ
れ
ん
こ
と
を
要
望
す
る
。

な
お
、
科
学
技
術
者
の
養
成
確
保
に
追
わ
れ
、
と
か
く
な
お
ざ
り
に
さ
れ
た
人

間
形
成
の
面
に
つ
い
て
見
て
も
、
そ
の
教
育
効
果
を
発
揮
す
る
た
め
に
必
要
欠
く

く
ら
ざ
る
課
外
に
お
け
る
教
官
と
学
生
或
は
学
生
相
互
の
接
触
を
通
し
て
の
人
間

教
育
の
場
と
し
て
の
学
生
会
館
、
学
寮
、
体
育
施
設
等
の
整
備
充
実
の
必
要
が
特

に
痛
感
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
学
園
に
ふ
さ
わ
し
い
教
育
環
境
を
造
成
す
る
た
め

の
構
内
道
路
、
校
庭
等
の
物
的
環
境
的
諸
条
件
の
整
備
充
実
と
相
ま
っ
て
至
急
実

施
で
き
る
よ
う
措
置
さ
れ
ん
こ
と
を
併
せ
て
要
望
す
る
。

一
一
一
、
学
生
経
費
の
増
額
に
つ
い
て

戦
後
欧
米
諸
国
に
お
い
て
は
、
諸
科
学
の
振
興
は
特
に
大
学
に
お
け
る
研
究
お

よ
び
教
育
を
中
心
と
す
べ
き
で
あ
る
と
の
基
本
方
策
を
樹
て
、
巨
額
の
経
費
を
投

じ
て
画
期
的
な
科
学
者
技
術
者
の
養
成
計
画
を
樹
立
し
、
逸
早
く
こ
れ
を
実
施
し

て
来
た
の
で
あ
る
が
、
今
日
欧
米
諸
国
の
科
学
技
術
は
、
そ
の
た
め
に
躍
進
的
な

発
展
を
遂
げ
、
産
業
は
そ
の
面
目
を
一
新
し
て
将
に
一
時
代
を
画
し
つ
つ
あ
る
と

云
え
よ
う
。
し
か
る
に
、
わ
が
国
の
現
状
を
み
る
に
、
戦
後
既
に
十
八
年
余
を
経

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
大
学
に
お
け
る
研
究
教
育
施
設
の
老
朽
化
、
旧
式
化
は
依
然

と
し
て
解
消
せ
ず
、
研
究
費
の
不
足
は
勿
論
学
生
経
費
の
不
足
等
に
よ
る
立
ち
遅

れ
は
、
こ
れ
を
基
盤
に
す
る
産
業
技
術
、
ひ
い
て
は
産
業
自
体
の
将
来
の
進
歩
を

も
は
ば
む
こ
と
必
定
で
あ
る
。

学
生
の
創
造
的
、
計
画
的
、
分
析
的
且
つ
総
合
的
な
思
考
を
伸
張
さ
せ
る
た
め

の
実
験
実
習
そ
の
他
必
要
な
学
生
経
費
は
、
教
官
研
究
費
、
一
般
管
理
費
と
と
も

に
国
立
大
学
の
運
営
に
要
す
る
物
件
費
の
う
ち
の
三
本
柱
の
一
つ
を
な
す
も
の
で

あ
る
が
、
学
生
経
費
の
単
価
が
極
端
に
低
率
の
た
め
に
、
と
ぼ
し
い
教
官
研
究
費

の
相
当
部
分
を
さ
い
て
こ
れ
に
充
て
ざ
る
を
得
な
い
実
情
で
あ
る
。
昭
和
二
十
五

年
度
に
お
け
る
文
科
系
学
生
経
費
の
単
価
一
一
、
一
一
○
○
円
が
昭
和
一
一
一
十
八
年
度
に

お
い
て
は
五
、
五
○
○
円
、
理
科
系
学
生
経
費
単
価
一
一
一
、
七
○
○
円
が
一
二
、
五

○
○
円
で
僅
か
に
二
、
五
乃
至
一
一
一
、
三
倍
に
過
ぎ
な
い
。
更
に
大
学
院
の
学
生
経

霞

勺
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昭
和
三
十
八
年
十
一
一
月
日

国
立
大
学
協
会

会
長
茅

誠
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国
立
大
学
教
官
の
給
与
改
善
に
つ
い
て
は
、
か
ね
て
来
格
段
の
ご
高
配
を
煩
わ
し

逐
次
改
善
を
見
つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
文
教
振
興
の
た
め
真
に
喜
び
に
堪
え
ま
せ
ん
。

本
協
会
に
お
き
ま
し
て
も
、
目
下
国
立
大
学
教
官
の
給
与
の
根
本
的
な
改
善
の
具

体
的
方
策
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
て
お
り
、
何
れ
こ
れ
が
試
案
に
基
づ
い
て
重
ね
て

要
望
い
た
し
た
く
存
じ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
度
開
催
さ
れ
た
第
三
十
回
総
会
に
お

い
て
、
差
し
当
た
り
左
記
事
項
に
つ
い
て
至
急
ご
考
慮
を
煩
わ
し
た
い
と
の
強
い
要

望
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
右
実
現
方
に
つ
き
何
分
の
ご
配
慮
を
下
さ
る
よ
う
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

記

一
国
立
大
学
長
の
管
理
職
手
当
を
一
率
に
本
俸
の
二
五
％
と
す
る
こ
と
。
同
時
に
学

部
長
そ
の
他
の
部
局
長
の
管
理
職
手
当
に
つ
い
て
も
一
率
一
八
％
と
す
る
こ
と
。

｜
｜
国
立
大
学
教
官
の
給
与
に
つ
い
て
、
一
一
等
級
十
九
号
俸
以
上
の
号
俸
の
適
用
を
一

費
に
つ
い
て
見
て
も
、
昭
和
一
一
十
八
年
度
に
お
い
て
文
科
系
三
、
九
○
○
円
が
昭

和
三
十
八
年
度
に
お
い
て
は
よ
う
や
く
一
○
、
六
○
○
円
で
僅
か
に
二
、
七
倍
、

同
じ
く
理
科
系
に
お
い
て
は
六
、
六
○
○
円
が
四
、
一
倍
の
一
一
七
、
一
○
○
円
と
な

っ
た
に
過
ぎ
ず
、
今
日
理
科
系
学
部
一
人
当
た
り
の
学
生
経
費
が
少
く
と
も
十
万

円
を
必
要
と
す
る
こ
と
と
思
い
比
べ
る
と
あ
ま
り
に
も
瞭
然
た
る
も
の
が
あ
る
。

か
く
の
如
く
、
国
立
大
学
の
学
生
教
育
に
お
い
て
、
経
費
不
足
の
た
め
に
実
験

実
習
等
に
支
障
を
来
た
し
て
い
る
こ
と
は
、
卒
業
者
の
学
力
、
実
社
会
に
お
け
る

技
術
面
に
も
影
響
し
、
延
い
て
は
わ
が
国
の
科
学
技
術
の
振
興
を
は
ば
む
結
果
と

な
っ
て
い
る
。

昭
和
三
十
九
年
度
に
お
い
て
は
、
か
か
る
実
情
を
勘
案
の
上
、
是
非
と
も
学
生

経
費
を
大
幅
に
増
額
す
る
よ
う
措
置
さ
れ
ん
こ
と
を
重
ね
て
要
望
す
る
。

昭
和
三
十
八
年
十
一
一
月
日

国
立
大
学
協
会

会
長
茅

誠
司
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国
立
学
校
設
置
法
一
部
改
正
に
伴
う
講
座
・
学
科
目
等
の
省
令
化
に
関
し
、
特
に

教
員
養
成
に
携
わ
る
大
学
・
学
部
か
ら
し
て
、
幾
多
の
疑
問
や
不
満
が
表
明
さ
れ
て

お
り
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
、
大
学
と
文
部
省
の
問
に
、
十
分
な
意
志
の
疏
通
を
欠
い
た
た
め
と

考
え
ら
れ
、
遺
憾
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
結
果
を
招
い
た
の
は
、
教
員
養
成
系
の
大
学
・
学
部
に
関
し
て
は
、

他
の
大
学
・
学
部
と
異
な
り
、
ま
だ
設
置
基
準
要
項
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
の
に
由

来
す
る
こ
と
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
根
本
的
な
問
題
が
あ
り
ま
す
が
、
し

か
し
直
接
的
に
は
、
今
回
の
省
令
化
に
際
し
、
幾
多
の
大
学
・
学
部
の
特
色
ま
た
意

向
が
無
視
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
惑
を
産
ん
だ
た
め
で
あ
り
ま
す
。

幸
い
今
日
、
教
員
養
成
系
の
大
学
・
学
部
に
関
す
る
設
置
基
準
要
項
の
検
討
が
い

ろ
い
ろ
な
形
で
試
み
ら
れ
て
お
り
、
近
く
何
ら
か
の
成
果
が
得
ら
れ
る
段
階
に
達
し

て
い
る
と
聞
き
及
び
ま
す
。
従
っ
て
（
当
協
会
と
し
て
は
、
次
の
一
一
点
を
強
く
要
望

い
た
し
ま
す
。

第
一
今
回
行
な
わ
れ
た
学
科
目
の
省
令
化
は
、
上
述
し
た
設
置
基
準
要
項
に
関

す
る
検
討
の
結
果
が
纒
ま
り
次
第
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
改
訂
さ
れ
た
い
こ
と
。

第
二
そ
の
際
、
各
大
学
・
学
部
と
十
分
に
話
し
合
い
を
行
な
い
、
各
大
学
・
学

部
の
特
色
お
よ
び
意
向
が
適
当
に
生
か
さ
れ
る
よ
う
に
努
め
ら
れ
た
い
こ
と
。

昭
和
一
一
一
十
九
年
一
月
一
一
十
三
日

国
立
大
学
協
会

会
長
大
河
内
一
男

が
実
現
さ
れ
る
よ
う
格
別
の
御
配
慮
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

要
望

書

昭
和
一
一
一
十
九
年
一
月
二
十
一
一
一
日
開
催
の
国
立
大
学
協
会
第
一
一
一
十
一
回
総
会
に
お
い

て
左
記
の
要
望
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
決
議
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
こ
の
要
望
の
趣
旨

本
だ
て
と
す
る
こ
と
。
（
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
、
一
ぅ
る
法
律
別
表
第
五
備
考

目
関
係
）
。

三
教
授
に
つ
い
て
、
｜
等
級
へ
の
昇
進
の
途
を
開
く
こ
と
。

－

１F、

堅

騒
慰

二
乃
至
八
）

｜
、
昭
和
一
一
一
十
八
年
十
二
月
一
一
十
日
国
大
協
庶
第
二
四
八
号
大
河
内
会
長
よ
り
各
国

立
大
学
長
宛

今
回
、
文
部
省
よ
り
当
協
会
に
対
し
、
文
部
省
と
大
蔵
省
と
の
間
に
お
い
て
昭

和
三
十
九
年
度
予
算
折
衝
の
過
程
に
お
い
て
、
国
立
大
学
の
施
設
整
備
の
促
進
強

化
お
よ
び
国
立
大
学
予
算
の
確
保
な
ら
び
に
同
予
算
運
用
上
の
弾
力
性
等
を
考
慮

し
て
、
両
省
の
問
に
国
立
学
校
の
予
算
を
特
別
会
計
に
す
る
話
し
合
い
が
に
わ
か

に
進
展
し
、
文
部
省
に
お
い
て
は
こ
れ
に
つ
い
て
国
立
大
学
側
の
意
見
を
求
め
、

大
蔵
省
と
折
衝
し
た
い
と
の
申
し
出
が
あ
り
ま
し
た
。

よ
っ
て
、
本
協
会
は
昨
十
二
月
十
九
日
、
理
事
会
な
ら
び
に
第
六
常
置
委
員
会

の
緊
急
合
同
会
議
を
開
催
し
、
文
部
当
局
側
か
ら
そ
の
経
緯
と
内
容
に
つ
い
て
の

説
明
を
求
め
る
と
共
に
、
協
会
と
し
て
の
対
策
を
協
議
い
た
し
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
文
部
省
に
お
い
て
も
前
記
の
と
お
り
大
学
側
の
意
見
を
求
め
た
上

で
そ
の
態
度
を
決
定
し
た
い
と
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
の
で
、
本
協
会
と
し
て
は
、

左
記
日
程
に
よ
り
、
各
大
学
の
ご
意
向
を
伺
っ
た
上
、
最
終
的
な
態
度
を
決
定
い

た
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

年
末
年
始
の
こ
と
で
も
あ
り
、
ご
検
討
を
願
う
期
間
が
短
か
く
て
申
し
訳
な
く

存
じ
ま
す
が
、
事
情
ご
了
承
の
上
、
何
分
の
ご
配
慮
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

な
お
、
本
月
二
十
日
新
聞
そ
の
他
に
お
い
て
「
国
立
学
校
特
別
会
計
」
に
つ
い

て
発
表
さ
れ
ま
し
た
が
、
右
報
道
に
つ
い
て
文
部
当
局
に
確
め
た
と
こ
ろ
、
文
部

1６

－

１１M？

提
出

元

文
部
大
臣

事
務
次
官

大
学
学
術
局
長

庶
務
課
長

大
学
課
長

教
職
員
養
成
課
長

国
立
学
校
の
特
別
会
計
制
度
に
つ
い
て

－■

１，鞠

ロ

Ｐ

安井西小内灘

養

寺内田林藤尾

駒

-

1911；弘
吉

誉
三
郎

行
雄

亀
久
夫

慶
次
郎

重
夫

（５７）
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織

省
と
し
て
は
、
前
記
の
と
お
り
国
立
大
学
側
の
意
見
に
よ
り
今
後
関
係
筋
と
接
衝

の
上
、
最
終
決
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
及
び
特
別
会
計
を
設
定
す
る
場
合
で

も
そ
れ
は
国
立
学
校
会
計
の
独
立
採
算
制
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
従
っ

て
新
聞
紙
上
に
報
道
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
授
業
料
等
の
値
上
げ
を
企
図
し
一
般
会

計
の
負
担
軽
減
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
も
の
で
な
い
旨
申
し
て
居
り
ま

し
た
の
で
念
の
た
め
申
し
添
え
ま
す
。

記

十
二
月
二
十
一
一
一
日
、
一
一
十
四
日
午
後
三
時
か
ら
東
京
大
学
に
お
い
て
第
六
常

置
委
員
会
の
小
委
員
会
を
開
催
し
、
小
委
員
の
ほ
か
専
門
委
員
五
名
程
度
を
委

嘱
し
て
、
特
別
会
計
制
度
の
内
容
お
よ
び
本
制
度
の
利
害
得
失
に
つ
い
て
検
討

し
、
当
協
会
と
し
て
の
見
解
の
原
案
を
ま
と
め
る
。

○
小
委
員
会
委
員

会
長
、
両
副
会
長
、
第
六
常
置
委
員
会
委
員
長
、
高
橋
、
黒
沢
各
委
員

十
二
月
一
一
十
五
日
午
前
十
時
か
ら
東
京
大
学
に
お
い
て
役
員
会
と
第
六
常
置

委
員
会
の
合
同
会
議
を
開
催
し
、
右
小
委
員
会
の
原
案
に
つ
い
て
検
討
の
上
、

成
案
を
得
て
各
大
学
に
送
付
し
、
そ
れ
ぞ
れ
検
討
を
願
に
で
き
得
る
限
り
一

月
一
一
十
一
日
ま
で
に
当
協
会
事
務
局
に
必
着
す
る
よ
う
文
書
又
は
電
信
電
話
で

御
意
見
を
御
申
出
願
う
こ
と
。
（
但
し
万
巳
む
を
得
な
い
場
合
は
後
記
の
総
会

で
御
意
見
を
出
し
て
頂
く
こ
と
Ｊ

一
月
二
十
二
日
午
前
十
時
か
ら
東
京
大
学
に
お
い
て
前
記
合
同
会
議
を
開
催

し
、
各
大
学
の
意
見
に
つ
い
て
協
議
。

一
月
一
一
十
三
日
午
前
十
時
か
ら
日
本
学
術
会
議
講
堂
に
お
い
て
国
立
大
学
協

会
第
三
十
一
回
総
会
を
開
催
し
、
協
会
と
し
て
の
最
終
意
見
を
決
定
す
る
。

一
一
、
昭
和
一
一
一
十
八
年
十
一
一
月
一
一
十
五
日
国
大
協
庶
第
二
五
四
号
大
河
内
会
長
よ
り
各

国
立
大
学
長
宛

去
る
十
二
月
二
十
日
付
国
大
協
庶
第
二
四
八
号
を
も
っ
て
ご
報
告
と
共
に
ご
了

承
を
お
願
い
し
た
国
立
学
校
特
別
会
計
制
度
の
問
題
に
つ
き
ま
し
て
、
早
速
、
左

記
の
方
々
を
専
門
委
員
に
お
願
い
し
て
か
ね
て
御
通
知
の
審
議
日
程
に
よ
り
別
紙

の
と
お
り
国
立
学
校
特
別
会
計
制
度
に
つ
い
て
の
意
見
書
（
案
）
を
作
成
い
た
し

菫
し
た
。

轍

年

翰
鶴

つ
き
ま
し
て
は
、
前
便
で
も
お
願
い
い
た
し
ま
し
た
よ
う
に
、
本
案
に
つ
き
至

急
ご
検
討
の
上
、
こ
れ
に
対
す
る
ご
意
見
を
き
た
る
一
月
一
一
十
一
日
ま
で
に
当
協

会
事
務
局
に
必
着
す
る
よ
う
（
文
書
又
は
電
信
電
話
で
お
申
し
出
で
願
う
こ
と
。

但
し
万
已
む
を
得
な
い
場
合
は
総
会
で
ご
意
見
を
出
し
て
い
た
だ
く
こ
と
）
ご
配

慮
の
程
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

年
末
年
始
の
こ
と
で
も
あ
り
、
ご
検
討
を
願
う
期
間
も
極
め
て
少
な
い
こ
と
で

ご
迷
惑
と
は
存
じ
ま
す
が
、
意
見
書
提
出
の
時
機
が
さ
し
せ
ま
っ
て
い
る
事
情
ご

推
察
の
上
、
何
分
の
お
取
計
ら
い
を
重
ね
て
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

な
お
、
意
見
書
作
成
の
理
由
及
び
方
法
は
次
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
の
で
念
の

た
め
申
し
添
え
ま
す
。

専
門
委
員

一
橋
大
学
教
授
田
上
穣
治

〃
東
京
大
学
教
授
辻

清
明

〃
〃

雄
川
一
郎

〃
〃

武
田
隆
夫

〃
〃

遠
藤
湘
吉

（
意
見
書
作
成
の
理
由
）

右
意
見
（
案
）
の
作
成
は
国
立
大
学
協
会
役
員
会
お
よ
び
第
六
常
置
委
員
会
の

合
同
会
議
に
お
い
て
学
校
特
別
会
計
の
設
置
の
可
否
に
つ
い
て
検
討
し
た
結
果
、

当
協
会
第
六
常
置
委
員
会
に
お
い
て
は
、
か
ね
て
よ
り
大
学
に
お
け
る
教
育
と
研

究
の
円
滑
な
運
営
を
保
障
す
る
た
め
に
は
一
般
行
政
機
関
と
異
な
っ
た
独
自
の
運

営
が
必
要
で
あ
り
、
こ
れ
が
た
め
に
は
財
政
面
に
お
い
て
も
特
別
会
計
を
設
置
す

る
等
、
何
等
か
の
特
別
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
検
討
し
て
き
た
関
係
も
あ
り
ま
し

た
の
で
も
し
別
紙
意
見
書
案
の
各
条
項
に
記
さ
れ
て
あ
る
条
件
が
充
た
さ
れ
る
特

別
会
計
が
設
置
さ
れ
る
な
ら
ば
右
の
趣
旨
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
と
の
見
解
に
立

っ
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

（
意
見
書
作
成
の
方
法
）

こ
の
意
見
書
は
別
紙
（
参
考
）
と
し
て
添
付
し
て
あ
る
「
国
立
学
校
特
別
会
計

制
度
に
つ
い
て
（
昭
和
一
一
一
八
年
一
一
一
月
二
○
日
現
在
に
お
け
る
大
蔵
省
提
案
を
文

部
省
に
お
い
て
理
解
し
た
点
を
記
述
し
た
も
の
と
を
検
討
す
る
と
共
に
、
前
記

意
見
書
作
成
の
理
由
に
述
べ
た
よ
う
に
学
校
特
別
会
計
設
置
に
つ
い
て
そ
の
お
一
つ

慰

鰯
〆

と

薇

騨
一■

（５８）
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縄

国
立
学
校
特
別
会
計
制
度
に
つ
い
て
の
意
見
（
案
）

㈱
各
章
句
の
末
に
付
し
た
数
字
は
別
紙
参
考
資
料
（
国
立
学

校
特
別
会
計
制
度
に
つ
い
て
）
の
記
載
項
目
番
号
で
あ
る
。

｜
、
国
立
学
校
特
別
会
計
設
置
の
問
題
に
つ
い
て
当
協
会
は
、
次
の
三
点
を
前
提
と

し
て
検
討
し
た
。
た
だ
し
、
問
題
を
国
立
大
学
の
範
囲
に
限
定
し
た
。

Ｈ
国
立
大
学
が
そ
の
任
務
・
目
的
を
達
成
す
る
に
つ
い
て
は
、
｜
般
行
政
機
関

と
は
異
っ
た
独
自
の
運
営
が
必
要
で
あ
る
こ
と
。

ロ
国
立
大
学
の
施
設
の
現
状
は
、
新
設
大
学
は
も
ち
ろ
ん
、
旧
設
大
学
に
お
い

て
も
、
極
め
て
劣
悪
、
不
十
分
な
こ
と
。

ロ
日
本
の
財
政
・
経
済
の
現
状
か
ら
み
て
、
国
立
大
学
の
た
め
の
予
算
確
保
の

困
難
は
将
来
、
必
ず
し
も
緩
和
さ
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
。

二
、
右
の
立
場
に
お
い
て
、
当
協
会
は
、
こ
の
際
特
に
左
の
諸
点
に
つ
い
て
要
望
す

る
。

Ｉ
特
別
会
計
設
置
の
趣
旨
と
目
的

Ｈ
こ
の
会
計
は
、
大
学
に
お
け
る
教
育
と
研
究
の
円
滑
な
運
営
を
保
障
し
、

大
学
の
人
的
・
物
的
内
容
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
を
本
旨
と
す
べ
き
も
の
で
あ

る
こ
と
。

口
こ
の
会
計
は
、
国
立
大
学
財
政
を
、
永
続
的
観
点
に
立
っ
て
自
主
的
・
弾

力
的
・
計
画
的
に
運
営
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
。

㈲
国
立
大
学
の
財
政
は
、
本
来
収
支
の
均
衡
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

も
の
で
あ
り
、
こ
の
会
計
の
運
用
に
当
っ
て
は
企
業
会
計
の
精
神
を
活
か
す

べ
き
分
野
も
な
い
で
は
な
い
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
国
立
大
学
の
本
来
の
目

的
の
実
現
を
妨
げ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

Ⅱ
特
別
会
計
の
運
用

Ｈ
こ
の
会
計
の
運
用
に
当
っ
て
は
、
一
般
会
計
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
に

独
立
採
算
を
は
か
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。
し
た
が
っ

て
、

べ
き
形
を
総
合
的
に
検
討
し
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

￣

U`9，

Ｃｆ

蕊
關
』

川
剰
余
金
、
国
有
財
産
処
分
収
入
等
の
特
別
会
計
固
有
の
財
源
が
あ
る
こ

と
を
理
由
と
し
て
、
一
般
会
計
か
ら
の
支
出
金
額
を
削
減
し
て
は
な
ら
な

い
。
⑤
、
⑩

回
授
業
料
収
入
等
の
歳
入
の
増
大
を
特
に
は
か
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
。
②

口
こ
の
会
計
に
お
い
て
は
、
大
学
に
お
け
る
教
育
と
研
究
の
円
滑
な
遂
行
を

可
能
な
ら
し
め
る
見
地
か
ら
、
一
時
借
入
金
・
繰
越
・
予
算
の
流
用
・
継
続

費
等
の
諸
点
に
お
い
て
弾
方
的
な
措
置
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。
幻
‐
１
０

口
こ
の
〈
云
計
は
、
ま
た
国
立
大
学
施
設
の
整
備
促
進
、
内
容
充
実
の
た
め
に

運
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
し
た
が
っ
て
、

Ⅲ
こ
の
会
計
に
属
す
る
国
有
財
産
の
利
用
な
い
し
処
分
は
す
べ
て
国
立
大

学
の
内
容
の
充
実
の
た
め
に
な
さ
れ
る
こ
と
を
本
旨
と
す
る
。
、
㈹
⑨
⑩

回
こ
の
会
計
は
、
財
政
投
融
資
資
金
の
受
入
れ
を
行
な
い
施
設
の
整
備
を

促
進
し
う
る
も
の
と
す
る
。
０

脚
こ
の
会
計
の
剰
余
金
は
、
全
額
こ
の
会
計
の
財
源
と
し
、
歳
入
予
算
超
過

分
の
一
部
は
、
積
立
金
と
し
て
積
立
て
、
施
設
整
備
の
た
め
に
歳
入
に
繰
入

れ
う
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
⑤

国
歳
入
超
過
額
に
つ
い
て
は
、
弾
力
条
項
を
設
け
、
予
算
の
円
滑
な
運
営
を

は
か
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
㈹

㈹
剰
余
金
、
歳
入
超
過
分
、
国
有
財
産
の
処
分
等
に
よ
っ
て
生
じ
た
財
源
は

そ
れ
ら
の
発
生
し
た
事
情
に
即
し
つ
つ
、
口
の
目
的
に
沿
う
よ
う
に
使
用
す

る
こ
と
。

別
紙
（
参
考
）
資
料

国
立
学
校
特
別
会
計
制
度
に
つ
い
て

（郷鯏妃洲削岬枡に明虻糾旧槻紬眈献剛附け燗哨提）
１
、
こ
の
特
別
会
計
は
、
国
立
学
校
の
内
容
の
充
実
を
図
り
、
か
つ
、
今
後
に
お
け

る
拡
充
整
備
を
促
進
す
る
趣
旨
の
も
の
で
あ
る
。

２
、
こ
の
特
別
会
計
は
、
国
立
学
校
会
市
の
独
立
採
算
制
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は

偽

璃

可

綴

－－

鞠
トー

（５９）



(蕊町

な
く
）
し
た
が
っ
て
一
般
会
計
の
負
担
軽
減
を
図
る
目
的
を
も
っ
て
、
授
業
料

等
の
値
上
げ
を
企
図
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

３
、
借
入
金
の
制
度
を
設
け
、
財
政
投
融
資
資
金
を
導
入
し
て
施
設
（
病
院
）
整
備

の
促
進
に
資
す
る
。

４
、
こ
の
特
別
会
計
に
お
い
て
支
払
上
現
金
が
不
足
す
る
と
き
は
、
年
度
内
の
一
時

借
入
金
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
、
こ
の
会
計
の
剰
余
金
は
、
一
般
会
計
に
お
け
る
剰
余
金
と
は
異
な
り
、
全
額
こ

の
会
計
の
財
源
と
さ
れ
る
。
特
に
こ
の
剰
余
金
の
一
部
（
歳
入
予
算
超
過
分
）

は
、
積
立
金
と
し
て
積
み
立
て
、
施
設
の
整
備
に
充
当
す
る
。

６
、
歳
入
予
算
の
超
過
額
に
つ
い
て
は
、
病
院
等
の
経
営
に
直
接
必
要
な
経
費
に
充

て
る
よ
う
弾
力
条
項
を
設
け
、
そ
の
円
滑
な
運
営
を
図
る
。

７
、
現
在
国
立
学
校
の
管
理
す
る
国
有
財
産
は
、
原
則
と
し
て
一
切
こ
の
特
別
会
計

の
財
産
と
し
て
い
わ
ば
出
資
さ
れ
る
も
の
と
し
、
今
後
そ
の
財
産
が
学
校
と
し
て

の
使
用
目
的
に
供
さ
れ
な
く
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
こ
れ
を
換
価
し
た
代
金

は
、
従
来
の
よ
う
な
一
般
行
成
の
財
源
と
は
せ
ず
、
こ
の
特
別
会
計
の
歳
入
と
し

て
国
立
学
校
の
内
容
の
充
実
に
あ
て
る
。

８
、
今
後
こ
の
特
別
会
計
の
財
産
を
処
分
す
る
場
合
は
、
従
来
の
よ
う
に
、
他
の
行

政
目
的
の
た
め
に
減
額
譲
渡
ま
た
は
無
償
譲
渡
す
る
こ
と
は
、
原
則
と
し
行
な
わ

な
い
。

９
、
今
後
一
般
会
計
の
財
産
を
国
立
学
校
の
用
に
供
す
る
た
め
こ
の
特
別
会
計
に
所

管
摸
を
す
る
場
合
は
無
償
と
し
、
こ
の
特
別
会
計
の
財
産
を
他
の
会
計
に
所
管
摸

を
す
る
場
合
は
、
原
則
と
し
て
有
償
と
す
る
。

Ⅲ
、
こ
の
特
別
会
計
に
属
す
る
不
用
の
財
産
を
処
分
し
て
、
そ
の
代
金
を
国
立
学
校

の
内
容
充
実
に
あ
て
る
こ
と
を
容
易
に
す
る
た
め
、
建
交
換
を
行
な
う
に
必
要
な

予
算
枠
と
国
庫
債
務
負
担
行
為
枠
と
を
設
け
る
。

ｕ
、
研
究
費
そ
の
他
国
立
学
校
の
運
営
費
に
つ
い
て
は
、
特
別
会
計
に
ふ
さ
わ
し
い

よ
う
に
、
実
情
に
即
し
た
使
用
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

一
一
一
、
国
立
学
校
特
別
会
計
制
度
に
つ
い
て
の
意
見
書

各
大
学
に
送
付
し
た
国
立
学
校
特
別
会
計
制
度
に
つ
い
て
の
意
見
書
（
案
）
に

対
し
検
討
の
結
果
、
各
大
学
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
意
見
の
回
答
が
あ
っ
た
の
で
、
こ
れ

鰯

’＄

嶽
一
鱗

Ｊ
１

に
つ
い
て
一
月
一
一
十
二
日
専
門
委
員
会
壺
同
一
一
十
二
日
第
六
常
置
委
員
会
と
役
員

会
の
合
同
会
議
を
開
催
協
議
し
総
会
提
出
の
原
案
を
取
り
ま
と
め
た
。
こ
れ
を
同

二
十
一
一
一
日
第
一
一
一
十
一
回
総
会
に
付
議
し
た
と
こ
ろ
、
一
部
修
正
の
上
次
の
意
見
書

が
可
決
さ
れ
た
の
で
た
だ
ち
に
こ
れ
を
左
記
宛
提
出
し
た
。

国
立
学
校
特
別
会
計
制
度
に
つ
い
て
の
意
見

国
立
大
学
が
そ
の
任
務
・
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
一
般
行
政
機
関
と
は

異
っ
た
独
自
の
運
営
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
見
地
か
ら
、
国
立
大
学
の
会
計
に
つ

い
て
も
一
般
会
計
と
異
っ
た
取
扱
を
す
る
こ
と
は
異
論
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら

そ
の
具
体
的
な
制
度
及
び
内
容
に
つ
い
て
は
、
大
学
の
意
見
を
反
映
せ
し
め
、
大

学
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
す
る
よ
う
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
。
し
か
る
に
、
今
回

提
示
さ
れ
た
国
立
学
校
特
別
会
計
制
度
に
関
し
て
は
、
わ
れ
わ
れ
に
十
分
検
討
す

る
い
と
ま
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
遺
憾
で
あ
っ
た
。

従
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
内
容
に
つ
い
て
十
分
具
体
的
に
は
結
論
を
得
る
に

い
た
っ
て
い
な
い
が
、
さ
し
当
り
後
記
の
諸
条
項
の
趣
旨
は
関
係
法
令
に
お
い
て

完
全
に
実
現
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

国
立
大
学
の
内
容
、
施
設
は
、
新
設
大
学
は
も
ち
ろ
ん
、
旧
設
大
学
に
お
い
て

も
、
極
め
て
劣
悪
不
満
足
な
状
態
に
あ
る
。
こ
の
現
状
を
改
善
し
、
学
術
の
水
準

を
高
め
大
学
間
の
格
差
を
是
正
し
、
大
学
の
任
務
の
達
成
に
支
障
な
か
ら
し
め
る

た
め
に
は
、
大
学
財
政
を
さ
ら
に
拡
充
し
、
そ
の
運
営
を
い
っ
そ
う
円
滑
な
ら
し

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
大
学
財
政
に
つ
い
て
は
、
今
後

の
検
討
に
残
さ
れ
た
問
題
は
少
し
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
今
回
の
特
別

会
計
制
度
の
実
施
後
に
お
い
て
も
、
そ
の
結
果
を
検
討
し
、
改
善
を
は
か
っ
て
行

く
こ
と
は
も
と
よ
り
、
さ
ら
に
進
ん
で
、
大
学
財
政
確
立
の
方
策
を
研
究
す
る
必

要
が
あ
り
、
常
時
右
の
検
討
。
研
究
が
続
け
ら
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

な
お
、
こ
の
制
度
の
成
文
化
及
び
実
施
に
あ
っ
て
は
、
大
学
の
自
主
性
が
尊
重

さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
ま
た
、
こ
の
会
計
の
運
営
上
の
重
要
事

項
に
つ
い
て
は
国
立
大
学
側
の
意
向
が
十
分
反
映
さ
れ
る
よ
う
な
方
途
が
講
ぜ
ら

る
べ
き
で
あ
る
。

右
の
趣
旨
に
お
い
て
当
協
会
は
、
左
の
諸
点
に
つ
い
て
要
望
す
る
。

Ｉ
特
別
会
計
設
置
の
趣
旨
と
目
的

〈露

鰯
＝〆

＠

し

爾

霞
活〆

（６０）



愚

Ｈ
こ
の
会
計
は
霜
大
学
に
お
け
る
研
究
と
教
育
の
円
滑
な
運
営
を
保
障
し
鶴

す
べ
て
の
大
学
の
人
的
・
物
的
内
容
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
を
本
旨
と
す
べ
き

も
の
で
あ
る
こ
と
。

口
こ
の
会
計
は
、
国
立
大
学
財
政
を
、
永
続
的
長
期
的
観
点
に
立
っ
て
自
主

的
・
弾
力
的
・
計
画
的
に
運
営
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
い
こ
と
。

同
国
立
大
学
の
財
政
は
、
本
来
収
支
の
均
衡
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

も
の
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
こ
の
会
計
の
運
用
上
企
業
会
計
の
精
神
を
活
か

す
べ
き
面
が
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
国
立
大
学
の
本
来
の
目
的

の
実
現
を
妨
げ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

側
国
立
大
学
の
任
務
と
性
質
に
か
ん
が
み
、
国
立
大
学
と
そ
の
他
の
諾
学
校

と
を
区
分
す
る
こ
と
。

Ⅱ
特
別
会
計
の
運
用

Ｈ
こ
の
会
計
の
運
用
に
当
っ
て
は
、
一
般
会
計
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
に

独
立
採
算
を
は
か
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。
し
た
が
っ

て
、

Ⅲ
剰
余
金
、
国
有
財
産
処
分
収
入
等
の
特
別
会
計
固
有
の
財
源
が
あ
る
こ

と
を
理
由
と
し
て
、
一
般
会
計
か
ら
の
支
出
を
削
減
し
て
は
な
ら
な
い
。

回
授
業
料
収
入
等
の
歳
入
の
増
大
を
特
に
は
か
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
。

口
こ
の
会
計
に
お
い
て
は
、
大
学
に
お
け
る
研
究
と
教
育
の
円
滑
な
遂
行
を

可
能
な
ら
し
め
る
見
地
か
ら
、
一
時
借
入
金
・
繰
越
・
予
算
の
流
用
・
継
続

費
等
の
諸
点
に
お
い
て
、
弾
力
的
な
措
置
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
。

口
こ
の
会
計
は
、
ま
た
国
立
大
学
施
設
の
整
備
促
進
、
内
容
充
実
の
た
め
に

運
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
し
た
が
っ
て
、

川
こ
の
会
計
に
属
す
る
国
有
財
産
の
利
用
な
い
し
処
分
は
有
償
と
し
て
こ

の
会
計
に
帰
属
し
、
一
般
会
計
の
財
産
を
使
用
ま
た
は
所
管
換
す
る
場
合

は
無
償
と
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。

回
こ
の
会
計
は
、
施
設
の
整
備
を
促
進
す
る
た
め
に
適
当
な
条
件
の
も
と

￣

縁

へ

愈
一
“

に
財
政
投
融
資
資
金
の
受
入
れ
を
行
な
い
う
る
も
の
と
す
る
。

、
こ
の
会
計
で
は
、
い
わ
ゆ
る
建
交
換
を
行
な
う
に
必
要
な
予
算
枠
を
設

け
、
国
庫
債
務
負
担
行
為
を
な
し
う
る
も
の
と
す
る
。

口
こ
の
会
計
の
剰
余
金
は
、
全
額
こ
の
会
計
の
財
源
と
し
、
歳
入
予
算
超
過

分
の
一
部
は
、
積
立
金
と
し
て
積
立
て
、
施
設
整
備
の
た
め
に
歳
入
に
繰
入

れ
う
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

田
歳
入
超
過
額
に
つ
い
て
は
、
弾
力
条
項
を
設
け
、
予
算
の
円
滑
な
運
営
を

は
か
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

尚
剰
余
金
、
歳
入
超
過
分
、
国
有
財
産
処
分
等
に
よ
っ
て
生
じ
た
財
源
は
、

そ
れ
ら
の
発
生
し
た
事
情
を
考
慮
し
つ
つ
、
曰
の
目
的
に
沿
う
よ
う
に
使
用

す
る
こ
と
。

昭
和
三
十
九
年
一
月
一
一
十
一
一
一
日

国
立
大
学
協
会
会
長
大
河
内
一
男

殿

（
註
）
第
三
十
一
回
総
会
に
お
い
て
、
前
文
中
原
案
の
「
取
扱
を
す
る
こ
と
自
体

に
は
」
を
「
取
扱
を
す
る
こ
と
に
」
に
、
「
提
案
」
を
「
提
示
」
に
、
「
具

体
的
な
結
論
」
を
「
具
体
的
に
は
結
論
」
に
修
正
さ
れ
た
。

提
出

先

文
部
大
臣

灘
尾
弘
吉

政
務
次
官

八
木
徹
雄

事
務
次
官

内
藤
誉
三
郎

大
学
学
術
局
長

小
林
行
雄

官
房
長

蒲
生
芳
郎

会
計
課
長

安
嶋

弥

大
学
課
長

井
内
慶
次
郎

自
由
民
主
党
政
務
調
査
会
長
三
木
武
夫

大
蔵
大
臣

田
中
角
栄

政
務
次
官

纐
纈
弥
三

政
務
次
官

斎
藤
邦
吉

事
務
次
官

石
野
信
一

翁

鋼

口

鰯

ａ－泊
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鰄

主
計
局
長

佐
藤
一
郎

主
計
局
次
長

中
尾
博
之

理
財
局
長

吉
岡
英
一

管
財
局
長

江
守
堅
太
郎

主
計
官

赤
羽

桂

四
、
会
長
談
話

（繩鍬竿叶鋤跡勵棚灌叶距却舗に叶作咽）
⑩
昨
年
十
二
月
十
九
日
国
立
学
校
特
別
会
計
の
設
置
に
関
し
文
部
省
か
ら
国
立

大
学
協
会
の
意
見
を
徴
さ
れ
た
の
で
、
全
国
の
国
立
大
学
は
今
日
ま
で
真
剣
に

こ
の
問
題
と
取
り
組
み
、
よ
う
や
く
意
見
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

②
学
校
特
別
会
計
の
よ
う
な
重
要
な
問
題
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
大
学
側

の
じ
ゅ
う
ぷ
ん
な
検
討
に
も
と
づ
く
意
見
を
徴
し
た
の
ち
、
は
じ
め
て
納
得
す

る
よ
う
な
結
論
が
下
さ
れ
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
す
が
、
今
回
の
提
案
は
い

さ
さ
か
唐
突
な
感
が
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
慎
重
に
検
討
す
る
充
分
な
余
裕
が
与

え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
手
続
上
遺
憾
に
思
っ
て
い
ま
す
。

③
た
だ
し
、
わ
れ
わ
れ
は
大
学
の
任
務
と
目
的
か
ら
み
て
、
大
学
財
政
に
つ
い

て
特
別
会
計
を
設
け
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
原
則
的
に
は
異
論
は
あ
り
ま
せ

ん
。
し
か
し
こ
の
制
度
の
具
体
的
あ
り
か
た
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
、
大
学
の
任

務
で
あ
る
学
問
、
研
究
の
自
由
な
発
展
に
と
っ
て
憂
う
べ
き
事
態
を
来
さ
な
い

と
は
い
え
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
国
立
大
学
協
会
の
総
意
に

よ
り
こ
こ
に
特
別
会
計
制
度
に
お
い
て
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
信
じ

る
事
項
を
と
り
ま
と
め
、
文
部
大
臣
に
要
望
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

側
こ
の
制
度
に
は
、
と
く
に
キ
メ
の
細
か
い
運
営
が
要
請
さ
れ
ま
す
し
、
そ
れ

が
あ
る
意
味
で
は
制
度
を
活
か
す
カ
ギ
と
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
の
で
、
こ
の
点

に
つ
い
て
と
く
に
文
部
大
臣
の
格
別
の
配
慮
を
お
願
い
し
て
お
き
ま
し
た
。

⑤
願
わ
く
は
社
会
一
般
も
、
学
術
の
発
展
と
向
上
を
念
ず
る
わ
れ
わ
れ
の
意
の

あ
る
と
こ
ろ
を
理
解
せ
ら
れ
、
大
学
財
政
拡
充
の
た
め
に
協
力
さ
れ
る
こ
と
を

期
待
し
て
い
ま
す
。

五
、
国
立
学
校
特
別
会
計
法
（
弘
頁
所
掲
）

鰯

、

謬一綴’

六
、
国
立
学
校
特
別
会
計
法
施
行
令
（
珊
頁
所
掲
）

七
、
覚

書

（柵姉陸叶勧辮化献体針批刷鮒岫噸撤舗事）
１
、
こ
の
特
別
会
計
は
、
国
立
学
校
の
内
容
の
充
実
を
図
り
、
か
つ
、
今
後
に
お

け
る
整
備
を
促
進
す
る
趣
旨
の
も
の
で
あ
る
。

２
、
こ
の
特
別
会
計
は
、
国
立
学
校
会
計
の
独
立
採
算
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
特
別
会
計
に
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
授
業
料
等
の
値

上
げ
を
意
図
す
る
こ
と
は
な
い
。

３
、
こ
の
特
別
会
計
に
属
す
る
不
用
の
財
産
を
処
分
し
て
、
そ
の
収
入
を
国
立
学

校
の
内
容
充
実
に
あ
て
る
こ
と
を
容
易
に
す
る
た
め
、
今
後
に
お
い
て
も
必
要

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
建
交
換
を
行
な
う
に
必
要
な
予
算
と
国
庫
債
務
負

担
行
為
の
計
上
を
図
る
こ
と
と
す
る
。

４
、
こ
の
特
別
会
計
の
歳
出
予
算
の
移
流
用
に
つ
い
て
は
、
教
育
研
究
の
実
情
に

即
し
て
弾
力
的
な
取
扱
い
を
す
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。

（
註
）
こ
の
覚
書
は
、
昭
和
三
十
九
年
四
月
一
一
日
参
議
院
大
蔵
、
文
教
委
員
会
連

合
審
査
会
に
お
い
て
、
田
中
大
蔵
大
臣
が
公
表
し
て
い
る
。

八
、
国
立
学
校
特
別
会
計
に
つ
い
て
の
協
会
と
文
部
次
官
と
の
交
換
書
面

Ⅲ（柵卿屹針勘岬泗加朧対細郭細微醜総計第五号）
国
立
学
校
特
別
会
計
法
は
、
さ
る
四
月
一
一
一
日
国
会
の
議
決
左
へ
て
即
日
公
布
さ

れ
ま
し
た
が
同
法
施
行
令
そ
の
他
本
特
別
会
計
制
度
の
運
用
に
当
っ
て
は
当
協
会

の
意
見
に
そ
っ
て
種
々
御
努
力
を
願
っ
て
い
る
こ
と
と
存
じ
ま
す
が
、
今
後
と
も

右
の
意
見
書
に
お
い
て
申
述
べ
た
諸
点
を
十
分
尊
重
さ
れ
、
そ
の
実
現
方
に
つ
き

何
分
の
御
配
意
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

な
お
、
意
見
書
中
に
申
述
べ
ま
し
た
「
国
立
大
学
側
の
意
向
が
十
分
反
映
さ
れ

る
よ
う
な
方
途
」
の
講
ぜ
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
何
ら
か
の
具
体
的
な
措
置
を
伺

い
た
く
貴
意
を
得
た
い
と
存
じ
ま
す
。

回（柵卿妃冊肺酔川朋陀枡加部離船第一四号）

懲
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（鰍棚劫恰脹燃ゴ胎個竝畉学賑腕鵬鯏辮一○号）
標
記
に
関
し
、
昭
和
三
十
九
年
二
月
五
日
付
文
大
生
第
一
一
一
一
四
号
を
も
っ
て
文
部

省
大
学
学
術
局
長
か
ら
各
大
学
長
宛
通
知
の
趣
で
あ
り
ま
す
が
、
本
協
会
に
お
い
て

は
ご
承
知
の
通
り
、
去
る
一
月
一
一
十
三
日
開
催
の
国
立
大
学
協
会
第
三
十
一
回
総
会

の
際
、
標
記
に
つ
い
て
の
国
・
公
・
私
立
大
学
の
各
協
会
、
連
盟
の
申
し
合
せ
は
こ

れ
を
認
め
る
こ
と
と
す
る
が
、
国
立
大
学
に
お
い
て
は
、
就
職
選
考
開
始
時
期
の
繰

り
上
げ
の
た
め
、
各
大
学
に
お
け
る
教
育
計
画
を
乱
さ
れ
る
こ
と
を
憂
慮
し
、
右
申

し
合
せ
の
「
求
人
側
に
対
す
る
卒
業
予
定
者
の
推
薦
は
、
十
月
一
日
以
降
実
施
を
目

途
と
し
て
云
々
」
と
あ
る
の
は
、
昨
年
と
同
じ
く
十
月
一
日
以
降
実
施
を
厳
守
す
る

こ
と
と
解
釈
す
る
こ
と
を
改
め
て
確
認
い
た
し
た
次
第
で
も
あ
り
ま
す
の
で
右
の

趣
旨
を
篤
と
ご
了
承
の
上
こ
れ
に
ご
協
力
せ
ら
れ
る
よ
う
要
望
い
た
し
ま
す
。

（
こ
れ
に
つ
い
て
は
同
時
に
各
事
業
所
団
体
代
表
者
（
百
拾
人
）
に
対
し
右
の

蝿

（
こ
れ
に
つ
い
て
は
同
時
に
各
事
業
所
団
体
代
表
者
（
百
拾
人
）

写
を
送
付
し
傘
下
各
事
業
所
の
協
力
方
の
取
り
計
い
を
依
頼
し
た
）
。

な
お
、
ご
照
会
に
か
か
る
点
に
つ
き
ま
し
て
は
、
貴
協
会
と
文
部
省
側
と
の
間

に
協
議
会
を
設
け
、
必
要
に
よ
り
大
蔵
省
側
の
参
加
を
求
め
る
こ
と
と
し
て
、
今

後
と
も
こ
の
制
度
の
改
善
充
実
に
資
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承

願
い
ま
す
。

こ
の
制
度
の
運
用
等
に
つ
き
ま
し
て
は
、
今
後
と
も
、
で

ご
要
望
の
趣
旨
に
沿
う
よ
う
努
力
す
る
所
存
で
あ
り
ま
す
。

ご
承
知
の
と
お
り
、
国
立
学
校
特
別
会
計
法
は
、
去
る
昭
和
三
十
九
年
四
月
三

日
第
四
十
六
回
通
常
国
会
に
お
い
て
可
決
成
立
、
即
日
公
布
施
行
さ
れ
ま
し
た
が

こ
の
制
度
の
運
用
等
に
つ
き
ま
し
て
は
、
今
後
と
も
、
で
き
る
か
ぎ
り
貴
協
会
の

ん
。

1７ こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
か
ね
て
か
ら
ご
協
力
を
た
ま
わ
り
感
謝
に
た
え
ま
せ

￣‐

綴

開
始
時
期
に
つ
い
て

大
学
卒
業
予
定
者
の
た
め
の
推
薦
選
考
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